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はじめに、本書においては、無用の加除を避けるため当該調査年度を『令和ｎ年度』と表記している。 

すなわち、令和５年度調査においては次のとおりとなるので留意されたい。 

令和ｎ年・・・・・・・・令和５年 

令和(ｎ－１)年・・・・・令和４年 

令和(ｎ＋１)年・・・・・令和６年 

 

令和５年度 

地方財政状況調査について 
（市 町 村 分） 

（一部事務組合分） 

第一 調 査 要 領 

 一 調 査 内 容  

この調査の内容は次のとおりである。 

１ 令和ｎ年度決算の状況 

２ 令和ｎ年度公共施設の状況 

 二 調 査 団 体  

１ 普通地方公共団体 

２ 特別地方公共団体 

(1) 特 別 区 

(2) 一部事務組合（「四 会計の区分」による公営企業会計及びその他の公営企業会計に係るものを除く。なお、

広域連合は一部事務組合の取扱いに準じて報告する。） 

 三 廃置分合等により消滅した団体に係る報告の取扱い  

１ 廃置分合等により消滅した団体の取扱い 

(1) 令和(ｎ＋１)年３月３０日までに消滅した団体の決算額は、新設又は編入した団体の歳入、歳出の決算額に

それぞれ合算して報告する。なお、この合算をする場合においては、廃置分合の場合における消滅団体の収支

は、消滅した日をもって決算され、その収支の過不足額は、新設又は編入した団体において剰余金を受け入れ

るか、不足額を補塡することになっているので、消滅団体の歳入、歳出額を単純に合算したのでは、この過不

足額相当額が重複して計上されることになる。したがって、消滅団体に係る決算額を加算する場合は新設又は

編入した団体において措置された過不足額を含めないものとする。 

分割合併により消滅した団体の決算額については、消滅団体に係る歳計剰余又は歳入不足額の関係団体に

おいて引継がれた割合によりその消滅団体の収入額及び支出額を按分して合算する。この場合においても、消

滅団体に係る過不足額の調整については編入又は新設の場合の調整と同様に取り扱う。なお、消滅団体に剰余

又は不足額のない場合には人口で按分する。 
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(2) 令和(ｎ＋１)年３月３１日以降に消滅した団体については、１団体の決算額として報告する。したがって、

消滅団体に係る調査表の作成及び報告については、関係団体の協議によって適宜の方法をとればよい。 

２ 解散により消滅した一部事務組合の取扱い 

令和(ｎ＋１)年３月３１日以降において解散した組合については、組合事務所が所在していた団体又は組合

事務を管理していた団体において調査表を作成して報告する。 

 四 会計の区分  

地方公共団体の会計には、一般会計のほかに多くの特別会計があり、これらの会計は各団体とも同一の基準で区

分されていないので、この調査における会計の区分は、次のとおりとする。 

１ 普 通 会 計 

普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたものをいう。したがって、一般

会計の中で、公営事業会計に係る全部又は一部の収支（新たに建設中のものを含む。）を経理している場合におい

ては、これに係る一切の収支は普通会計から分別して、公営事業会計中の該当会計において経理されたものとし

て取り扱うものである。 

２ 公営事業会計 

(1) 公営企業会計 

公営企業会計とは、次に掲げる事業に係る会計をいう。 

ア 水 道 事 業（簡易水道事業を除く。） 

イ 工業用水道事業 

ウ 交 通 事 業（路面電車事業、都市高速鉄道事業、自動車運送事業、縣垂電車等事業、船舶運航事業） 

エ 電 気 事 業 

オ ガ ス 事 業 

カ 簡易水道事業 

キ 港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶

を使用させる事業に限る。） 

ク 病 院 事 業 

病院とは、医療法第１条の５に規定する病床数２０床以上の施設を有するものをいう。なお、国民健康保

険事業会計の直診勘定に属する病床数２０床以上の施設を有する病院については、同会計から分離して公営

企業会計の病院事業として取扱い、一般行政上の目的から経営しているもの、例えば大学附属病院、独立の

伝染病院等で法非適用のものについては、病床数の如何にかかわらず、すべて病院事業として取り扱わない

ものである。 

ケ 市 場 事 業 

コ と畜場事業 

サ 観光施設事業（休養宿泊施設事業、索道事業（ロープウェイ、スキーリフト等）、その他観光事業） 

シ 宅地造成事業（臨海土地造成事業、その他造成事業） 

ス 下水道事業（公共下水道事業（特定公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を含む。）、流域下水

道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事

業、特定地域生活排水処理事業、個別排水処理事業） 

セ 有料道路事業（観光地有料道路事業を含む。） 
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ソ 駐車場整備事業（観光地駐車場整備事業を含む。） 

タ 介護サービス事業（指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、老人短期入所施設、老人デイサービスセ

ンター、指定訪問看護ステーションの５つの施設により介護サービスを提供する事業に限る。） 

(2) その他の公営企業会計 

その他の公営企業会計とは、(1)及び(3)から(9)までに掲げる事業以外の事業で地方公営企業法の全部又は

一部を適用している事業に係る会計をいう。 

(3) 収益事業会計 

この会計には、競馬、自転車競走、小型自動車競走、モーターボート競走及び宝くじの各事業に係る会計を

含める。 

(4) 国民健康保険事業会計 

国民健康保険事業会計のうち、直診勘定に係る病床数２０床以上の病院については、公営企業会計の病院事

業として取り扱うものとする。 

(5) 後期高齢者医療事業会計 

   後期高齢者医療事業会計とは、高齢者の医療の確保に関する法律により市町村及び広域連合が行う後期高

齢者医療事業に係る会計をいう。 

(6) 介護保険事業会計 

介護保険事業会計とは、介護保険法により市町村が行う介護保険事業に係る会計をいう。ただし、指定介護

老人福祉施設、介護老人保健施設、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、指定訪問看護ステーショ

ンの５つの施設により介護サービスを提供する事業については、公営企業会計の介護サービス事業として取

り扱うものとする。 

(7) 農業共済事業会計 

農業共済事業会計とは、農業災害補償法により市町村が行う農業共済事業に係る会計をいう。 

(8) 交通災害共済事業会計 

交通災害共済事業会計とは、市町村が条例等により直接行う交通災害共済事業に係る会計をいう。 

 五 調 査 期 日  

この調査の調査期日は、次のとおりである。 

事           項 調 査 期 日 

１ 令和ｎ年度決算の状況 

普通会計及び公営事業会計分（公営企

業会計及びその他の公営企業会計を除

く。ただし、収益事業会計、農業共済事

業会計及び交通災害共済事業会計は法適

用の有無を問わず含む。） 

２ 令和ｎ年度公共施設の状況 

令和(ｎ＋１)年５月３１日現在（ただし、法

適用の公営事業会計においては令和(ｎ＋１)

年３月３１日現在） 

 

 

 

原則として、令和(ｎ＋１)年３月３１日現在 

 

 六 報 告 期 日  

別途通知する。
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 七 調査結果の公表  

この調査結果の公表予定は、次のとおりである。 

事           項 公 表 年 月（予定） 

１ 令和ｎ年度都道府県決算状況調 

２   〃   市町村別決算状況調 

３   〃   都道府県財政指数表 

４   〃   類似団体別市町村財政指数表 

５ 令和(ｎ＋２)年版地方財政の状況（地方財政白書） 

６ 令和ｎ年度地方公共団体の主要財政指標一覧 

７   〃   地方財政統計年報 

８   〃   地方財政各種分析資料 

令和(ｎ＋２)年 ２月 

〃   ３月 

〃   ４月 

〃   ８月 

〃   ３月 

令和(ｎ＋１)年１２月 

令和(ｎ＋２)年 ８月 

随   時 
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第二 普通会計作成要領 

 一 調 査 事 項  

 

調査表 

ページ 

電算用 

番 号 
調  査  表  名 

一部事務組

合等におい

て作成不要

の表 

作 成 

要 領 

ページ 

     

ｌ 00 表紙  10 

2 01 一部事務組合への加入等の状況  10 

3 02 決算収支の状況  11 

4 03 繰越額等の状況  11 

5 04 歳入内訳  12 

6 05 収入の状況  17 

7 06 市町村税の徴収実績 ○ 18 

8～9 07 歳出内訳及び財源内訳（その１）  19 

10～11 08 〃    （その２）   

12～13 09 〃    （その３）   

14～15 10 〃    （その４）   

16～17 11 〃    （その５）   

18～21 12 〃    （その６）   

22～23 13 〃    （その７）   

24 90 一般行政経費の状況  34 

25 14 性質別経費の状況  36 

26 45 一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況 ○ 37 

27 15 人件費の内訳  38 

28 16 職員給の状況  38 

29 19 補助費等・維持補修費及び扶助費の内訳  39 

30 89 物件費の内訳  39 

31 47 扶助費の内訳  39 

32 20 維持補修費及び受託事業費の目的別の状況  39 

  投資的経費の状況   

33～34 21 その１ 普通建設事業費の状況 (1) 補助事業費  40 

35～36 22 〃      (2) 単独事業費  40 

37～38 23 〃      (3) 県営事業負担金等  40 

  投資的経費の状況   

39 71 その２ 用地取得費の状況 (1) 補助事業費  41 

40 72 〃    (2) 単独事業費  41 

41 73 〃    (3) 合 計  41 
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調査表 

ページ 

電算用 

番 号 
調  査  表  名 

一 部 事 務

組合におい

て作成不要

の表 

作 成 

要 領 

ページ 

     

42 27 公営企業（法非適）等に対する繰出し等の状況  41 

43 28 公営企業（法適）等に対する繰出し等の状況 ○ 42 

44 29 基金の状況  42 

45 30 貸付金、投資及び出資金の状況  43 

     

46 32 資金収支の状況  44 

47 33 地方債現在高の状況  44 

48 34 地方債借入先別及び利率別現在高の状況  52 

     

49 36 地方債年度別償還状況  53 

50 93 一時借入金の状況  53 

51 37 債務負担行為の状況  53 

     

52 40 道路交通安全対策の状況 ○ 55 

53 46 施設の管理費等の状況 ○ 55 

54 70 道路関係経費の状況 ○ 56 

55 96 選挙費の内訳  56 

56 48 財産区の決算状況  57 

57 

58 

59～60 

61～62 

63～64 

65～66 

67～68 

69～72 

73～74 

75 

76 

77 

78～79 

80～81 

82～83 

84～85 

86～87 

88～91 

92～93 

94 

43 

41 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

97 

44 

42 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

98 

繰越額等の状況（復旧・復興事業分） 

歳入内訳（復旧・復興事業分） 

復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その

１）〃    （その２） 

〃    （その３） 

〃    （その４） 

〃    （その５） 

〃    （その６） 

〃    （その７） 

基金の状況（復旧・復興事業分） 

繰越額等の状況（全国防災事業分） 

歳入内訳（全国防災事業分） 

全国防災事業経費の歳出内訳及び財源内訳（その１） 

〃    （その２） 

〃    （その３） 

〃    （その４） 

〃    （その５） 

〃    （その６） 

〃    （その７） 

基金の状況（全国防災事業分） 
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二 普通会計の算定方法  

この調査は、普通会計の純計決算額を調査するものである。普通会計に属する一般会計といくつかの特別会計を

単純に合算しただけでは相互に重複する部分があるので、これらの会計間の重複を控除するほか、年度間のずれ等

を調整した純計決算額を下記により算定する必要がある。 

純計の方法 

普通会計の純計決算額は、次の順序により算定する。 

１ 各特別会計の分別 

(1) 各特別会計を普通会計に属するものと、公営事業会計に属するものとに大別する。 

(2) 普通会計を構成する各特別会計を次の３区分に分別する。 

(ｱ) 印刷事業等特別会計 

印刷事業、自動車修理事業、砂利・砕石事業等のように従来は外部に発注してきたものを、経費節減等の

目的のため部内において施設を設けて、その事業を行うこととして、その事業を経理している会計及び収益

を目的として設置したこれらに類する会計 

(ｲ) 用品等管理特別会計 

用品管理会計、自動車管理会計のように、従来は一般会計等の個々の会計で処理していた用品の調達、自

動車の管理等の事務を集中管理する会計 

(ｳ) その他の特別会計 

２ 予算の繰越と繰上充用との調整 

令和(ｎ－１)年度において継続費の逓次繰越、明許繰越又は事故繰越を行い、一方、歳入が歳出とこれら繰越

事業に係る翌年度に繰り越すべき財源の合計額に不足したことに伴い令和ｎ年度の歳入を繰上充用したため、令

和ｎ年度の決算において、歳入に繰越額があると同時に、歳出に繰上充用額が計上されている場合は、そのよう

な空財源による予算繰越がなかったものとみなして令和ｎ年度の歳入歳出決算額に調整を加える。 

３ 普通会計と公営事業会計との調整 

一般会計等普通会計に属する各会計と、公営事業会計との間の経理の入組みを本来の負担区分に従って分別整

理する。この場合の例としては、一般会計等において公営事業会計分の公債費や建設事業費（本来公営事業会計

に属すべき歳出）を負担するとともに、一般会計の歳入においてこれらに伴う国庫支出金等の収入（本来、公営

事業会計に属すべき歳入）を計上している場合、一般会計等の負担額がこれらの収入額より多いか少ないかによ

って、次のとおり区分する。 

(ｱ) 一般会計等の負担額（一般会計等に含まれているが、本来公営事業会計に属すべき歳出）＞一般会計等の

収入額（一般会計等に含まれているが、本来公営事業会計に属すべき歳入） 

一 般 会 計 等 (甲)  公 営 事 業 会 計 (乙) 

歳 入 合 計 5,000 歳 出 合 計 4,500  歳 入 合 計 300 歳 出 合 計 270 

(乙)に属すべき歳入 50 (乙)に属する歳出 80      

その他の歳入 4,950 その他の歳出 4,420      

(乙)への歳入の移替 △50 (乙)への歳出の移替 △80  (甲)からの歳入の移替 50 (甲)からの歳出の移替 80 

  (乙)への繰出金 30  (甲)からの繰入金 30   

調整後歳入合計 4,950 調整後歳出合計 4,450  調整後歳入合計 380 調整後歳出合計 350 

この場合、（乙)会計が法適用の公営事業であるときは、(甲)会計の「（乙)への繰出金」は「（乙)への貸付金

（又は出資金、補助金、負担金）」、（乙)会計の「(甲)からの繰入金」は「(甲)からの借入金（又は出資金、補

助金、負担金）」となる。 
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(ｲ) 一般会計等の負担額＜一般会計等の収入額 

一 般 会 計 等 ○甲   公 営 事 業 会 計 ○乙  

歳 入 合 計 5,000 歳 出 合 計 4,500  歳 入 合 計 500 歳出合計 470 

○乙に属すべき歳入 100 ○乙に属する歳出 50      

その他の歳入 4,900 その他の歳出 4,450      

○乙への歳入の移替 △100 ○乙への歳出の移替 △50  ○甲からの歳入の移替 100 ○甲からの歳出の移替 50 

○乙からの繰入金 50      ○乙への繰出金 50 

調整後歳入合計 4,950 調整後歳出合計 4,450  調整後歳入合計 600 調整後歳出合計 570 

この場合、○乙会計が法適用の公営事業であるときは、○甲会計の「○乙からの繰入金」は「○乙からの貸付金元利収入

（又は繰入金）」に、○乙会計の「○甲への繰出金」は、「○甲への償還金（又は繰出金）」となる。 

４ 普通会計内の繰入れ、繰出しの調整 

普通会計を構成する一般会計と各特別会計間の繰入れ、繰出しの調整を行う。この場合、繰入れ、繰出しとは

（款）繰入金、繰出金のみならず、例えば負担金、分担金、出資金及び貸付金等を含み、また、公共用地取得特

別会計等と一般会計等との間の用地売買額（用地会計における財産収入、一般会計等における普通建設事業費の 

うち用地相当分）をも含むものである。 

調整の順序は、まず、一般会計と前記「1各特別会計の分別」のうちの「（2）(ｳ)その他の特別会計」を構成す

る各特別会計（すなわち、印刷事業等特別会計と用品等管理特別会計とを除いた各特別会計）相互間の繰出しと

繰入れの調整を行う。その後、これらの歳入、歳出については、それぞれ合算して純計額を算出する。 

○甲  一 般 会 計  ○Ａ  特 別 会 計 

歳 入 合 計 4,950 歳 出 合 計 4,450  歳 入 合 計 180 歳 出 合 計 150 

○Ａ からの繰入 30 ○Ａ へ の 繰 出 50  ○甲 から の繰入 50 ○甲 へ の 繰 出 30 

○Ｂ からの繰入 50 ○Ｂ へ の 繰 出 40  ○Ｂ から の繰入 30 ○Ｂ へ の 繰 出 40 

小    計 80 小    計 90  小    計 80 小    計 70 

その他の歳入 4,870 その他の歳出 4,360  その他 の歳入 100 その他 の歳出 80 

控 除 △80 控 除 △90  控 除 △80 控 除 △70 

控 除 後 歳 入 4,870 控 除 後 歳 出 4,360  控 除 後 歳 入 100 控 除 後 歳 出 80 

         ○Ｂ  特 別 会 計  ○甲  ○Ａ  ○Ｂ  の 純 計 

歳 入 合 計 300 歳 出 合 計 280  歳 入 歳 出 

○甲 からの繰入 40 ○甲 へ の 繰 出 50  ○甲  4,870 ○甲  4,360 

○Ａ からの繰入 40 ○Ａ へ の 繰 出 30  ○Ａ  100 ○Ａ  80 

小    計 80 小    計 80      

その他の歳入 220 その他の歳出 200  ○Ｂ  220 ○Ｂ  200 

控 除 △80 控 除 △80  
《甲》計 5,190 《甲》計 4,640 

控 除 後 歳 入 220 控 除 後 歳 出 200  

 

５ 印刷事業等特別会計との調整 

つぎに前記「１～(2)～(ｱ)」の印刷事業等特別会計○C と「４」までに合算した純計額《甲》との間の繰入れ、

繰出しの調整を行う。 

一 般 会 計 等 《甲》  印刷事業等特別会計 ○Ｃ  

歳 入 合 計 5,190 歳 出 合 計 4,640  歳 入 合 計 400 歳 出 合 計 380 

○Ｃ か ら の 歳 入 30 ○Ｃ へ の 繰 出 80  《甲》からの歳入 80 《甲》への繰出 30 

そ の 他 の 歳 入 5,160 そ の 他 の 歳 出 4,560  そ の 他 の 歳 入 320 そ の 他 の 歳 出 350 



 

 

－9－ 

 

控 除 △30 控 除 △80  控 除 △80 控 除 △30 

控 除 後 歳 入 5,160 控 除 後 歳 出 4,560  控 除 後 歳 入 320 控 除 後 歳 出 350 

  ○Ｃ 会計の決算収支 30  歳入歳出差引 △30 

《甲》歳入再計 5,160 歳 出 再 計 4,590   

 

 

 

この場合、印刷事業等特別会計○C の歳入歳出差引が設例のように負（マイナス）の場合は、その額だけ一般会

計等《甲》の歳出の「総務費、総務管理費」（目的別）及び「物件費、その他」（性質別）に加算するが、反対に

正（プラス）の場合には、その額だけ一般会計等《甲》の歳入の「諸収入、雑入」に加算する。 

６ 用品等管理特別会計との調整 

さらに前記「１～(2)～(ｲ)」の用品等管理特別会計○D と「５」までに合算した一般会計等純計額《甲》との間

の繰入れ、繰出しの調整を行う。この場合、用品等管理特別会計○D において人件費又は積立金を負担していない

場合には、前記「５」の印刷事業等特別会計○C の調整方法と同一方法によるが、人件費又は積立金を用品等管理

特別会計○D で負担している場合は、次のように調整を行う。 

一 般 会 計 等 《甲》  用品等管理特別会計 ○Ｄ  

歳 入 合 計 5,160 歳 出 合 計 4,590  歳 入 合 計 500 歳 出 合 計 480 

○Ｄ か ら の 繰 入 30 ○Ｄ へ の 繰 出 200  《甲》からの繰入 200 《甲》への繰出 30 

そ の 他 の 歳 入 5,130 そ の 他 の 歳 出 4,390    人 件 費 50 

控 除 △30 控 除 △200  そ の 他 の 歳 入 300 そ の 他 の 歳 出 400 

控 除 後 歳 入 5,130 控 除 後 歳 出 4,390  控 除 △200 控 除 △30 

  ○Ｄ の歳出の移替 50  控 除 後 歳 入 300 控 除 後 歳 出 450 

歳 入 再 計 5,130 歳 出 再 計 4,440    《甲》への歳出  

  ○Ｄ 特 別 会 計 の     の移替（人件費） △50 

  歳 入 歳 出 差 引 100  歳 入 再 計 300 歳 出 再 計 400 

〔甲〕歳入純計 5,130 歳 出 純 計 4,540  歳入歳出差引 △100 

 

この場合、人件費の用品等管理特別会計○D から一般会計等《甲》への移替は、一般会計等《甲》中の人件費の

各該当科目（目的別には「総務費」になる場合が多い。）に移し替える（積立金の場合も同様である。）。また、用

品等管理特別会計○D の歳入歳出差引の算出方法及びその取扱いについては、前記「５ 印刷事業等特別会計との

調整」の場合の取扱いと同様とする。 

７ 繰越金と前年度繰上充用金との調整 

以上のようにして算定された一般会計等決算純計〔甲〕には、普通会計を構成する各特別会計が含まれている

ので、個々の会計の前年度の決算が赤字であるか又は黒字であるかにより歳出に前年度繰上充用金が計上される

か又は歳入に繰越金が計上されており、その結果、一般会計等決算純計〔甲〕においては、これらの前年度繰上

充用金及び繰越金のそれぞれの合算額が計上されているので最後にこの調整を行う。この場合、両者の差額のみ、

金額の多い項目として存置する。 

一 般 会 計 等 〔甲〕  普 通 会 計 〔甲〕 

歳 入 5,130 歳 出 4,540  歳 入 5,050 歳 出 4,460 

繰 越 金 150 前年度繰上充用金 80  繰 越 金 70   

そ の 他 の 歳 入 4,980 そ の 他 の 歳 出 4,460  そ の 他 の 歳 入 4,980   

 

(注) 印刷事業等特別会計○C の決算収支を算出

する場合、歳入には前年度からの繰越金を、歳

出には前年度繰上充用金をそれぞれ含めない

単年度の収支を算出すること。 
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三 調査表入力上の一般的注意事項  

１ 電子調査表により、分類、集計等を行うので、調査表の各項目が正確に入力されていない場合は、地方公共団

体において、後日数値訂正に多大の労力と日数を要し、事務処理においても相当の混乱が生ずるため、作成要領

を十分に参照のうえ、各調査表を作成するとともに、突号表等により数値を突号し、正確を期すること。 

２ 該当のない項目欄は空欄とし、ハイフン（－）、ゼロ（０）等は入力しないこと。 

３ 負数が生じた場合には、マイナス（－）を付して入力すること。 

４ 「団体コード」には、地方公共団体の行財政関係の統計資料等に用いるために定めた「地方公共団体コード（総

務省）」により入力すること。 

５ 各調査表は、原則として、横の欄を「行」として行番号を、縦の欄を「列」として欄外の（ ）内に列番号を

記入してある。 

 

四 各調査表入力上の留意事項 

 条件コード表（００表）  

この表は、全団体（普通会計及び事業会計に属する一部事務組合を含む。）が必ず入力すること。 

１ 「基準財政収入額」、「基準財政需要額」には、令和ｎ年度の地方交付税に係るそれぞれの計数を入力する。こ

の場合、「基準財政需要額」及び「基準財政収入額」は、一本算定による額で錯誤に係る額を除いた額を入力する。 

２ 「標準税収入額等」には、地方財政法第５条の３第４項第１号に規定する標準的な規模の収入の額として政令

で定めるところにより算定した額から普通交付税の額及び臨時財政対策債発行可能額を差引いた額を入力する。

なお、特別区を除く市町村の算定式については以下のとおりである。 

 

※ 指定都市以外の市町村については、「分離課税所得割交付金」は該当しない。 

３ 「標準財政規模」には、次の方式によって算出した額を入力する。 

（標準税収入額等）＋（普通交付税）＋（臨時財政対策債発行可能額） 

（注 各計数は、令和ｎ年度の地方交付税に係る額である。） 

４ 「財政力指数」には、令和(ｎ－２)年度、令和(ｎ－１)年度及び令和ｎ年度の 

（各年度ごとに小数点第３位を四捨五入する。）の合計の 1/3の数値（小数点第３位を四捨五入し、第２位まで

求める。）を入力する。 

 

 一部事務組合への加入等の状況（０１表）  

１ この表は、全団体（普通会計及び事業会計に属する一部事務組合を含む。）が入力すること。 

２ 第１列の「組合加入状況」には、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の目的別区分に準じて、市町村（普

特別とん譲与税

地方揮発油譲与税

石油ガス譲与税

自動車重量譲与税

航空機燃料譲与税

森林環境譲与税

交通安全対策特別交付金

市町村民税所得割に係る税源移譲相当額（三位一体の改革分）の25％

市町村民税所得割に係る税源移譲相当額（県費負担教職員分）の25％

地方消費税交付金に係る引上げ分の25％

分離課税所得割交付金

特別とん譲与税

地方揮発油譲与税

石油ガス譲与税

自動車重量譲与税

航空機燃料譲与税

森林環境譲与税

交通安全対策特別交付金

分離課税所得割交付金

基準財政収入額
100

75

基準財政収入額 

基準財政需要額 
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通会計及び事業会計に属する一部事務組合を含む。）が加入している普通会計、財産区及び事業会計に係る一部事

務組合の主たる事務のみに「１」を入力すること。 

３ 第２列の「取扱い業務内容」には、市町村（普通会計及び事業会計に属する一部事務組合を含む。）が、第１列

で入力した加入している普通会計、財産区及び事業会計に係る一部事務組合の行っている事務（主たる事務を含

む。）の該当項目欄に算用数字の「１」を入力すること。 

４ 第３列及び第４列の「一部事務組合」には、一部事務組合のみが入力すること。市町村は入力しないこと。な

お、目的別区分は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の目的別区分に準じて分別すること。 

(1) 第３列の「主たる事務」には、当該一部事務組合が行っている主たる事務の該当項目欄に算用数字の「１」

を入力すること。 

(2) 第４列の「取扱い事務」には、当該一部事務組合が行っている事務（主たる事務を含む。）の該当項目欄に

算用数字の「１」を入力し、「検算（総合計）」欄には合計数を入力すること。 

 

 決算収支の状況（０２表）  

１ 「令和５年度」欄には、次のとおり入力する。 

(1) 「歳入総額」には、０４表：歳入内訳の「歳入合計」（０２行５２列）の額を計上する。 

(2) 「歳出総額」には、１３表：歳出内訳及び財源内訳（その７）の「歳出合計」（３８行１列）の額を計上す

る。 

(3) 「翌年度に繰り越すべき財源」には、０３表：繰越額等の状況の「翌年度に繰り越すべき財源」（１１行１

１列）の額を計上する。 

(4) 「積立金」には、２９表：基金の状況の「歳出決算額○B 」の「１財政調整基金」（０２行１列）の額を計上

する。 

(5) 「繰上償還金」には、後年度の財政負担を軽減するため、任意に行った元利償還金の繰上償還額を計上する。

なお、ここには、地方財政法第７条の規定による決算剰余金の処分による繰上償還額を含む。 

(6) 「積立金取崩し額」には、２９表：基金の状況の「取崩し額○C 」の「１財政調整基金」（０３行１列）の額

を計上する。 

２ 「令和４年度」には、令和(ｎ－１)年度決算として報告済の数値を入力する。したがって、決算報告後、誤り

が発見された場合にあっても、修正せずそのまま前年度報告数値を入力する。ただし、令和ｎ年度の「単年度収

支」は、令和(ｎ－１)年度の正しい「実質収支」をもとに算出すること。 

この場合において、令和ｎ年４月１日から令和(ｎ＋１)年３月３０日までの間に市町村の廃置分合又は境界変

更の行われた市町村については消滅等に係る市町村を合算（単純に合算しないこと。）して入力する（第一の「三 

廃置分合等により消滅した団体に係る報告の取扱い」の項参照）。 

 

 繰越額等の状況（０３表）  

１ 「継続費逓次繰越額」には、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、継続費について令和(ｎ＋１)

年度に逓次繰越しを行った繰越額について計上する。 

２ 「繰越明許費繰越額」には、地方自治法第２１３条第１項の規定により、令和ｎ年度の歳出予算の経費のうち

予算の定めるところにより、令和(ｎ＋１)年度に繰り越した額について計上する。 

３ 「事故繰越繰越額」には、地方自治法第２２０条第３項の規定により、令和ｎ年度の歳出予算の経費のうち、

令和ｎ年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため、令和(ｎ＋１)年度に繰り越した額について計上する。 
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４ 「事業繰越額」には、令和ｎ年度の歳出予算のうち、諸般の事情から、令和ｎ年度において支出負担行為をす

ることができなかったため、令和ｎ年度においては不用額とし、令和(ｎ＋１)年度において新たに歳出予算に計

上するものについて計上する。 

なお、支出負担行為はしたが、地方自治法第２２０条第３項の事故繰越の手続をとらなかったものについても

ここに含める。 

５ この調査では、前記の４の場合のほか、次のような場合についても事業繰越とみなして取り扱うものとする。 

 当該団体において、社会福祉又は産業振興等の目的により、国の予算または政府関係機関等から貸し付けられ 

る貸付金に係る特別会計を設けて貸付けを行っている場合、貸付けが行われず歳出予算が不用となって剰余を生 

じたときは、当該不用額は、後年度において貸し付けるための財源として、事業繰越として取り扱う。なお、災

害援護資金貸付の償還金のうち、令和ｎ年１０月１日から令和(ｎ＋１)年３月３１日までの間に被災者から償還を

受けた分は、令和(ｎ＋１)年度に都道府県に償還するための財源として、事業繰越として取り扱う。 

ただし、従前の取扱いでは退職金及び退職年金費について特別会計を設けて経理をしている場合の当該特別会計

の剰余金は事業繰越としていたが、平成１９年度決算より事業繰越から除くこととしている。 

６ 「支払繰延額」には、令和ｎ年度末までに債務が発生したが、その支払が令和ｎ年度においてできなかったた

め、令和(ｎ＋１)年度にその支払を繰り延べたものについて計上する。 

  なお、従前の取扱いでは税の過誤納還付金について、減額調定し戻出の手続きをしたものについて、当該年度

の出納閉鎖までに過誤納者が受領に来なかったことにより、その支払を翌年度に繰り延べた場合を支払繰延とし

ていたが、平成１９年度決算より支払繰延から除くこととしている。 

７ 「未収入特定財源」には、継続費逓次繰越、明許繰越、事故繰越、事業繰越及び支払繰延を行った場合、当該

繰越額又は繰延額のうち、令和ｎ年度中に歳入されず令和(ｎ＋１)年度において確実に収入が見込まれる特定財

源のうち、交付決定のあった国庫支出金、都道府県支出金（都道府県において繰越措置を行ったものに限る。）、

同意又は許可のあった地方債、受託事業収入（委託団体において繰越措置を行ったもの）並びに分担金及び負担

金（収入調定済のもの及び市町村負担金のうち市町村において繰越の議決がなされ、都道府県との間で合意がな

されたものに限る。）等の額を計上する。なお、電源立地地域対策交付金等については、０７～１３表：歳出内訳

及び財源内訳において一般財源等として扱われることから、０３表の「未収入特定財源の内訳」では「国庫支出

金」には含めず、「その他」に計上する。 

８ 「翌年度に繰り越すべき財源」には、継続費逓次繰越額等から未収入特定財源を控除した額を計上する。 

なお、未収入特定財源が繰越額等よりも大きい場合には、未収入特定財源は繰越額等相当額を限度とし、「翌年

度に繰り越すべき財源」欄に△（マイナス）の数値を計上しない。 

９ 「２普通建設事業費」及び「３災害復旧事業費」において、「(1)補助事業費」には補助事業費及び受託事業費

のうち補助事業費を、「(2)単独事業費」には単独事業費、同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうち単独

事業費を計上する。 

 

 歳 入 内 訳（０４表）  

１ 「１地方税」には、地方税法に規定する普通税（法定普通税及び法定外普通税）、旧法による税、目的税（法定

目的税及び法定外目的税）、旧国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第２条第２項の規定に基づ

く日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び国有資産等所在市町村交付金法第２条第１項に基づく国有資産等

所在市町村交付金を合算した額を計上する。 

２ 「１４地方特例交付金等」には、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第３条の規定により国
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から交付された地方特例交付金及び地方税法附則第６５条の規定により国から交付された新型コロナウイルス

感染症対策地方税減収補塡特別交付金の額を計上する。 

３ 「１７分担金及び負担金」中「(1)同級他団体からのもの」には、他の市町村（一部事務組合を含む。）からの

建設事業以外の事務の委託に係るものについて計上し、「(2)市町村分賦金」には、一部事務組合のみが計上する。 

４ 「１８使用料」には、公の施設の利用又は地方自治法第２３８条の４第７項の規定による許可を受けてする行

政財産の使用につき徴収される使用料及び水利権又は無体財産権の使用等に対するものを計上する。 

なお、普通財産及び物品等を行政目的に支障のない範囲で貸し付ける場合は、「２３財産収入」の「(1)財産

運用収入」に計上する。 

(1) 「(1)授業料」には、高等学校、幼稚園及びその他の学校における入学金及び通信教育受講料を含めて計上する。 

(2) 「(2)保育所使用料」には、児童福祉法第５６条の規定により本人又は扶養義務者から徴収した保育料のう

ち、当該団体が設置している保育所の保育児童分について計上し、当該団体以外のものが設置している保育所

の児童分については、「１７分担金及び負担金」の「(3)その他」に計上する。なお、他団体から委託を受けた

児童分については、「１７分担金及び負担金」の「(1)同級他団体からのもの」に計上する。 

(3) 「(3)公営住宅使用料」には、公営住宅法及び住宅地区改良法により国の補助を受けて建設した住宅及び当

該団体が住民に貸与する目的で単独で建設した住宅等に係る使用料を計上する。ただし、職員住宅の賃貸料は

「２３財産収入」の「(1)財産運用収入」に計上する。 

５ 「１９手数料」には、地方自治法第２２７条の規定により徴収する手数料について、「(1)法定受託事務に係る

もの」及び「(2)自治事務に係るもの」に分けて入力すること。 

なお、一部の使用料及び手数料の徴収について、証紙による収入の方法によっている場合は、その経理の形態

の如何（証紙収入を特別会計によって経理している場合も含む。）を問わず、証紙の消印実績高に応じて各項目に

分別計上する。したがって、証紙売さばき高と消印実績高との差額は消印実績高によって按分すること。 

６ 「２０国庫支出金」には、直接国庫から交付されるもので、支出官事務規程に基づき支出官名で通知されたも

ののほか、例外として支出官名の通知によらず、直接補助金又は交付金（本表に特記された交付金のいずれにも

属さない交付金）の交付通知により指定金融機関に小切手で振り込まれたものについて計上する。したがって、

都道府県の予算を経由して市町村に交付される間接補助金は「２２都道府県支出金」に計上する。 

また、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律等に基

づく高率補助金等のように、「一般財源等」に振り替えられた国庫支出金については、０７～１３表：歳出内訳及

び財源内訳において、交付目的により目的別に区分して計上する。 

(1) 「(1)義務教育費負担金」には、義務教育費国庫負担法の規定による義務教育職員の給与及び報酬に係る負  

担金を計上する。（政令指定都市のみ） 

(2) 「(2)生活保護費負担金」には、生活保護法の規定による国の補助金のうち、保護費（委託事務費を含む。）

及び保護施設事務費に係る額のみを計上する。したがって、社会福祉施設等施設整備費補助金のうち保護施設

に係る額については「２０国庫支出金、(7)普通建設事業費支出金」に計上し、セーフティネット支援対策

等事業費補助金については、当該補助金が直接国庫から交付される場合は「２０国庫支出金、(20)その他」

に、都道府県の予算を経由して交付される場合については「２２都道府県支出金、(1)国庫財源を伴うもの」

の「⑩その他」に計上する。 

なお、生活保護法第７３条第 1 号及び第 2 号による県負担金（住所不定者の措置に要した費用の負担分）

は、「２２都道府県支出金、（1）国庫財源を伴うもの」の「⑩その他」に計上する。 

(3) 「(3)児童保護費等負担金」には、児童福祉法等の規定による国の補助金のうち、保育所運営費及び児童虐
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待等防止対策費に係る児童保護費等負担金、障害保健福祉費に係る児童保護費等負担金及び児童保護費等補

助金を計上する。 

 (4) 「(4)障害者自立支援給付費等負担金」には、障害者総合支援法第９５条の規定に基づく障害福祉サービス

費等の障害者自立支援給付費負担金及び同条の規定に基づく自立支援医療費等に要した障害者医療費負担金

を計上する。 

(5) 「(5)児童手当等交付金」には、児童手当法第１８条、第１９条及び児童手当法附則第６条、第７条、第８

条の規定により交付された額について計上する。 

(6) 「(6)公立高等学校授業料不徴収交付金」には、高等学校等就学支援金の支給に関する法律附則第２条第２

項の規定により交付された額について計上する(平成２６年３月以前から引き続き在学している対象者に係

る(旧制度分)公立高等学校等授業料不徴収交付金を計上する。)。 

(7) 「(7)普通建設事業費支出金」には、道路、橋りょう等の公共土木施設、農林水産業施設、消防施設、文教

施設、治山治水施設、公営住宅、農業農村整備、その他の建設事業に係る支出金及び災害関連事業に係る支出

金を計上する。 

(8) 「(8)災害復旧事業費支出金」には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、公立学校施設災害復旧費国

庫負担法、その他災害特例措置法に基づく公共土木施設、農林水産業施設、公営住宅、教育施設、社会福祉施

設、保健衛生施設等の災害復旧事業に係る支出金及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する

法律に基づく交付金等について計上する。 

(9) 「(9)失業対策事業費支出金」には、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業、産炭地域開発就

労事業及び特定地域開発就労事業に係る支出金について計上する。 

(10) 「(10)委託金」には、もっぱら国の利害に関係のある事務に係るもので、国の統計及び調査に要する経費、

医薬品の検定に要する経費、日雇健康保険指定市町村交付金、投票人名簿システム構築交付金及び代行工事

による国からの委託金等について計上する。 

(11) 「(11)財政補給金」には、小災害地方債元利補給金、宅地開発等関連公共施設等整備事業助成金、史跡等

購入費補助金（元利補給金分のみ）及び田園都市構想推進事業助成交付金（元利補給金分のみ）等を計上する。 

(12) 「（12）社会資本整備総合交付金」には、「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づき交付された額を計

上する。 

(13) 「(13)特定防衛施設周辺整備調整交付金」には、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第９条の

規定により交付金として交付された額を計上する。 

(14) 「(14)電源立地地域対策交付金」には、発電用施設周辺地域整備法第７条及び特別会計に関する法律施行

令第５１条第１項の規定により、発電用施設該当市町村に対して交付された電源立地地域対策交付金の額を

計上する。発電用施設周辺市町村に対する交付金については、「２２都道府県支出金、(1)国庫財源を伴うも

の、⑦電源立地地域対策交付金」に計上する。 

(15) 「(15)デジタル田園都市国家構想交付金」には、「デジタル田園都市国家構想交付金制度要綱」に基づき交

付された交付金の額を計上する。 

 (16) 「(16)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」には、「新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金制度要綱」に基づき交付された額を計上する。 

｢①物価高騰対応分｣には、「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」及び「電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援地方交付金」に係る交付金の額を計上し、｢②その他｣には、①以外の交付金の額を計上する。 

(17) 「(17)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」には、「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度

要綱」に基づき交付された交付金の額を計上する。 

(18) 「(18)子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金」には、子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への

臨時特別給付、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
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（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金））の実施に要した経費（給付事業費及び事務費）に係る国

からの補助金の額を計上する。 

(19) 「(19)その他新型コロナウイルス感染症対策関係交付金等」には、国の予算又は予備費に計上された新型

コロナウイルス感染症対策に係る交付金や補助金について、交付された額（「(16)新型コロナウイルス感染症

対策対応地方創生臨時交付金」、「(17)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」及び「(18)子育て世帯等臨

時特別支援事業費補助金」に計上したものを除く。）を計上する。 

 (20) 「(20)その他」には、指定都市及び中核市における母子福祉資金貸付事業及び寡婦福祉資金貸付事業の国

からの貸付金、地域生活支援事業費補助金及び結核医療費負担金等を含めて計上し、都市開発資金貸付金は

「２８地方債」に計上する。なお、国民健康保険法第７２条の４の規定による保険基盤安定制度等に係る国の

負担金もこの欄に含めて計上する。 

７ 「２１国有提供施設等所在市町村助成交付金」には、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の規

定に基づき、アメリカ合衆国軍隊又は自衛隊の使用する国有提供施設等の所在する市町村に対して交付された額

及び施設等所在市町村調整交付金交付要綱第３条の規定に基づき交付された額を計上する。 

８ 「２２都道府県支出金」中「(1)国庫財源を伴うもの」には、国庫支出金として都道府県の予算に計上されたう

え、交付され、又は国庫支出金に加えて国の法令の規定に基づく都道府県の補助負担分として交付されたものを

計上する。ただし、都道府県において定率又は定額以上に追加した額については「(2)都道府県費のみのもの」に

計上する。 

  「②障害者自立支援給付費等負担金」には、障害者総合支援法第９４条第１項第１号の規定に基づく障害福祉

サービス費等の障害者自立支援給付費負担金及び同条第１項第２号の規定に基づく自立支援医療費等に要した

障害者医療費負担金を計上する。 

「③児童手当等交付金」には、児童手当法第１８条、１９条、附則第６条、附則第７条、附則第８条の規定に

より交付された額について計上する。 

「⑧石油貯蔵施設立地対策等交付金」には、特別会計に関する法律施行令第５０条の規定により、交付金とし

て交付された額を計上する。 

「⑨新型コロナウイルス対策に係るもの」には、新型コロナウイルス対策を目的として都道府県から支出され

たものを計上する。例えば、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に係る都道府県からの間接補助金等

について計上する。 

「(2)都道府県費のみのもの」には、上記ただし書のほか、都道府県から単独で補助又は交付された額について

計上する。なお、道府県税の徴収事務に対する都道府県からの交付金は、「④その他」に計上する。 

９ 「２３財産収入」中「(1)財産運用収入」には、財産貸付収入（職員住宅の賃貸料を含む。）、基金運用収入、株

式配当金等を計上する。 

「(2)財産売払収入」中「②立木竹」には、分収林契約に基づく分収金を含めて計上する。 

１０ 「２４寄附金」中「(1)ふるさと納税」には、地方税法第３７条の２第１項第１号及び第３１４条の７第１項

第１号の規定に基づき個人から受領した寄附金の額を記入し、「(2)地方創生応援税制に係る寄附金」には、地

方税法附則第８条の２の２第７項及び第９項の規定に基づき法人から受けた特定寄附金の額を記入する。(1)

及び(2)以外の寄附金については、「(3)その他」に計上する。 

１１ 「２５繰入金」には、当該団体の公営事業会計からの繰入金（借入金的なものも含む。）、基金の取崩しに伴

う繰入金及び財産区繰入金を計上する。この場合、当該団体が加入する公営事業に係る一部事務組合からの配

分金、財産区の所有に係る財産の処分により、収入の一部若しくは全部を当該団体の収入に繰り入れた額又は
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当該団体に寄附された額を含めて計上する。 

なお、収益事業会計からの繰入れのうち収益金の繰入額（収益事業に係る一部事務組合からの収益金の繰入

額を含む。）については、「２７諸収入」の「(6)収益事業収入」に計上し、また、地方公営企業法の財務規定の

全部又は一部を適用する公営事業会計から、当該会計に対する貸付金の元利償還に相当するものを受け入れる

場合は、「２７諸収入」の「(3)公営企業貸付金元利収入」に計上する。 

１２ 「２６繰越金」中「(1)純繰越金」には、継続費逓次繰越、明許繰越、事故繰越、事業繰越及び支払繰延の財

源として充当すべきものを除いた純剰余金を計上する。 

１３ 「２７諸収入」は、次により区分して計上する。 

(1) 「(1)延滞金加算金及び過料」には、地方税、使用料等に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重

加算金及び過料について計上する。 

(2) 「(2)預金利子」には、歳計現金等の預け入れから生じた利子（歳計現金の現先運用による運用益を含む。）

のみについて計上する。 

(3) 「(3)公営企業貸付金元利収入」には、地方公営企業法第１８条の２の規定により公営事業会計に貸し付け

られた貸付金の元利償還金を計上する。なお、短期貸付けについて、これを決算に計上している場合は、その

償還金もここに含める。 

(4) 「(4)貸付金元利収入」には、地方公共団体以外の者に直接貸し出された資金の元利収入を計上する。これ

には、(1)年金資金を借り受け、これを他の法人等に貸し付けたものに係る回収金、(2)道路開発、観光開発、

宅地開発公社等の貸付金の返還金、(3)中小企業合理化資金、農業近代化資金等の目的で商工組合中央金庫、

日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）等への預託、(4)その他奨学資金、更生資金の貸付け、生業資金の

貸付け、住宅資金の貸付けを行っている場合の元利返還金を含む。 

(5) 「(5)受託事業収入」には、「①同級他団体からのもの」、「②民間からのもの」とに区分して、それぞれ契約

に基づき委託を受けた普通建設事業及び災害復旧事業の受託事業収入について計上する。建設事業以外の事

務の受託による収入は、同級他団体からのものについては「１７分担金及び負担金」の「(1)同級他団体から

のもの」に、民間からのものについては「２７諸収入(7)雑入」の「③その他」に計上する。 

(6) 「(6)収益事業収入」には、地方公営企業法の適用の有無を問わず競馬事業、自転車競走事業、モーターボ

ート競走事業、小型自動車競走事業及び宝くじ事業の収益金（収益事業会計より繰り入れた金額のうち収益金

の繰入額）を計上する。この場合、宝くじ賞金の時効完成による益金も含めて計上する。 

なお、収益事業の一部事務組合からの同組合の構成団体でない市町村が収益事業配分金を受け入れた場合

には、「２４寄附金」に計上する。 

(7) 「(7)雑入」中「①一部事務組合配分金」には、公営事業に係る一部事務組合以外の普通会計に属する一部

事務組合からの配分金について計上する。 

「②新エネルギー・産業技術総合開発機構からのもの」には、石炭の採鉱によって生じた被害の復旧に要す

る経費の一部を新エネルギー・産業技術総合開発機構が負担し、市町村に納付した額を計上する。 

「③その他」には、以上に特記された諸収入のいずれにも属さない収入を計上する。なお、過年度に属する

収入については、それぞれの科目に分別して計上する。 

１４ 「２８地方債」には、特定の建設事業費等の財源に充てるため起こした市町村債の収入額、起債前借分、都道

府県貸付金（単年度貸付けのものであっても市町村が歳入決算したものは含む。）、住宅金融支援機構資金貸付金、

沖縄振興開発金融公庫資金貸付金、都市開発資金貸付金、公害防止資金貸付金、災害援護資金貸付金、沿道整備

資金貸付金（母子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金は国庫支出金に計上すること。）を含めて計上する。こ
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の場合、次のことに注意すること。 

(1) 一般公募の形式で発行された市場公募債等について、額面金額を下回る（上回る）価格で発行された場合は、

額面金額による収入があったものとして計上する。この場合の差額は、歳出の公債費（利子）において措置す

る。また、既に借り入れた地方債の起債条件の変更による借換債は、普通会計決算額には含めない。 

(2) 起債前借分については、起債前貸借入申込書により令和ｎ年度に借り入れた額で歳入決算したもののみを

計上する。この場合、翌年度に長期貸付借入申込書によって借り入れる収入額には起債前借額と長期借入額と

の差額を計上する。 

(3) 都道府県貸付金については、市町村振興対策等の目的によって貸付けを受けた額について計上する。 

１５ 「参考」には、令和ｎ年度における不納欠損額についてそれぞれ計上する。 

 

 収入の状況（０５表）  

１ 収入科目の区分は、０４表：歳入内訳における科目区分と同様であり、各科目ごとの金額はそれぞれ一致す

るものである。 

なお、「２７地方債」の「うち減収補塡債特例分」には、令和ｎ年度に地方財政法附則第３３条の５の３及

び第３３条５の１３の規定により発行された「減収補塡債特例分」を入力する。 

２ 「一般財源等」と「特定財源」との区分は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳における財源区分（３

０頁）と同様であり、この調査表の「一般財源等」と、１３表：歳出内訳及び財源内訳（その７）の「一般財

源等」とが相応するものである。したがって、各収入科目の臨時、経常の一般財源等の合算額は、１３表：歳

出内訳及び財源内訳（その７）の「歳出合計」及び「歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金」のそれぞれの「一

般財源等」の合計額に一致するものである。この場合、０５表：収入の状況における歳入の一般財源等総額と

１４表：性質別経費の状況における歳出の一般財源等総額との差額は、上記「歳計剰余金又は翌年度歳入繰上

充用金」の「一般財源等」の額に一致するものである。 

３ 臨時的収入と経常的収入の区分は、各団体において毎年度経常的に収入されるかどうか、ほとんどの団体で

収入が予想されるかという基準によって行われ、おおむね次に掲げるような収入を臨時的収入とし、その他の

収入を経常的収入とすること。 

(1) 収入科目により臨時的収入に区分されるもの 

○ 市町村税の目的税のうち都市計画税、法定外普通税及び法定外目的税 

○ 地方交付税のうち特別交付税、震災復興特別交付税 

○ 財産収入のうち、不動産売払収入、物品売払収入、生産物売払収入（常時生産される生産物に係るもの

及び伐採計画に基づく立木等に係るものを除く。）及び基金運用収入 

○ 分担金及び負担金（保育児童、老人等施設措置に係る負担金及び市町村分賦金のうち組合の運営等に要

する事務費等を除く。） 

○ 寄付金、繰入金、繰越金、地方債 

○ 諸収入のうち、延滞金、加算金、過料、臨時的な貸付金の元利収入（公営企業貸付金元利収入を含む。）、 

受託事業収入、収益事業収入及び雑入（経常的に収入されるものを除く。） 

(2) 収入の内容によって臨時的収入に区分されるもの 

○ 市町村税のうち適用期限のある超過課税収入分 

○ 国庫支出金、都道府県支出金、使用料及び手数料のうち建設事業又はその他の臨時的経費の特定財源と

して収入されるもの 
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○ 特定財源に属する収入のうち、その充当すべき経費を超えて収入されたもの（一般財源等振替分） 

○ 国庫支出金及び都道府県支出金のうち、各種利子補給金又は過年度分の精算に係る額（ただし、生活保

護費国庫負担金のように毎年度同じように繰り返し精算されるものの精算額は除く。） 

４ 国庫支出金、都道府県支出金のうち、主な経常的特定財源を例示すると、次のとおりである。 

(1) 国庫（県）支出金のうち経常的特定財源となるもの 

要保護及び準要保護児童生徒就学援助費国庫補助金、要保護及び準要保護児童生徒医療費国庫補助金、要

保護及び準要保護児童生徒給食費国庫補助金、文化財保護事務費交付金、生活保護費国庫（県）負担金、児

童保護費国庫（県）負担金、身体障害者保護費負担金、障害者自立支援給付費負担金、障害者医療費負担金、

日雇健康保険事務取扱費交付金、国民年金事務取扱費交付金、外国人登録事務費委託金 

(2) 都道府県支出金のうち経常的特定財源となるもの 

結核予防費補助金、予防接種対策費補助金（大流行に対するものを除く。）、農業委員会費補助金（特別事業

費補助金を除く。）、人口動態調査委託金、道府県民税徴収交付金、選挙常時啓発費補助金 

 

 市町村税の徴収実績（０６表）  

１ 「現年課税分」とは、「現年度分」及び「過年度分」の合計をいうものである。 

２ 「(1)市町村民税」の「(ｱ)個人均等割」、「(ｲ)所得割」、「(ｳ)法人均等割」、及び「(ｴ)法人税割」並びに「(2)固

定資産税」の「(ｱ)純固定資産税｣の｢(ⅰ)土地」、「(ⅱ)家屋」及び「(ⅲ)償却資産」のそれぞれについて「収入済額」

を区分できないときは、これらの調定済額の割合で按分して計上する。 

３ 「(1)市町村民税」の「(ｲ)所得割」には、退職手当の分離課税に係る税額についても含めて計上する。 

４ 「(2)固定資産税」の「(ｲ)交付金」には、旧国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第２条第２

項の規定に基づく国有資産等所在市町村交付金法第２条第１項の規定に基づく国有資産等所在市町村交付金を

計上する。ただし、日本郵政公社有資産所在市町村納付金は、「三旧法による税」に計上する。 

５ 令和元年９月 30日までに課税された旧軽自動車税について、滞納繰越分は「(3)軽自動車税(ｲ)種別割」に計上

する。 

６ 「Ⓒのうち標準税率超過調定額」には、現年課税分について市町村の条例で定める税率がそれぞれ地方税法に

規定する標準税率を超えている場合に、当該市町村の条例で定める税率による場合と標準税率による場合との差

額を計上する。この場合の算式を例示すると、次のとおりである。 

(1) 法人関係税 

法人関係税の「Ⓒのうち標準税率超過調定額」については、令和５年４月６日付総財交第３１号「令和５年

度普通交付税及び地方特例交付金の額の算定に用いる基礎数値等について」（総務省自治財政局交付税課長名

照会）のうち「（収入関係）第４市町村民税法人税割の調定額等に関する調」における「標準税率超過相当分」

の算出要領に準じて算定する。 

(2) (1)以外の税 

現年課税分調定済額×              ＝標準税率超過調定額 

 

なお、              については、小数点第４位を四捨五入し、小数点第３位まで求める。 

 

※ 入湯税の税率は地方税法上「150円を標準とする」と規定されているが、市町村の条例で 150円を超える

税率を定めている場合は、上記算式に準じて標準税率超過調整額として計上すること。 

当該市町村の税率－標準税率 

当該市町村の税率 

当該市町村の税率－標準税率 

当該市町村の税率 
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７ 「(ｱ)純固定資産税」の「(ⅰ)土地」、「(ⅱ)家屋」及び「(ⅲ)償却資産」のそれぞれについて「Ⓒのうち標準税率

超過調定額」を区分できないときは、これらの「調定済額現年課税分Ⓐ」の割合で按分して計上する。 

８ 「○C のうち徴収猶予に係る調定済額」には、「調定済額」の「合計○C 」のうち特別土地保有税については地方税

法第６０１～第６０３条の２の２及び地方税法附則第３１条の３の２から第３１条の３の４の規定により、また、

市街化区域農地に対する固定資産税及び都市計画税については地方税法附則第２９条の５第７項及び第８項の

規定により徴収猶予となっている調定済額を計上する。 

なお、他の税目における徴収猶予に係る調定済額は、計上する必要がない。 

９ 「Ⓖのうち標準税率超過収入済額○H 」には、「Ⓒのうち標準税率超過調定額○D 」に税目ごとの徴収率（   ×

１００％）を乗じた額を計上する。 

１０ 「(3)都市計画税」は、土地及び家屋に区分して計上する。 

１１ 「三旧法による税」は、調査対象年度において地方税法上廃止されている税目をいい、日本郵政公社有資産所

在市町村納付金等を計上する。したがって、例えば、当該市町村において条例上廃止されている法定外普通税は、

地方税法上法定外普通税が廃止されているわけではないので「２法定外普通税」として取扱うこととなる。 

１２ 「参考」には、令和ｎ年度における不納欠損額についてそれぞれ計上する。 

 

 歳出内訳及び財源内訳（０７表～１３表）  

この表は、目的別歳出及び性質別歳出決算の各項目ごとのクロス分析と、これに対する財源充当について調査す

るものである。 

 １ 目的別歳出内訳  

目的別歳出の内訳は、総務省令の定める区分に原則として準じている。したがって、市町村において予算執行の

便宜上これに準じていない場合には、本調査の目的別に分別して計上すること。 

(1) 「二総務費１総務管理費」には、一般管理的経費を始め、教育費に係る職員以外の職員の退職金（退職手当

及び退職手当組合負担金）並びに恩給及び退職年金、財政及び会計管理経費、財政調整基金積立金、減債基金

積立金、地域開発等の企画経費、支所及び出張所の経費、人事（公平）委員会に係る経費のほか、本庁舎及び

公会堂、市民会館等他の項に計上されない施設の維持管理経費（建設経費も含む。）、前年度に過誤納となった

税の還付金並びに普通財産管理のための経費を計上する。その他の財産取得費はそれぞれの目的に応じた款、

項に分別計上する。 

なお、企画課等で公害対策、交通安全対策等の事務を行っている場合でも、それぞれ目的別に分別計上する。 

(2) 「３戸籍・住民基本台帳費」には、戸籍住民基本台帳関係職員の人件費及び住居表示に関する法律に基づい

て行う住居表示の整理に要する経費を含めて計上する。 

(3) 「５統計調査費」には、統計関係職員の人件費のほか、指定統計及び一般的な資料とする目的で行われる統

計、調査に要する経費を計上する。したがって、特定の事業の執行を前提として行われる統計、調査に要する

経費は、それぞれ事業目的の款、項に計上する。 

(4) 「三民生費１社会福祉費」には、社会福祉関係職員の人件費を始め、人権教育同和対策費（それぞれの目的

別に分別できるものは、それぞれの目的別区分に計上する。）、並びに身体障害者、知的障害者等の援護関係経

費、障害者総合支援法に基づいて支出する経費、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基

づく業務に要する経費、売春防止法に基づく要保護女子対策に要する経費のほか、新生活運動費のような普遍

的な社会福祉事務に要する経費を計上する。なお、国民健康保険事業会計のうち事業勘定及び交通災害共済事

業会計への繰出金又は貸付金等（負担金、補助金、出資金、貸付金等をいう。以下同じ。）を含める。 

  ○E   

○A  
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(5) 「２老人福祉費」には、老人福祉関係職員の人件費を始め、老人福祉法に基づいて行う老人福祉行政に要す

る経費及び老人ホーム等老人福祉施設に係る経費を計上する。なお、介護保険事業会計及び後期高齢者医療事

業会計への繰出金等を含める。 

(6) 「四衛生費１保健衛生費」には、他の項に計上されない保健衛生関係職員の人件費を始め保健衛生、精神衛

生、母子衛生、成人病対策に要する経費、伝染病の予防関係経費、食品衛生、公害対策等の環境衛生のために

要する経費、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療事業以外の事業に要する経費等、その他法令等の

規定に基づいて行う衛生行政に要する経費を計上する。なお、国民健康保険事業会計のうち直診勘定、病院事

業会計、と畜場事業会計、上水道、簡易水道事業会計、下水道事業のうち特定地域生活排水処理事業会計及び

個別排水処理事業会計への繰出金又は貸付金等を含める。 

(7) 「２結核対策費」には、結核関係の人件費を始め、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第５３条の２に基づいて行う健康診断、予防接種、医療の普及等に要する結核関係経費を計上する。 

(8) 「３保健所費」には、保健所職員の人件費、保健所の施設整備費、運営費、研究費等を計上する。 

(9) 「五労働費１失業対策費」には、失業対策関係職員の人件費を始め、旧失業対策事業従事者暫定就労事業に

要する経費、補助事業に係る失業対策事業費と単独の失業対策事業費のほか、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業

従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業費及び特定地域開発就労事業費を含めて計上する。 

(10) 「２労働諸費」には、失業対策事業以外の労働者金融対策、内職あっ旋、雇用促進等労働関係経費（人件

費を含む。）を計上する。 

(11) 「六農林水産業費１農業費」には、農業委員会に要する経費（委員の報酬、委員会書記の人件費を含む。）

及び農業関係職員の人件費を始め、農業、園芸振興経費等を計上する。なお、農業共済事業会計への繰出金又

は貸付金等を含める。 

(12) 「２畜産業費」には、家畜飼育奨励、種畜対策、畜産関係組合指導、共同施設助成、種畜場等に要する畜

産関係経費（人件費を含む。）を計上する。 

(13) 「３農地費」には、地籍調査、土地改良、土壌改良、水利施設管理等農地関係経費（人件費を含む。）、農

林漁業用揮発油税財源身替り事業としての農道整備に要する経費（農免林道、農免漁港関連道はそれぞれ林業

費、水産業費に計上する。）を計上する。なお、下水道事業会計への繰出金で、農業集落排水事業、簡易排水

事業及び小規模集落排水処理事業に係るものを計上する。ただし、小規模集合排水処理事業に係るもののう

ち、「４林業費」、「５水産業費」及び「八土木費 ５都市計画費 (3)下水道費」に含まれるものは、それぞれの

区分に計上する。また、農地、農業用施設の災害復旧に要する経費は「
十

一災害復旧費１農林水産施設」に計上す

る。 

(14) 「４林業費」には、林業関係職員の人件費を始め、林業組合指導、林業金融対策、林産物振興、病虫害対

策、治山、林道、造林事業等に要する経費を計上する。なお、従来の基本財産に相当する山林等の造林に要し

た経費で、それが財産保全だけの目的で行われたものも「４林業費」に含めて計上する。また、下水道事業会

計への繰出金等で、林業集落排水事業に係るものを計上する。 

(15) 「七商工費」には、商工観光関係職員の人件費を始め、工業団地造成事業、企業誘致等に要する経費のほ

か、消費者行政、中小企業、鉱工業、物産あっ旋、卸売市場、自然公園関係経費及び観光宣伝に要する経費等

を計上する。 

なお、工業用水道事業会計、市場事業会計、観光施設事業会計（観光施設としての駐車場事業会計を含む。）、

工業用地造成事業会計への繰出金又は貸付金等を含める。 

(16) 「八土木費１土木管理費」には、土木管理関係の人件費、土木共通経費（土木機械の集中管理経費、自動
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車保険料等）を計上する。 

なお、開発公社等への出資金、貸付金等で、それぞれの項目に分別できない経費、土地開発基金への繰出金

等を含める。 

(17) 「２道路橋りょう費」には、道路橋りょう関係の人件費を始め、道路橋りょうの新設改良・維持補修、そ

の他管理及び調査計画に要する経費並びにトンネル、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってそ

の効用を全うする施設に要する経費を計上する。 

(18) 「３河川費」には、河川海岸関係の人件費を始め、河川、ダム等の維持管理、調査に要する経費、堤防、

護岸等の新設、改良補修、局部改良等の改修工事費、海岸保全施設の建設（農林水産省所轄の農地に係る海岸

保全は「六農林水産業費３農地費」へ、漁港区域内の海岸保全は「六農林水産業費５水産業費」へ、港湾区域

内の海岸保全は「八土木費４港湾費」へそれぞれ計上する。）、管理に要する経費並びに砂防法に基づく砂防事

業及び地すべり等防止法に基づく地すべり防止事業に要する経費を計上する。 

(19) 「４港湾費」には、港湾関係職員の人件費を始め、特定重要港湾、重要港湾及び地方港湾に係る建設事業、

改良事業及び維持管理並びに調査に要する経費を計上する。なお、公営企業会計として取り扱うこととされて

いる港湾整備事業（埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を

使用させる事業に限る。）に要した経費は計上しない。ただし、港湾整備事業会計への繰出金又は貸付金等を

含める。 

(20) 「５都市計画費」は、「(1)街路費」、「(2)公園費」、「(3)下水道費」及び「(4)区画整理費等」に分けて入力

する。ただし、審議会の経費等でこの区分によりがたい場合は、「(4)区画整理費等」に含める。 

ア 「(1)街路費」には、街路の新設、改良、舗装等街路事業に要する経費を計上する。 

イ 「(2)公園費」には、都市公園法第２条第１項の規定により地方公共団体が設置している都市公園の整備運

営に要する経費のほか、地方自治法第２４４条の２に定める公の施設として地方公共団体が条例で定めた施

設で公園としての実態を備え、一般の利用に供しているものがある場合は、これに要する経費も含めて計上

する。なお、公園に係る人件費はここに計上する。 

ウ 「(3)下水道費」には、下水道法第２条に定める公共下水道事業（終末処理場及び排水施設）、都市下水路

事業及び流域下水道事業に要する経費を計上する。 

エ 「(4)区画整理費等」には、土地区画整理法に基づいて行う区画整理、改造事業及び事業助成費並びに都市

計画関係職員の人件費（公園費に計上した人件費を除く。）を計上する。 

なお、都市施設としての駐車場事業会計への繰出しもここに含めて計上する。 

(21) 「６住宅費」には、住宅関係職員の人件費のほか、住宅建設用地の取得、整備及び管理のための経費を計上

する。なお、住宅用地造成事業会計への繰出金又は貸付金等を含める。 

(22) 「九消防費」には、消防職員に係る人件費（「二総務費１総務管理費」に計上された退職金並びに恩給及び

退職年金費を除く。）をはじめ、消防庁舎建設等の消防、防災及び水防等に要する経費を計上する。なお、上

水道事業会計、工業用水道事業会計への負担区分による負担金を含める。 

(23) 「十教育費１教育総務費」には、教育委員会及び事務局に要する経費（人件費を含む。）を始め、教職員の

退職金（退職手当及び退職手当組合負担金）並びに恩給及び退職年金費、育英事業、私学振興の経費及び各種

学校並びに専修学校（洋裁、生花等の学校）に係る経費（それぞれ人件費を含む。）を計上する。 

(24) 「５特別支援学校費」には、学校教育法第１条に定める学校のうち、特別支援学校に係る経費（人件費を含

む。）を計上する。 

(25) 「８保健体育費」は、「体育施設費等」及び「学校給食費」に分けて記入するが、幼稚園、小学校、中学校、
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高等学校の学校保健体育費（学校給食費を除く。）はそれぞれに分別計上する。 

ア 「体育施設費等」には、市民体育大会、体育振興の経費及び市民グランド等の建設、運営に要する経費を

計上する。なお、国体に要する経費もここに計上するが、国体に関連した新設改良工事等はそれぞれの目的

に分別して計上する。 

イ 「学校給食費」には、義務教育諸学校及び夜間課程を置く高等学校の給食に係る経費（調理員の人件費を

含む。）を含めて計上する。 

(26) 「９大学費」には、大学（公立大学法人を含む。）及び高等専門学校に係る経費（人件費を含む。）を計上す

る。なお、大学に附属して設置する附属幼稚園、附属小学校、附属中学校に係る経費（人件費を含む。）は、

大学と区分してそれぞれ幼稚園費、小学校費、中学校費に計上する。 

(27) 「
十

一災害復旧費１農林水産施設」には、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律により、

「(1)農地、(2)農業用施設、(3)林業用施設、(4)漁業用施設、(5)その他」の災害復旧に要する経費をそれぞれに区

分して計上する。ただし、災害に係る融資はそれぞれの事業目的の款、項に計上する（公共土木施設、その他の災

害復旧費についても同じ。）。 

(28) 「２公共土木施設」には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法により「(1)河川、(2)海岸、(3)道路、

(4)港湾、(5)漁港、(6)下水道、(7)公園、(8)その他」の公共土木施設の災害復旧に要する経費をそれぞれに

区分して計上する。 

(29) 「３その他」には、農林水産施設、公共土木施設を除く「(1)公立学校、(2)公営住宅、(3)社会福祉施設、

(4)その他」の公用、公共用施設に係る災害復旧費をそれぞれに区分して計上する。なお、鉱害復旧費を含め

る。 

(30) 「
十

二公債費」には、元利償還金（都道府県からの貸付金の返還金及びその利子を含む。）、一時借入金利子、

公募債等の発行差額及び公債関係の事務費（発行手数料、消耗品等に要する経費を含め、公債事務関係職員の

人件費及び備品購入費等は「二総務費、１総務管理費」に計上し、ここには含めない。）を計上する。なお、

既に借り入れた地方債の起債条件の変更による借換債は普通会計決算額には含めない。 

また、満期一括償還地方債の償還財源に充てるための減債基金（以下「満括基金」という。）に積み立てた

額は「公債費」として計上し、２９表には計上しない。 

(31) 「
十

三諸支出金１普通財産取得費」には、直接の事業目的を有しない普通財産の取得に要する経費のみ計上す

る。 

(32) 「２公営企業費」には、交通事業、ガス事業、電気事業（ごみ発電を含む。）及び収益事業会計（宝くじを

含む。）のみへの繰出金又は貸付金等を計上する。 

(33) 「３市町村たばこ税都道府県交付金」については、地方税法第４８５条の１３による都道府県に対する交付

額を計上する。 

(34) 普通会計に係る一部事務組合に対する負担金等は、それぞれの行政目的に応じた款、項に分別計上する。 

(35) 公営事業会計（一部事務組合を含む。）への繰出金又は貸付金等の計上科目をまとめると次のとおりである。 
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公 営 事 業 会 計 名 款 項 

上 水 道 事 業 
衛 生 費 保 健 衛 生 費 

消 防 費 ─ 

工 業 用 水 道 事 業 
商 工 費 ─ 

消 防 費 ─ 

交 通 事 業 諸 支 出 金 公 営 企 業 費 

電 気 事 業 諸 支 出 金 公 営 企 業 費 

ガ ス 事 業 諸 支 出 金 公 営 企 業 費 

簡 易 水 道 事 業 衛 生 費 保 健 衛 生 費 

港 湾 整 備 事 業 土 木 費 港 湾 費 

病 院 事 業 衛 生 費 保 健 衛 生 費 

市 場 事 業 商 工 費 ─ 

と 畜 場 事 業 衛 生 費 保 健 衛 生 費 

観 光 施 設 事 業 商 工 費 ─ 

宅 地 造 成 事 業 
土 木 費 

商 工 費 

住 宅 費 

─ 

下水道事業 

公共下水道事業（特定公

共下水道事業及び特定環

境保全公共下水道事業を

含む。）、流域下水道事業 

土 木 費 下 水 道 費 

農業集落排水事業 

簡易排水事業 
農林水産業費 農 地 費 

漁業集落排水事業 農林水産業費 水 産 業 費 

林業集落排水事業 農林水産業費 林 業 費 

特定地域生活排水処理事業 

個別排水処理事業 
衛 生 費 保 健 衛 生 費 

駐車場整備事業（観光目的部分を除く。） 土 木 費 区 画 整 理 費 等 

国 民 健 康 

保 険 事 業 

事 業 勘 定 民 生 費 社 会 福 祉 費 

直 診 勘 定 衛 生 費 保 健 衛 生 費 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 民 生 費 老 人 福 祉 費 

介 護 保 険 事 業 民 生 費 老 人 福 祉 費 

農 業 共 済 事 業 農林水産業費 農 業 費 

収 益 事 業 （ 宝 く じ を 含 む 。） 諸 支 出 金 公 営 企 業 費 

交 通 災 害 共 済 事 業 民 生 費 社 会 福 祉 費 

 

 ２ 性質別歳出内訳  

０７表～１３表には、各目的別歳出額を性質別に区分して計上する。１４表～３０表には、０７表～１３表にお

ける性質別歳出額をさらに細分類して計上する。 

歳出の性質別区分は、原則として節の区分に応じて計上するが、「三維持補修費」、「六普通建設事業費」、「七災害

復旧事業費」及び「八失業対策事業費」については、目（目の一部であっても独立の１事業である場合を含む。）の

総額を計上する。 

また、同一の節で区分されているものについてもその支出効果により分類が異なる場合がある。０７表～３０表
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における性質別歳出内訳は、次のとおりである。 

(1) 「一人件費」には、事業費支弁に係るもの（(6)の事業費を参照）を除いた一切の給与費を計上する。１５

表：人件費の内訳は次のとおりである。 

(ｱ) 「１議員報酬等」には、地方自治法第２０３条第１項及び第３項に規定する議会の議員に対する報酬及び

期末手当を計上する。なお、同条第２項に規定する職務を行うために要する費用の弁償（費用弁償）は物件

費に、同法第１００条第１４項に規定する議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費（政務活動

費）は補助費等に計上する。 

(ｲ) 「２委員等報酬」の「(1)行政委員分」には、執行機関としての委員会の委員又は非常勤の監査委員に対

する報酬を計上する。 

 「(2)附属機関分」には、執行機関の附属機関としての審査会、審議会、調査会等の構成員及び専門委員、

選挙長、選挙立会人に対する報酬を計上する。 

「(3)消防団員分」には、消防団員に対する報酬を計上する。 

「(4)学校医等分」には、学校医、学校歯科医、学校薬剤師に対する報酬を計上する。 

「(5)その他特別職非常勤職員」には、(1)～(4)に該当しない特別職非常勤職員に対する報酬を計上する。 

「(6)会計年度任用職員（パートタイム）」には、地方公務員法第２２条の２第１項第１号に規定する会計

年度任用職員に対する、地方自治法第２０３条の２第１項及び第４項に規定する報酬及び期末手当を計上す

る。なお、同条第３項に規定する職務を行うために要する費用の弁償（費用弁償）は物件費に計上する。 

なお、(1)～(6)について、報酬に類する研究手当、調査手当等の手当を別途支給している場合には、すべ

て報酬に含めて計上する。 

(ｳ) 「３市町村長等特別職の給与」には、市区町村長、副市区町村長、教育長、常勤の人事委員会の委員及び

監査委員並びに常勤の固定資産評価員の給与を計上する。 

(ｴ) 「４任期の定めのない常勤職員」「５任期付職員」「６再任用職員」の「(ｱ)給料」には、給料の調整額及

び教職調整額を含めて計上し、「(2)その他の手当」には、地方自治法第２０４条第２項に規定する各種手当

のうち、扶養手当、地域手当及び退職手当を除いたものをそれぞれの区分にしたがって計上する。 

任期付短時間勤務職員又は再任用短時間勤務職員の給料等については、それぞれ「５任期付職員」又は

「６再任用職員」に計上する。「(ｺ)期末手当」には、期末特別手当を含めて計上する。 

「(ﾂ)その他手当」には、(ｱ)～(ﾁ)に該当しないその他の手当を計上する。なお、育児休業給は「１３そ

の他」に計上する。 

臨時的任用職員の給料等については、その任用の区分に応じて「４任期の定めのない常勤職員」「５任期

付職員」「６再任用職員」に計上する。（例えば、任期の定めのない常勤職員の欠員に対し任用された臨時的

任用職員については、「４任期の定めのない常勤職員」の区分に計上する。） 

(ｵ) 「７会計年度任用職員（フルタイム）」には、地方公務員法第２２条の２第１項第２号に規定する会計年

度任用職員に対する給料等を計上する。 

   なお、技能労務職員の会計年度任用職員について、地方公営企業法第３８条の規定により給料及び手当を

支給した場合は、フルタイムの職又はパートタイムの職にかかわらず、ここに計上すること。 

(ｶ) 「再掲」の「２(6)会計年度任用職員(パートタイム)」及び「７会計年度任用職員(フルタイム)」につい

ては、義務教育関係職員（義務教育費国庫負担法第２条に掲げる職員のうち、この法律に基づきその給与の

一部が国庫により負担されている者いわゆる枠内職員）とその他の職員に区分して再掲すること。 

(ｷ) 「８地方公務員共済組合等負担金」には、地方公務員等共済組合法による都職員共済組合（東京都の特別
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区のみ。）、指定都市職員共済組合、都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び地方議会議員共済会（連合

会を含む。）に対する短期給付、長期給付、福祉事業及び組合の事務に要する費用の負担金並びに団体が負

担すべき新制度切替えのための追加費用について計上する。また、健康保険法による健康保険組合が組織さ

れている団体にあっては、事業者負担金を計上する。なお、事務費負担分は、目的別には総務管理費に一括

計上する。「再掲」の「８地方公務員共済組合等負担金」については、会計年度任用職員分（フルタイムの

職及びパートタイムの職）とその他の職員に区分して再掲すること。 

(ｸ) 「９退職金」の「(ｳ)職員」には、任期の定めのない常勤職員及び任期付職員に係る退職手当を計上する。 

(ｹ) 「１０恩給及び退職年金」には、旧制度による恩給及び退職年金を計上する。 

(ｺ) 「１１災害補償費」の「(1)地方公務員災害補償基金負担金」には、地方公務員災害補償基金に対する負

担金を計上する。 

「(2)その他」には、次の経費を計上する。 

(ⅰ) 地方公務員災害補償法施行前における同法第２条に規定する職員の公務上の災害に係る補償費 

(ⅱ) 同法施行後において同法第２条に規定する職員の公務上の災害に対して別途支給した補償費 

(ⅲ) 同法施行後、同法第６９条第１項に規定する職員（議会の議員、その他の非常勤の職員）の公務上の災

害に係る補償費 

なお、これら職員の公務災害補償に係る一部事務組合への負担金は「五補助費等」（０７表～１３表

では「４一部事務組合に対するもの」）に計上する。 

(ｻ) 「１２職員互助会補助金」には、地方公共団体の職員の相互共済及び福利増進のために当該団体の職員を

その会員として結成されている互助会等に対し負担している補助金等をすべて計上する。ただし、職員互助

会の事務費に対する補助金等はここに含めず、「五補助費等５その他に対するもの」に計上する。 

(ｼ) 「１３その他」には、地方公務員等共済組合法の対象とならない職員に係る社会保険料、育児休業給等を

計上する。また、消防団員等公務災害補償等共済基金に対する掛金については、当該基金に直接支出してい

る場合はここに含め、公務災害補償組合等一部事務組合を通じて支出している場合は「五補助費等」（０７

～１３表では、「４一部事務組合に対するもの」）に計上する。 

(2) 「二物件費」には、維持補修費、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費に係る物件費を除く

その他の経費の物件費を計上する。 

(3) 「三維持補修費」には、施設の効用を維持するため支出された経費の目（目の一部であっても目に準ずるも

のを含む。）の決算額を計上する。ただし、この目に含まれている人件費は、「一人件費」に移し替える。 

施設の効用を維持するために必要となる点検、補修、修繕（点検、補修、修繕を行った後の効用が当初の効

用を上回らないもの）は「六普通建設事業」と区別して、適正に「三維持補修費」に計上する（施設の増改築

等形状ないし構造そのものを改良した経費は、「六普通建設事業費」に、物件費により取得された物件（例えば、

自転車、コピー機器、机等）及び自動車の修繕料は物件費に計上する。）。 

なお、庁舎等の建築物の維持補修費について目が設置されていない場合にあっても、当該建築物の補修に要

した経費のうち人件費を除いた全ての経費を維持補修費として計上する。 

また、除排雪経費は、建設業者等への委託による場合も含め、施設等の効用を維持するために要した経費と

して維持補修費に計上する。 

(4) 「四扶助費」には、その団体から現金又は物品の別を問わず、被扶助者に対して支給されたものの決算額を

計上する。 

(ｱ) 扶助費には、生活保護法に基づく生活扶助、教育扶助、医療扶助、住宅扶助等を始めとして、児童福祉法、
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老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法、就学困難な児童及び生徒に係る就

学奨励についての国の援助に関する法律等に基づくもののほか、地方団体単独の施策として行うものも含

める。 

(ｲ) 児童福祉法による措置児童について、他の市町村（一部事務組合を含む。）に委託したものは、「五補助費

等」「３同級他団体に対するもの」（一部事務組合に対するものは「４一部事務組合に対するもの」）、（１９

表「(1)補助費等の状況」では、「１負担金、寄附金」）に計上し、民間施設に対する場合は、「四扶助費」に

計上する。 

(ｳ) 児童手当については、「三民生費」、「３児童福祉費」の「四扶助費」に計上する。ただし、事業費支弁の

ものについては、普通建設事業費等に含めて計上する。 

(ｴ) 災害救助費については、次により分別して計上する。 

（ⅰ） 災害救助法適用災害で、その経費が都道府県と市町村の間で精算が完了せずに繰替支弁されたものは、「五

補助費等」「５その他に対するもの」（１９表「(1)補助費等の状況」では、「４その他」）に計上する。 

(ⅱ) 災害救助法適用災害での補助対象外の見舞金品及び災害救助法の適用を受けない災害で、市町村が単

独で被災者に給付した見舞金品については「四扶助費」に計上する。 

(ⅲ) 災害救助法の適用を受けない災害による災害救助費のうち、前記(ⅱ)以外の経費については、人件費

は「一人件費」に、事務費は「二物件費」の各項目に、それぞれ分別して計上する。 

(5) 「五補助費等」 

(ｱ) 「１国に対するもの」には、国庫支出金の返還金、自動車重量税等を計上する。 

(ｲ) 「２都道府県に対するもの」、「３同級他団体に対するもの」には、都道府県及び同級他団体に対する補助

費等を計上し、公営事業に対する補助費等は「５その他に対するもの」に計上する。 

なお、選挙公営とされている選挙運動用通常葉書の郵送の無料化、選挙運動用自動車の使用の公営、選挙

運動用ポスター作成の公営に係るものについては、「５その他に対するもの」に、都道府県を経由して支払

われる国直轄事業負担金については「２都道府県に対するもの」に計上する。 

(ｳ) 「４一部事務組合に対するもの」には、退職手当組合負担金を除く一部事務組合に対する負担金をそれぞ

れ行政目的に応じた款、項にそれぞれ分別計上し、公営事業に係る一部事務組合に対する負担金は、これに

含めない。ただし、一部事務組合における他の一部事務組合に対する補助費等については「３同級他団体に

対するもの」に計上する。 

なお、一部事務組合負担金のうち「建設費負担金」であっても建設事業費には計上せず、一括して補助費

等（一部事務組合に対するもの）に計上する。 

(ｴ) 当該市町村が直接には実施しないが、その最終使途が資本形成のための支出である場合には補助費等で

なく、各事業費に計上する（一部事務組合負担金及び公営事業会計に対する負担金、補助金を除く。）。ただ

し、(ｲ)の国直轄事業負担金においてはこの限りではない。 

(ｵ) 出納閉鎖後における歳入の誤納又は過納となった金額の払戻しに係るものについては、「五補助費等」の

各項目（１９表「(1)補助費等の状況」では、「４その他」）に計上し、その他の過年度に属する支出（例え

ば、支払繰延になっている人件費等）については、それぞれの性質別分類（目的別にそれぞれ行政目的に応

じた款、項）により計上する。 

(ｶ) 法適用の公営事業会計（一部事務組合を含む。）に対する負担金及び補助金は、「５その他に対するもの」

（１９表「(1)補助費等の状況」では「４その他」）に計上する。 

なお、地方公営企業法第１７条の２の規定に基づき普通会計において負担する経費（負担金）については、
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物件費等で支出されているものについても「五補助費等」に含める。 

(ｷ) 火災保険及び自動車損害保険等の保険料は、「５その他に対するもの」（「１９表(1)補助費等の状況」では、

「４その他」）に計上する。 

(6) 「六普通建設事業費」、「七災害復旧事業費」及び「八失業対策事業費」には、各款の事業費に該当する目（目

の一部であっても、独立の１事業である場合も含む。）の合算額を計上する。したがって、目を一括して計上

するものであるから、当然に事業に伴う人件費（常時勤務を要する職員及び常傭的非常勤職員に係るものを含

む。）及び事業雑費も含まれる。 

また、当該市町村が直接には実施しないが、その最終使途が資本形成のための支出である場合には、補助費

等に含めず各事業費に計上する（一部事務組合負担金及び公営事業会計に対する負担金、補助金を除く。）。 

なお、都道府県を経由して支払われる国直轄事業負担金については「五補助費等」「２都道府県に対するも

の」に計上する。 

(ｱ) 「１補助事業費」には、直接又は間接に国庫からの補助を受けて施行する事業費を計上し、都道府県の単

独の補助を受けて行う事業費は含めない。なお、社会資本整備総合交付金によって実施した事業等について

は補助事業に区分する。 

また、補助基準となった単価・面積等を上回る部分に係る事業費は、補助事業費に含めないでその団体の

単独事業として取扱う。 

(ｲ) 「２単独事業費」には、市町村が単独で行うもの及び都道府県の単独の補助を受けて実施した事業費を計

上する。 

なお、交通安全対策特別交付金、電源立地地域対策交付金及び特定防衛施設周辺整備調整交付金によって

実施した事業については単独事業に、石油貯蔵施設立地対策等交付金によって実施した事業については原

則として単独事業に区分する。 

(ｳ) 「３国直轄事業負担金」には、地方財政法第１７条の２の規定に基づく負担金のみを計上し、都道府県を

経由して支払われる負担金を除く。 

(ｴ) 「４県営事業負担金」には、都道府県が行う事業に対する負担金及び都道府県に委託する場合の委託費を

計上する。 

(ｵ) 「５同級他団体施行事業負担金」には、市町村相互間で他団体の事業に対して事業を委託した場合の委託

費、同級他団体の施行する事業に対する負担金を計上する。 

(ｶ) 「６受託事業費」には、国、都道府県、市町村、一部事務組合、地方公営企業又は民間からの受託事業に

係る経費を計上する。この場合において、国からの受託に係る経費又は補助事業の受託に係る経費は「(1)

補助事業費」に、その他は「(2)単独事業費」に計上する。なお、水資源開発公団等の国の公社、公団から

の委託に係る建設事業費（受託事業費）は、「(2)単独事業費」に計上する。 

(ｷ) 「七災害復旧事業費」には、目的別区分における「
十

一災害復旧費」の合計額から国庫（都道府県）支出金

の返還金を控除した額を計上し、災害関連事業費は普通建設事業費等に計上する。 

(ｸ) １５表：人件費の内訳の「事業費支弁に係る職員の人件費」の補助事業費及び単独事業費には、受託事業

費に係るものも含めて計上する。 

(ｹ) 災害復旧事業費において、補助事業に係る施越事業については、「１補助事業費」に含める。 

(ｺ) 失業対策事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業費従事者暫定就労事業、産炭地域開発就労対策事業費及

び特定地域開発就労事業費は、目的別には「五労働費」、「１失業対策費」に一括計上する。 

(ｻ) 「八失業対策事業費」の「２単独事業費」には、夏期・年末手当について補助基本額を超えて市町村が負
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担した額及び市町村が独自で行う事業費を計上する（目的別には「五労働費」「１失業対策費」に一括計上

する。）。 

(ｼ) 炭鉱離職者対策協議会設置費に係るものは事業費に含めず、物件費に移し替える。 

(7) 「九公債費」には、地方債の元利償還金（都道府県からの貸付金の返還金及びその利子を含む。）及び一時

借入金利子について計上する。また、公債諸費（発行手数料、消耗品等に要する経費）は目的別「
十

二公債費」

の物件費に計上する（公債事務関係職員の人件費及び備品購入費等は「二総務費、１総務管理費」に計上し、

ここには含めない。）。 

(ｱ) 額面より低い価格で発行された公募債等に係る差額は元利償還金（利子）に含めて計上する。 

(ｲ) 額面より高い価格で発行された公募債等に係る差額は元利償還金（利子）から控除する。 

(ｳ) 満括基金への積立て額の取扱いは、目的別歳出の内訳「
十

二公債費」の場合と同様とする。 

(8) 「十積立金」には、地方自治法第２４１条に規定する基金のうち、資金の積立てを目的とするものに対する

積立金についてそれぞれ目的別に計上する。なお、同法第２３３条の２のただし書による歳計剰余金の処分に

よるものは含めない。   

また、「定額の資金を運用するための基金」に対する支出は、「
十

三繰出金」に計上する。 

(9) 「
十

一投資及び出資金」には、節の投資及び出資金を計上する。したがって、財団法人の寄附行為に係る出え

ん金もここに含める。また、法適用の公営事業会計（一部事務組合を含む。）に対する出資金もここに含まれ

る。 

(10) 「
十

二貸付金」には法適用の公営事業会計（一部事務組合を含む。）に対する貸付金を含めて計上する。 

(11) 「
十

三繰出金」には、それぞれ行政目的に応じた款、項にそれぞれ分別計上する。なお、法非適用の公営事   

業会計に係る一部事務組合への負担金は０７表～１３表においては「五補助費等、４一部事務組合に対するも

の」に計上せず繰出金扱いとし、また、定額の資金を運用するための基金並びに財産区に対する支出も含まれ

る。後期高齢者医療広域連合特別会計への負担金についても、同様の取扱いとする。 

ただし、土地開発基金で取得した土地を普通会計において購入する場合の支出は「六普通建設事業費」に

計上する。 

(12) 「投資的経費」とは、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費の合計額をいう。 

(13) 性質別歳出の項目と節との関係は、おおむね次のとおりである。 

 

 

 

 

 



 

 

－29－ 

 

歳  出  項  目歳  出  

項  目 
節    区    分 

一 人 件 費  

事業費支弁職員分を除く。  

１ 議員報酬等 ① 報酬 ③ 職員手当等（ただし、議員の期末手当相当分） 

２ 委員等報酬 ① 報酬 

③ 職員手当等（ただし、会計年度任用職員（パートタイム）の期末

手当相当分） 

３ 市町村長等特別職の給与 ② 給料 ③ 職員手当等 

４ 任期の定めのない常勤職員 ② 給料 ③ 職員手当等 

５ 任期付職員 ② 給料 ③ 職員手当等 

６ 再任用職員 ② 給料 ③ 職員手当等 

７ 会計年度任用職員 

(フルタイム) 

② 給料 ③ 職員手当等 

８ 地方公務員共済組合等負担金 ④ 共済費（地方公務員共済組合等に対する負担金） 

９ 退職金（細目省略） ③ 職員手当等（退職手当及び退職手当組合に対する負担金） 

10 恩給及び退職年金 ⑥ 恩給及び退職年金 

11 災害補償費  

① 地方公務員災害補償基金負担金 ④ 共済費（地方公務員災害補償基金に対する負担金） 

② その他 ⑤ 災害補償費 

12 職員互助会補助金 ④ 共済費 ⑱ 負担金、補助及び交付金 

13 そ の 他 ④ 共済費（報酬及び給料に係る社会保険料に限る。） 

 ⑱ 負担金、補助及び交付金 

二 物 件 費  

維持補修費、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費に係るもの以外で、次に掲げるもの 

１ 旅     費 ⑧ 旅費 

２ 交  際  費 ⑨ 交際費 

３ 需  用  費 ⑩ 需用費（ただし、家屋等の修繕で維持補修費に計上されるもの

を除く。） 

４ 役  務  費 ⑪ 役務費（ただし、火災保険料及び自動車損害保険料等の保険料

を除く。） 

５ 備 品 購 入 費 ⑰ 備品購入費（ただし、１件百万円以上の機械器具等の購入費を

除く。） 

６ 委  託  料 ⑫ 委託料（映画製作委託料、交通量調査委託料、健康診断等反対給

付のあるもので補助金的性格でないもの。） 

７ そ  の  他 ④ 共済費（ただし、人件費に計上されるものを除く。） 

 ⑦ 報償費（買上金に限る。） ⑬ 使用料及び賃借料 

三 維持補修費 ⑮ 原材料費（ただし、事業費に計上されるものを除く。） 

 目（目の一部であっても目に準ずるものを含む。）による。 

 ただし、人件費、事業費及び物件費に計上されるものを除く。 

四 扶 助 費 ⑲ 扶助費（これに準ずるものを含む。） 
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 ３ 財源内訳  

(1) 目的別歳出の各項目における性質別歳出決算額に対して充当する特定財源は、当該年度の経費に対応する

「国庫支出金」、「都道府県支出金」、「使用料、手数料」、「分担金、負担金、寄附金（一部事務組合における「市

町村分賦金」は一般財源等扱いとする。）」、「財産収入」、「繰入金」、「諸収入」、「繰越金」及び「地方債（市場

公募債等については額面金額により各経費に充当する。）」を計上する。したがって「一般財源等」として充当

される財源は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施

設等所在市町村助成交付金、特別区財政調整交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

分離課税所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交

付金、軽油引取税交付金、自動車税環境性能割交付金及び法人事業税交付金などのいわゆる一般財源のほか、

次の財源で一般財源と同様に使用される財源の合計額が計上される。 

(ｱ) 国庫支出金、都道府県支出金 

首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律又は旧

産炭地域振興臨時措置法に基づく高率補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、駐留軍等の再編の円滑な

実施に関する特別措置法に基づく再編交付金、電源立地地域対策交付金、石油貯蔵施設立地対策等交付金、

災害復旧事業の施越事業に係るもの、伝染病対策に係る補助金等で過年度分の精算に係る額。ただし、生活

保護費国庫負担金のように、毎年度同じように繰り返し精算されるものは除く。 

五 補助費等（細目省略） ⑦ 報償費（報償金及び賞賜金） 

⑪ 役務費（火災保険及び自動車損害保険等の保険料に限る。） 

⑫ 委託料（ただし、物件費に計上されるものを除く。）⑱ 負担金、

補助及び交付金（ただし、人件費及び事業費に計上されるものを

除く。）  

㉑ 補償、補塡及び賠償金（ただし、事業費に計上されるもの及び

繰上充用金を除く。） 

㉒ 償還金、利子及び割引料（ただし、公債費に計上されるものを

除く。） 

㉕ 寄附金 

㉖ 公課費 

歳  出  項  目 節    区    分 

 

六 普通建設事業費 

七 災害復旧事業費 

八 失業対策事業費 

目（目の一部であっても独立の１事業である場合を含む。）によ

る。なお、人件費（事業費支弁職員分のみ）、事務費、 ⑯ 公有

財産購入費、 ⑰ 備品購入費（１件百万円以上の機械器具等の

購入費）及び⑱ 負担金、補助及び交付金（当該市町村が直接に

は実施しないが、その最終使途が資本形成のための支出であるも

の。ただし、一部事務組合負担金を除く。）を含める 

九 公  債  費 ㉒ 償還金、利子及び割引料（ただし、地方債の元利償還金及び一時

借入金の利子並びに公募債等の発行差額のみ。） 

十 積  立  金 ㉔ 積立金 
十

一 投資及び出資金 ㉓ 投資及び出資金 
十

二 貸  付  金 ⑳ 貸付金 
十

三 繰  出  金 ㉗ 繰出金 
十

四 前年度繰上充用金 ㉑ 補償、補塡及び賠償金（繰上充用金のみ） 
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(ｲ) 使用料、手数料 

水利権又は無体財産権の使用等に対するもの、道路占用料、河川占用料、行政財産の目的外の使用に対す

るもの及び前記以外のものでその収入が必要経費を超過する場合の超過額 

(ｳ) 寄  附  金 

寄附目的が特定されていないもの又は総称的な経費の財源となるもの 

(ｴ) 財 産 収 入 

財産の運用による収入及び財産の売払代金であって、当該財産と代替的に取得される財産等の取得に要

する経費の財源に充てられるもの以外の収入及び売却目的が具体的事業に特定されない収入 

(ｵ) 繰  入  金 

財政調整基金取崩し額、減債基金の取崩し額又はその使途目的が抽象的若しくは総称的な経費の財源と

なるもの 

(ｶ) 諸  収  入 

預金利子その他これに類するもので、その収入額が必要経費を超える額又は使途の特定されない収入額

及び収益事業収入額 

(ｷ) 繰  越  金 

継続費逓次繰越、明許繰越、事故繰越、事業繰越又は支払繰延の財源として充当すべきものを除いた純剰

余金 

(ｸ) 地  方  債 

歳入欠かん等債、減収補塡債特例分、臨時財政対策債、施越事業に係る災害復旧事業債 

(ｹ) 市町村分賦金 

一部事務組合が構成市町村から分担金負担金として徴収したもの 

(2) 特定財源の経費別充当順序は、次の方法による。 

(ｱ) 特定財源の総額が充当経費を超える場合におけるその充当順序は、国庫支出金、都道府県支出金、地方債、

分担金、負担金、寄附金、繰入金、財産収入、使用料、手数料、諸収入の順序とし、経費を超える特定財源

は「一般財源等」として「歳入振替項目」に計上する。したがって財源の△（マイナス）計上は行わない。 

(ｲ) 特定財源を性質別歳出の各項目ごとに充当するに当たり、各項目ごとに特定し難いものについては、原則

として、まず扶助費及び補助費等に充当し、なお収入に余裕がある場合は、次いで維持補修費、物件費の順

に充当する。その結果、さらに収入に余裕があるときは(1)と同様に「一般財源等」として「歳入振替項目」

に計上する。 

なお、次に掲げる収入については、当該事務に係る人件費の財源として充当する。 

(ⅰ) 独立採算的な事業（例えば、動物園及び会館）等に係る収入 

(ⅱ) 授業料、保育所使用料、住宅使用料等に係る収入 

(ⅲ) 各種検査、検診、監視手数料及び狂犬病予防手数料に係る収入 

(ⅳ) 諸収入のうち、予防接種実費徴収金に係る収入 

(ⅴ) 財産収入のうち、各種生産物売払に係る収入 

(3) 歳入の振替操作 

特定財源のうち(1)(ｱ)～(ｹ)に掲げるものは「一般財源等」として歳出各項目に充当されているので、各歳

出充当財源を歳入原項目の収入額と突き合わせるため、これらの額を「一般財源等」からそれぞれの歳入原項

目に振り替える操作を「歳入振替項目」の各欄で行う。 
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すなわち、特定財源のうち(1)(ｱ)～(ｹ)に掲げるもので「一般財源等」として扱われたもの及び(2)において

充当経費を超える額の合計額は「歳入振替項目」の額と一致する。この場合、「一般財源等」以外の歳入項目

の「歳入振替項目」欄に計上された額の合算額は「一般財源等」欄の「歳入振替項目」に負数（「△」）として

計上し、「一般財源等」の「歳入合計」はこの額を控除し、さらに歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金を控

除することによって「地方税」、「地方譲与税」、「地方特例交付金等」、「地方交付税」、「交通安全対策特別交付

金」、「国有提供施設等所在市町村助成交付金」、「特別区財政調整交付金」、「利子割交付金」、「配当割交付金」、

「株式等譲渡所得割交付金」、「分離課税所得割交付金」、「地方消費税交付金」、「ゴルフ場利用税交付金」、「特

別地方消費税交付金」、「自動車取得税交付金」、「軽油引取税交付金」、「自動車税環境性能割交付金」及び「法

人事業税交付金」の合算額と一致する。 

以上の説明を具体的に記載例で示すと３３頁のとおりである。 

「歳出合計(ｱ)」の（４０６）に対する実質的な財源構成は、同欄の国庫支出金（６３）、都道府県支出金

（２）、使用料、手数料（１２）、以下一般財源等（２１５）までである。次に、各歳入項目ごとの決算額を「歳

入合計(ｴ)」の（４６２）に計上するが、その内訳は、国庫支出金（８６）、都道府県支出金（２）、使用料、

手数料（１９）、分担金、負担金、寄附金（１６）、財産収入（１５）、繰入金(４)、諸収入（６５）、繰越金（１

０）、地方債（２６）となり、これらの特定財源の合計額と歳入合計額との差額が一般財源等として（２１９）

となる。 

この「一般財源等○e 」（２１９）は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税、交通安全対策

特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、特別区財政調整交付金、利子割交付金、配当割交付金、

株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費

税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、自動車税環境性能割交付金及び法人事業税交付金の合計

額と一致する。また、「歳入合計」（４６２）と「歳出合計」（４０６）との差額は総額で（５６）となるが、

この額が「歳計剰余金又は翌年度歳入繰上充用金（△）(ｳ)」に計上され、そのうち、既収入特定財源（３２）

を計上し、歳計剰余金（５６）との差額（２４）が「一般財源等」に計上される。つまり「一般財源等○e 」の

（２４）は純剰余金及び翌年度の繰越事業に充当する一般財源で、その差額の（３２）は明許繰越等に伴い翌

年度に繰り越すべき特定財源ということになる。 

最後に、「一般財源等」への振替えとなるべき額を「歳入振替項目(ｲ)」の各特定財源の関係項目に計上する

が、記載例により、国庫支出金（歳入合計８６－既充当６３－既収特財１６＝７）、使用料、手数料（１９－

１２－４＝３）、財産収入（１５－９－４＝２）、諸収入（６５－６２＝３）、繰越金（１０－５＝５）、合計（２

０）が「一般財源等」への振替えられた額となる。 
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（入 力 例） 

  (1)    (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

区    分 行番号 

歳出 

 

合計 

 

○a  

歳入振 

 

替項目 

 

○b  

歳計剰余金

又は翌年度

歳入繰上充

用金(△) 

○c  

歳入 

 

合計 

 

○d  

国 庫 

 

 

 

支出金 

都 道 

 

府 県 

 

支出金 

使用料 

 

 

 

手数料 

分担金 

 

負担金 

 

寄付金 

財産 

 

 

 

収入 

繰 

 

入 

 

金 

諸 

 

収 

 

入 

繰 

 

越 

 

金 

地 

 

方 

 

債 

一 般 

 

財源等 

 

○e  

一 人 件 費 010 150    14  10   4 9   113 

二 物 件 費 030 32      2    1   29 

三 維 持 補 修 費 040 6             6 

四 扶 助 費 050 14    6         8 

五 補 助 費 等 060 16    2         14 

１ 国 に 対 す る も の 070 1             1 

２ 都道府県に対するもの 080 10             10 

３ 同級他団体に対するもの 090               

４ 一部事務組合に対するもの 100 2             2 

５ その他に対するもの 110 3    2         1 

六 普 通 建 設 事 業 費 120 113    30 2  11 5  35 5 16 9 

１ 補 助 事 業 費 130 57    30 2  6 3   4 10 2 

２ 単 独 事 業 費 140 15       2 2   1 6 4 

３ 国 直 轄 事 業 負 担 金 150               

４ 県 営 事 業 負 担 金 160 6       3      3 

５ 同級他団体施行事業負担金 170               

６ 受 託 事 業 費 180 35          35    

七 災 害 復 旧 事 業 費 210 27    4   5   15  2 1 

１ 補 助 事 業 費 220 7    4   2     1  

２ 単 独 事 業 費 230 4       3     1  

３ 県 営 事 業 負 担 金 240 1             1 

４ 同級他団体施行事業負担金 250               

５ 受 託 事 業 費 260 15          15    

八 失 業 対 策 事 業 費 290 9    5         4 

１ 補 助 事 業 費 300 6    5         1 

２ 単 独 事 業 費 310 3             3 

九 公 債 費 320 19    2    4     13 

十 積 立 金 330 3             3 

十
一 投 資 及 び 出 資 金 340 3             3 

十
二 貸 付 金 350 2          2    

十
三 繰 出 金 360 4             4 

十
四 前 年 度 繰 上 充 用 金 370 8             8 

歳  出  合  計 (ｱ) 380 406    63 2 12 16 9 4 62 5 18 215 

歳 入 振 替 項 目 (ｲ) 390  0   7  3  2  3 5  △ 20 

歳計剰余金又は翌年度 

歳入繰上充用金(△) 
400   56  16  4  4    8 24 

歳 入 合 計 (ｴ) 410    462 86 2 19 16 15 4 65 10 26 219 

（注） 本表は実物より省略した部分がある。 

 

(ｳ) 
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 一般行政経費の状況（９０表）   

１ この表は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の「１目的別歳出内訳」を一般行政経費に係る単独事業費、

補助事業費に区分し調査するものである。 

２ 表頭に係る計上方法は次のとおりとする。 

(1) 「歳出合計」欄は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の決算額と一致する。 

(2) 「単独事業費」欄には、性質別歳出の各項目の単独事業費を計上し、「補助事業費」欄には、性質別歳出の

各項目の補助事業費を計上する。市町村の単独事業費と補助事業費の区分に関する基本的な考え方は以下の

とおりであり、具体的な事例については次ページの【参考】を参照されたい。 

ア 単独事業費に計上するもの 

Ａ：市町村が国庫支出金を財源とせずに行う事業の経費 

Ｂ：市町村が直接又は都道府県を通じて交付を受ける国庫支出金を財源として行う事業に対して国庫補

助対象経費を超えて支出する経費 

イ 補助事業費に計上するもの 

Ｃ：市町村が直接又は都道府県を通じて交付を受ける国庫支出金を財源として行う事業の経費 

 

なお、投資的経費以外の経費において、国民年金事務費のように、補助基準、補助率等が明確に定められ

ていない、いわゆる定額補助については、当該補助金の額を補助事業費として計上する（【参考】の事例５を

参照）。国民健康保険事業会計（事業勘定）、介護保険事業会計（保険事業勘定）及び後期高齢者医療事業会

計（保険基盤安定制度に係わるものを除く。）への法定の繰出金については、補助事業費に計上する。 

国民健康保険の保険基盤安定制度（保険料軽減分）、国保財政安定化支援事業及び後期高齢者医療制度の保

険基盤安定制度（保険料軽減分）は単独事業費に計上する。 

ただし、国民健康保険法第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項に基づくものは、補助事業

費に計上する。 

(3) 「その他 Ｎ及びＯ」欄には、Ａ～Ｍ、Ｓ及びＡ～Ｎ、Ｔに属さない項目（維持補修費、投資的経費及び公

債費）に係る事業費の合計を計上する。 

３ 表側に係る計上方法は次のとおりとする。 

(1) 各項目は、原則として、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の目的別歳出各項目に対応する。ただし、

１～６の項目については、それぞれ民生費、衛生費の内数となり、項目１～４の合計が民生費の決算額、項目

５と６の合計が衛生費の決算額と、それぞれ一致する。 

(2) 「１５ その他の経費」は、議会費、公債費、諸支出金及び前年度繰上充用金の合計額となる。 

４ 投資的経費については、「投資的経費の状況」（４０頁）において、「当該市町村が直接には実施しないが、そ

の最終使途が資本形成のための支出である場合に、補助費等に含めず、普通建設事業費に計上したものの額を計

上する」こととされているので、本表においても留意すること（例えば、市町村からの補助を受けて社会福祉法

人が社会福祉施設を整備する場合には、普通建設事業費に計上する。）。 
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【参考】具体的な事例の扱いについては、以下も参考にしてください。（事業主体が市町村であることが前提。） 

○国庫支出金を伴う事業の例（補助対象経費が 100の事業の事例） 

(事例１) 市町村が都道府県から、法令や要綱等に基づく国庫支出金の交付を受けて行う事業の場合（国 1/2、市

町村 1/2） 

 財源スキーム 

・都道府県 ⇒ 補助事業費：50（補助費等‐市町村に対するもの） 

・市町村  ⇒ 補助事業費：100【上記Ｃに該当】 

 

(事例２) 市町村が都道府県から、法令や要綱等に基づく国庫支出金及び都道府県支出金の交付を受けて行う事

業の場合（国 1/2、都道府県 1/4、市町村 1/4） 

 財源スキーム 

・都道府県 ⇒ 補助事業費：75（補助費等‐市町村に対するもの） 

・市町村  ⇒ 補助事業費：100【上記Ｃに該当】 

 

(事例３) 市町村が都道府県から法令や要綱等に基づく国庫支出金の交付を受けて行う事業に、都道府県が市町

村の負担分に任意の補助を行う場合（国 1/2、都道府県 1/4（任意補助）、市町村 1/4） 

 財源スキーム 

・都道府県 ⇒ 補助事業費：50（補助費等‐市町村に対するもの） 

単独事業費：25（補助費等‐市町村に対するもの） 

・市町村  ⇒ 補助事業費：100【上記Ｃに該当】 

 

(事例４) (事例３)の事業に、都道府県、市町村が補助対象経費（100）を超えて任意の補助（事業費 10）（都道

府県 1/2、市町村 1/2）を行う場合 

 財源スキーム 

・都道府県 ⇒ 補助事業費：50（補助費等‐市町村に対するもの） 

単独事業費：30（補助費等‐市町村に対するもの） 

・市町村  ⇒ 補助事業費：100【上記Ｃに該当】 

単独事業費：10【上記Ｂに該当】 

 

(事例５) 市町村が国庫支出金（定額補助）を受けて行う事業の場合（定額補助額 40） 

 財源スキーム 

・市町村  ⇒ 補助事業費：40 

単独事業費：60【上記Ｂに該当】 

 

○国庫支出金を伴わない事業の例（事業費が 100の事業の事例） 

(事例６) 市町村が都道府県の補助を受けて行う事業の場合（都道府県 1/2、市町村 1/2） 

 財源スキーム 

・都道府県 ⇒ 単独事業費：50（補助費等‐市町村に対するもの） 

・市町村  ⇒ 単独事業費：100【上記Ａに該当】 

国 50 市町村 50 

国 50 都道府県 25 市町村 25 

国 50 都道府県 25 市町村 25 

国 50 都道府県 30 市町村 30  

国 40 市町村 60 

都道府県 50 市町村 50 
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 性質別経費の状況（１４表）  

(1) 性質別経費の科目区分は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳、１５表：人件費の内訳、１９表：補

助費等の内訳及び８９表：物件費の内訳における性質別の科目区分と同様であり、各科目ごとの金額は、そ

れぞれ一致するものであるが、なお次の点に注意すること。 

ア 人件費のうち、建設事業の事務費から支弁されるものは、建設事業費に含めて計上し、人件費には含めない。 

イ 要保護又は準要保護児童生徒に対する就学援助費は、「扶助費」に計上する。 

ウ 社会福祉施設に法律上の措置又は保護を受けて入所した者等（２５頁(4)参照）に要する経費のうち、人件

費以外の現金又は物件の提供に要した経費を「扶助費」に計上するが、法律によらず市町村単独で行ってい

るものも同様とする。 

エ 「１１投資的経費(1)普通建設事業費うち単独事業費」は、０７表～１３表「六普通建設事業費」のうち、「２

単独事業費」、「５同級他団体施行事業負担金」及び「６受託事業費(2)単独事業費」の合計と一致する。 

(2) 充当財源の区分は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳における財源の区分と同様であり、この調査表

の各科目ごとの「臨時的なもの(B)」の「一般財源等」と「(Ａ－Ｂ)の内訳」の「一般財源等」との和は、１

３表：歳出内訳及び財源内訳（その７）のそれぞれの該当科目の「一般財源等」と一致する。 

(3) 臨時的経費と経常的経費との区分は、おおむね次に掲げるような経費を臨時的経費とし、その他の経費を経

常的経費とすること。 

ア 経費の科目により、臨時的経費に区分されるもの 

○ 人件費のうちの災害補償費（地方公務員災害補償基金負担金を除く。） 

○ 補償金、欠損補塡金、繰上充用金、賠償金、償還金（地方債に係るものを除く。）、小切手支払未済償還

金 

○ 積立金、投資及び出資金、繰出金（国民健康保険事業会計（事業勘定）に対する保険基盤安定制度に基

づく繰出金、後期高齢者医療事業会計及び介護保険事業会計に対する法令等の規定に基づく繰出金及び法

非適用の公営企業に対する繰出基準に基づく繰出金（建設事業費に係るものを除く。）を除く。） 

○ 貸付金のうち、法令等の規定に基づき制度化されたもので、年度を超え数年度にわたり継続的に支出さ

れる等経常的に支出される貸付金以外のもの 

○ 公債費のうち転貸債、繰上償還及び満括基金への積戻しに係るもの 

○ 普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費 

イ 経費の性質により、臨時的経費に区分されるもの 

○ 行政整理、勧奨による退職に要した退職手当（自己都合退職・死亡退職は除く。） 

○ 特別職（教育長を含む。）に対する退職手当 

○ 選挙の執行に要した経費（常時啓発及び選挙人名簿調製のための経費を除く。） 

○ 各種センサス、国土調査、新市町村建設計画策定のための調査等、特に大規模な統計調査のための経費 

○ 災害対策関係経費 

○ 工場誘致関係経費 

○ 国体開催、行幸啓、合併記念行事等の大規模な記念行事及び全国的会議等の開催等に要する経費 

○ 伝染病の流行によって要した対策費 

○ 大規模な事務改善に要する経費 

○ 人口急増等、一時的現象に伴い必要とした経費 

○ 補助費等のうち、下記以外のもの 
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・ 法令等の規定に基づいて毎年度継続して支出されるもの 

・ 法適用の公営企業に対する繰出基準に基づく繰出金（ただし、同繰出金のうち、①上水道事業の消火

栓に要する経費（建設改良に要する経費に限る。）、②交通事業の都市高速鉄道建設費に要する経費、③

病院事業の建設改良に要する経費（建設改良費に限る。）、④簡易水道事業の建設改良に要する経費（建

設事業費に係るものに限る。）に係るものを除く。） 

・ 国庫支出金を伴うもので毎年度継続して支出されるもの 

・ 長期間設置されている公共団体等に対する負担金、補助金及び交付金として支出されるもの 

○ 維持補修費のうち、緊急浚渫事業費に係るもの 

○ 以上のほか、単年度又は短期間の年度に限って要した経費 

(4) 「経常収支比率（減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加えた経常収支比率）」欄の算

式を例示すると次のとおりである。 

ア 「１人件費」から「計（１～１０）」までについては 

 

 

 

イ 「うち退職手当債を財源とするもの」については 

 

 

ウ １７行から２２行については 

 

 

なお、「減収補塡債特例分及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた経常収支比率」の欄中「１人件

費」から「計（１～１０）」までの欄は、経常一般財源等歳入合計（０５表３４行５列）と経常的経費充当一

般財源等（１４表１行、３行～１２行、１４行及び１５行の５列）との比率である。 

「うち退職手当債を財源とするもの」の[ ]書きの欄及び「投資的経費」の（ ）書きの欄は経常収支比率

ではないが、参考のため把握するものである。 

 

 一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況（４５表）  

(1) 本表は１３表：歳出内訳及び財源内訳（その７）及び１４表：性質別経費の状況において「補助費等」の

「一部事務組合に対するもの」に計上されている一部事務組合負担金等を、その使途により性質別に振り分け

て計上するものである。 

したがって、一部事務組合に加入している市町村及び特別区のみが作成するものである。 

(2) 加入している一部事務組合に対し支出した一部事務組合負担金等を、次の要領により性質別に振り分ける

ものとする。 

ア 一部事務組合の規約等により、負担金等の充当経費があらかじめ性質別に定まっているものは、当該性質

別経費に振り分ける。 

イ 特に負担金等の充当経費が性質別に定まっていない場合には、当該加入している一部事務組合の性質別決

算額により按分して各性質別経費に振り分ける。 

(2) 「決算額」の歳出合計は、１３表：歳出内訳及び財源内訳（その７）の「五補助費等、４一部事務組合に対

臨時的経費充当一般財源等（「１４表」１７行～２２行の３列） 

経常一般財源等歳入合計＋減収補塡債特例分＋臨時財政対策債 

 

経常的経費に充当された退職手当債（「１４表」２行の４列） 

経常的一般財源等歳入合計＋減収補塡債特例分＋臨時財政対策債 

経常的経費充当一般財源等（「１４表」１行、３行～１２行、１４行及び１５行の５列） 

経常一般財源等歳入合計（「０５表」３４行０５列）＋減収補塡債特例分（「０５表」３２行０１列）

＋臨時財政対策債（「０５表」３３行０１列）
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するもの」の歳出合計及び１９表：補助費等の状況の「(1)補助費等の状況、歳出決算額、１負担金・寄附

金、一部事務組合に対するもの」の決算額と一致する。 

 

 人件費の内訳（１５表）  

（２３～２５頁参照） 

 

 職員給の状況（１６表）  

(1) この表は、人件費のうち職員給（「任期の定めのない常勤職員」、「任期付職員」、「再任用職員」、「会計年度

任用職員（フルタイム）」に係るもの）についてのみ入力する。したがって、１４表：性質別経費の状況の表

側「うち人件費(a)＋(b)」表頭「決算額(A)」欄に計上された人件費のうちに含まれている職員給について入

力する。 

(2) 「本庁」には、地方自治法第４条に規定する事務所（市役所、特別区の区役所、町村役場、一部事務組合の

事務所）に勤務する職員について入力する。なお、指定都市（２０政令指定都市）の区役所に勤務する職員に

ついては、次の「支所・出張所等」に入力すること。 

(3) 「支所・出張所等」には、地方自治法第１５５条に規定する支所、出張所及び同法第１５６条に規定する保

健所、労政事務所、福祉事務所、税務事務所、婦人相談所、児童相談所、病害虫防除所、家畜保健衛生所、繭

検定所、計量検定所等の行政機関のほか、東京事務所、農林事務所、土木事務所、教育事務所等出先機関に勤

務する職員について入力する。 

(4) 「施設関係職員分」には、地方自治法第２４４条に規定する公の施設及び試験研究機関等に勤務する職員に

ついて入力する。この場合、施設とはおおむね次のとおりである。 

公会堂又は市民会館、産業会館等の各種会館、更生施設等の生活保護施設、養護老人ホーム、軽費老人ホー

ム等の老人福祉施設、肢体不自由者更生施設、身体障害者更生施設等の身体障害者更生援護施設、婦人保護施

設、保育所、母子寮等の児童福祉施設、知的障害者援護施設、授産施設等の社会福祉法に基づく社会福祉施設、

母子福祉センター等の母子福祉施設、火葬場、職業訓練施設、公園施設、大学、高等学校、小・中学校、幼稚

園、体育館、野球場、競技場等の体育施設、図書館、博物館、美術館、公民館等の社会教育施設、各種試験研

究機関 

なお、道路工夫及び清掃関係職員についても「施設関係職員分」に含める。 

(5) 「事業費支弁職員給」には、１４表：性質別経費の状況の表側、「うち人件費(b)」表頭「決算額(A)」に入

力された人件費のうちに含まれる職員給を入力する。 

したがって、本庁、支所出張所等、施設関係職員に係る事業費支弁の職員給もこの欄に入力する。 

(6) 表頭の部門別区分は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳によるものである。ただし、総務関係と税務

関係は分別してあるので注意すること。 

したがって、各部門別「本庁」、「支所・出張所等」と「施設関係職員分」の合算額は、０７表～１３表：歳

出内訳及び財源内訳における各項目ごとの「うち職員給」の額に一致する。 

(7) 「消防関係」の欄には、消防本部、消防署及び消防団に勤務する職員並びに消防本部、消防署を設置してい

ない町村で、もっぱら消防事務に従事する職員に係る職員給を入力すること。 

なお、消防本部に勤務する職員及び消防本部、消防署を設置していない町村でもっぱら消防事務に従事する

職員に係る職員給は「本庁」の欄に、その他の消防職員に係る職員給は「支所・出張所等」の欄に入力するこ

と。 
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 補助費等・維持補修費及び扶助費の内訳（１９表）  

(1) 補助費等の状況 

この項は、１４表「５補助費等」の「決算額」を負担金、寄附金及び補助交付金等に分類して入力するもの

であり、「補助費等」の内訳は、次のとおりである。 

ア 「１負担金・寄附金」のうち負担金には、国に対するもの、都道府県及び知事会、市長会、町村会等の団

体に対するもの並びに市町村（長）が構成員の地位で支出するもの等を計上する。 

イ 「２補助交付金」には、住民等に対して交付するものを計上する。 

なお、選挙公営に係るものも計上する。 

ウ 「３加入団体に対する還付金」には、一部事務組合のみが入力する。 

エ 「４その他」には、上記の各項目に含まれないものを入力する。 

なお、法適用の公営事業会計（一部事務組合を含む。）に対する負担金及び補助金は「４その他」に計上す

る。 

オ 「単独で行う補助交付金」は、「２補助交付金」のうち市町村が単独で行ったものを入力する。 

(2) 維持補修費の状況 

この項は、「維持補修費」のうち「うち経常的なもの」の額をそれぞれの項目に区分してそれぞれ入力する。 

 (3) 生活保護の状況 

ア この項は、原則として市のみが入力する。 

イ 「生活保護の扶助費の状況」には、１４表：性質別経費の状況の「４扶助費」のうち、生活保護分につい

て、「生活扶助費」、「医療扶助費」、「住宅扶助費」、「介護扶助費」、「その他」に分けて入力する。  

 

 物件費の内訳（８９表）  

この表は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の目的別歳出の各項目区分の物件費の決算額を表頭に掲げる

節に区分して計上する。 

ただし、公債費及び諸支出金に係る物件費については、「２総務費」に計上する。 

（節の区分については、２５頁の(2)及び２９頁を参照のこと。） 

 

 扶助費の内訳（４７表）  

１ 本表は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳のうち、「四扶助費」の決算額を補助・単独別に調査するもの

である。 

２ 「決算額○A 」の合計欄の額は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の各該当する目的別区分の「四扶助費」

の額と一致するものである。 

３ 「補助事業」には、直接又は間接に国庫からの補助を受けて実施する事業で国庫補助基本額に見合う額を計上

する。また、国庫補助基準を超えるいわゆるつぎ足し分は「単独事業」に計上する。 

４ 「単独事業」には、市町村が単独で行うもの及び都道府県の単独の補助を受けて実施した事業に係る額を計上

する。 

 

 維持補修費及び受託事業費の目的別の状況（２０表）  

１ この表は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳のうち維持補修費の目的別区分並びに都道府県又は他の市

町村からの受託事業費の目的別区分及びその財源の一部を調査するものである。 
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２ 目的別区分は、２１表～２３表：投資的経費の状況の区分による。 

３ 「都道府県からの受託事業費」、「他の市町村からの受託事業費」には、普通建設事業に係るもののみを計上す

る。受託事業費の「うち国費」には都道府県又は他の市町村からの収入金のうちに含まれている国庫支出金の額

を法令の規定に基づく補助（負担）率によって算出して計上する。 

なお、都道府県からの収入金は０４表：歳入内訳では「２２都道府県支出金(1)国庫財源を伴うもの ⑥委託金

(ｱ)普通建設事業」に、他の市町村からの収入金は「２７諸収入(5)受託事業収入 ①同級他団体からのもの」に

計上されている。 

 

 投資的経費の状況（２１表～２３表・７１表～７３表）  

 その１ 普通建設事業費の状況（２１表～２３表）  

１ 本表は０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の該当項目の決算額についてその財源内訳を調査するものであ

る。したがって、その各財源額は０７表～１３表の各目的別の財源内訳の内書となる。また、２１表「(1)補助事

業費」の「○A のうち補助基本額」欄には、国庫支出金の算定基礎となった事業費（国庫債務負担行為又は施越に

より事業を実施した場合にあっては、後年度交付分も含めた国庫支出金の額を算定基礎とした事業費）を計上す

る。 

なお、「決算額○A 」のうち「○A の内訳、補助金」欄には、当該市町村が直接には実施しないが、その最終使途が

資本形成のための支出である場合に、補助費等に含めず普通建設事業費に計上したものの額を計上する。（２６頁

(6)参照） 

｢Ⓑの内訳｣のうち、｢更新整備｣欄には、建替え（移転、集約化、複合化等を行う場合も含む。）、道路の舗装打

ち替え、下水管の更新等の既存の公共施設等の更新に要する経費だけでなく、既存の公共施設等に対する長寿命

化改修や耐震改修、既存の公共施設等の新たな用途への転用等の維持・転用等に要する経費、既存の公共施設等

の増床やバリアフリー改修、太陽光パネルの設置、既存の道路の拡張や歩道の設置、それらと同時に行う舗装打

ち替え等の機能強化等に要する経費など、既存の公共施設等の維持管理・更新等に必要となる経費を、｢新規整

備｣欄には、既存の公共施設等の建替えではない新たな公共施設等の建設、既存の公共施設等の別棟の増築、道路

や下水管の新規区間の開設等の新規公共施設等を整備するための経費を、｢用地取得｣欄には、公共施設の建設等

のための用地を取得するための経費を計上する。なお、｢新規整備｣、｢用地取得｣のいずれにも分類されない経費

は｢更新整備｣欄に計上する。 

  ※ 建替えに伴い必要となる既存の公共施設等の除却に必要な経費や転用に伴い行われる既存の公共施設等の

除却に必要な経費については、当該建替えや転用に必要な経費と合わせて、「更新整備」欄に計上する。 

 なお、「更新整備」や「新規整備」に分類される事業に伴う公共施設等の除却に必要な経費については普通

建設事業費に計上するが、新規事業に伴わない既存の公共施設等の単なる除却に必要な経費については普

通建設事業費に計上せず、物件費に計上する。 

２ 「１総務費」の「うち庁舎等」には、本庁舎、支所、出張所等の公用財産及びこれに附属する建物の建設、施

設整備に要した経費を計上する。 

３ 「２民生費」の「うち保育所」には、児童福祉法第３９条に規定する保育所のほか、へき地保育所及び季節的

な保育所の建設、施設整備に要した経費を計上する。 

４ 「３衛生費」の「(2)環境衛生費」には、０８表の「保健衛生費」のうち環境衛生施設の建設、施設整備に要し

た経費を計上する。 

５ 「５農林水産業費」の「(5)漁港」には、漁港区域内の海岸保全施設の建設、施設整備に要した経費は含めない。 
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６ 「５農林水産業費」の「(6)農業農村整備」には、土地改良事業、干拓事業、開墾事業及び草地改良事業の建設、

施設整備に要した経費を計上し、農業構造改善事業に係る経費は「(8)その他」に計上する。 

７ 「５農林水産業費」の「(7)海岸保全」には、０９表の「農地費」及び「水産業費（漁港）」のうちに含まれて

いる海岸保全施設の建設、施設整備に要した経費を計上する。 

８ 「６商工費」の「うち国立公園等」には、国立公園、国定公園、温泉法に基づいて指定した保養温泉地、都道

府県立自然公園等の施設整備に要した経費を計上する。 

９ 「６商工費」の「うち観光」には、自然公園の施設整備（都市公園法に基づくものは「土木費、(7)都市計画」

の「うち公園」に計上する。）以外の観光のための施設整備に要した経費を計上する。 

１０ 「７土木費」の単独事業費に係る「(3)河川」には、河川等整備事業として行われる水質浄化事業を含めること。 

１１ 「７土木費」の補助事業費及び単独事業費に係る「(5)海岸保全」には、１０表の「河川費」及び「港湾費」の

うちに含まれている海岸保全施設の建設、施設整備に要した経費を計上する。したがって「(6)港湾」には海岸保

全施設に要した経費は含めない。 

なお、県営事業負担金、国直轄事業負担金、同級他団体施行事業負担金、受託事業費に係る「(2)河川海岸」及

び「(3)港湾」は１０表の目的別区分と同一である。 

１２ 「７土木費(7)都市計画」の「うち公園」には、都市公園法の規定により、都市計画区域内の公園（街区公園を

含む。）及び条例で公の施設として定めた公園の建設、施設整備に要した経費を計上する。 

１３ 「財源内訳」については、０７表～１３表の「財源内訳」と同様の計上方法によるものであり、したがって、

財源の△（マイナス）計上は行わない。 

 

 その２ 用地取得費の状況（７１表～７３表）  

１ この表は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳各目的別の普通建設事業費のうち用地取得に要した経費及

びその財源内訳を補助事業費、単独事業費、合計に区分し、調査するものである。 

なお、「４農林水産業関係」の「(1)農業関係」には、農業費に係る用地取得費等のほか、農地費及び畜産業費

に係るものを含める。 

２ 「決算額○A 」には、土地及びこれに附属する石垣、暗渠等の用地の購入に要した経費及び用地を取得するため

に要した移転等の補償、賠償費も含めて計上する（先行取得分も含む。）。 

３ 「決算額○A のうち補償費」には、用地取得費に含まれている用地を取得するために要した移転等の補償、賠償

費を計上する。 

４ 補償費については、あくまで用地取得費に係るものを計上するものであり、等価交換又は代替地の提供等、用

地取得費として支出していないものに係る補償費は、７１表～７３表には含めない。 

５ 「取得用地面積」には、当該年度に取得した土地の面積を計上する。 

６ 国直轄事業負担金のうち、用地取得費に係る額については、本表には計上しない。 

７ 「決算額○A に係る取得用地面積」には、当該年度決算額に係る取得用地面積を計上する。したがって、債務負

担行為による取得用地面積は、当該年度決算額に係る分のみ計上される。 

８ 「取得用地面積」については、小数点以下を四捨五入の上、整数で計上する。 

 

 公営企業（法非適）等に対する繰出し等の状況（２７表）  

１ この表は、普通会計から法非適用の公営事業会計へ繰出したもの及び公営事業会計から普通会計へ繰入れたも

の（収益事業会計からの収益金の繰入れを除く。）の状況を「第一、四、２公営事業会計」の会計区分ごとに調査
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するものである。 

２ 「繰出金」には、普通会計の繰出金決算額（法非適用の公営事業会計に係る一部事務組合に対する負担金が含

まれる。）を、「繰入金」には、普通会計の繰入金決算額（収益事業会計からの収益金の繰入れを除く。）及び法非

適用の公営事業会計に係る一部事務組合からの配分金（収益事業会計からの収益金の繰入れを除く。１５頁の１

１のなお書き参照。）を計上する。 

３ 「運転資金繰出」には、公営事業会計の資金繰りの必要上、その運転資金に充てるため普通会計から繰出した

ものを計上する。 

４ 「事務費繰出」には、公営事業会計の経常経費を補うために、普通会計から繰出したものを計上する。 

５ 「建設費繰出」には、公営事業会計における建設事業費の財源として普通会計から繰出したものを計上する。 

６ 「公債費財源繰出」には、公営事業会計における公債費の財源として、普通会計から繰出したものを計上する。 

７ 「赤字補塡財源繰出」には、公営事業会計における赤字を解消するため、普通会計から繰出したものを計上す

る。 

８ 「繰入金」中、「借入金的繰入」には、普通会計の資金繰りの必要上、その資金に充てるため公営事業会計から

借り入れたもので、将来返済の義務を負うものについて計上する。 

９ 「その他繰出」及び「その他繰入」には、例えば、純計を行った際の普通会計と公営事業会計との調整で、そ

の両会計間の負担金の差額を繰出金及び繰入金として取り扱った場合、この繰出金及び繰入金は、それぞれ「そ

の他繰出」及び「その他繰入」に計上する。 

１０ 「９基金」の「繰出金」には「定額の資金の運用を目的とする基金」への繰出額を、「繰入金」には「定額の資

金の運用を目的とする基金」からの繰入額及び財政調整基金、減債基金、その他特定目的基金の積立金取崩し額

を計上する。 

１１ 「うち人件費財源繰出」には、公営事業会計における人件費の財源として、普通会計から繰出したものを計上

する。 

 

 公営企業（法適）等に対する繰出し等の状況（２８表）  

１ この表は、普通会計から法適用の公営事業会計に対する負担金、補助金、出資金及び貸付金等の状況について

調査するものである（事業区分等については２７表の項を参照）。 

２ 「負担金」、「補助金」、「出資金」及び「貸付金」には、地方公営企業法第１７条の２から同法第１８条の２ま

での規定に基づき普通会計から法適用の公営事業会計（一部事務組合を含む。）に支出したものを計上する。 

なお、公営企業会計からの借入金に対する償還金は、「補助金」に計上し、「負担金」については、同法第１７

条の２の規定に基づき負担した額（物件費等で支出したものを含む。）のうち「出資金」及び「貸付金」以外のも

のについて計上する。 

３ 「繰入金」には、法適用の公営事業会計（一部事務組合を含む。）から普通会計に繰入れたもの（収益事業会計

からの収益金の繰入れを除く。１５頁の１１のなお書き参照）で、貸付金の償還に係るもの以外の繰入れについ

て一括計上する。 

４ 「○A の内訳」及び「繰入金の内訳」については、２７表の作成要領によること。 

５ 「うち人件費財源繰出」には、公営事業会計における人件費の財源として、普通会計から繰出したものを計上

する。 
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 基金の状況（２９表）  

１ 「歳出決算額」には、歳出予算により積み立てたものを、また、「歳計剰余金処分によるもの」には、地方自治

法第２３３条の２ただし書の規定により歳計剰余金の処分として令和ｎ年度に積み立てたものをそれぞれに計

上する。 

２ 「○F の管理状況」には、「令和５年度末現在高○F 」について、その管理状況を入力する。この場合、「２信託」

には、投資信託及び貸付信託を含む。また、「３有価証券」及び「５土地」には、取得価格を計上する。 

３ 「調整額」には、基金の設置目的を変更（条例改正）したために、基金の区分ごとの額に増減を生じた場合、

基金を有価証券等によって管理しており、令和ｎ年度中にその処分を行ったところ、取得価格と処分による価格に

差異を生じた場合等の額を計上する。なお、減少する場合には負数（マイナスを付して入力）として計上する。 

４ 満期一括償還地方債の償還財源に充てるため、減債基金に積み立てた額は「公債費」に計上し、２９表には計

上しない。 

なお、この「繰出金」は、定額運用基金から普通会計に対するものをいう。 

５ 「令和４年度末現在高○A 」は、必ず前年度報告済の数値を記入する。 

なお、当該数値を変更する必要がある場合には、「調整額○E 」の欄で処理する。 

６ 「令和５年度取崩し額（定額運用基金にあっては繰出金）○C 」において、「積立金」の取崩し額の「合計１～３」

と定額運用基金の繰出金の「合計（１～２）」との合計額は、２７表：公営企業（法非適）等に対する繰出し等の

状況における「繰入金」（これらの基金から普通会計に対するもの）の「２その他繰入」欄において入力された額

となる。 

７ 「令和５年度歳出決算額○B 」において、定額運用基金の「合計（１～２）」は、普通会計において用地取得する

ため土地開発基金から借り入れた資金を償還する場合等を除き、２７表：公営企業（法非適）等に対する繰出し

等の状況における「繰出金」（普通会計から「定額の資金の運用を目的とする基金」に対するもの）の「合計（１

～６）」欄に入力された金額となる。 

 

 貸付金、投資及び出資金の状況（３０表）  

１ この表は、歳入歳出予算による貸付金、投資及び出資金について調査するものである。 

２ 公社・協会等とは、都道府県又は市町村が、設立又は運営に関与し、土地造成、住宅建設、道路、港湾整備等

の産業経済又は交通運輸に関する建設事業を営み、又は、これらの事業の振興を図ることを目的とした法人（特

例民法法人であると営利法人であるとを問わない。）をいう。 

３ 時効等による債権消滅等に係る額で、残高から控除すべき額は「調整額」欄に負数（マイナスを付して入力）

として計上する。 

４ 貸付金には、貸付目的に応じた歳出決算額について、貸付先別及び貸付期間の長短の区分内訳を入力する。 

５ 「１転貸債に係るもの」には、市町村が他へ転貸するために起こした地方債で、年金積立金還元融資によるも

の及び特別転貸債として許可されたものを計上する。 

６ 「うち預託金に係るもの」の「決算額」には、予算を通じて金融機関に預託した額を計上し、「当該金融機関の

貸付額」には、当該金融機関が預託目的にそって関係者に貸し付けた延額を入力する。なお、信用保証協会等を

通じて預託したものの貸付等先別は「その他」に計上する。 

７ 「投資及び出資金」には、特例民法法人に対する寄附行為は出資とみなして含める。また、土地建物等の現物

出資で決算上表示されないものは除く。 

８ 「令和４年度末残高○A 」の数値は、必ず前年度報告済の数値を入力する。 



 

 

－44－ 

 

なお、当該数値を変更する必要がある場合には、「調整額○D 」の欄で処理する。 

 

 資金収支の状況（３２表）  

１ この表は、普通会計の資金収支について令和ｎ年４月から令和(ｎ＋１)年５月までの各四半期の状況を調査す

るものである。 

２ 「収入」には、前年度からの繰越金及び当該年度の歳入不足額に充てた翌年度歳入繰上充用金は含めない。 

３ 「国庫支出金等」には、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金を含めて計上する。 

４ 「都道府県支出金等」には、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、

地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、特別地方消費税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金、

自動車税環境性能割交付金、法人事業税交付金及び特別区財政調整交付金を含めて計上する。 

５ 「支出」には、現金支払額のみ計上し、前年度繰上充用金は含めない。 

６ 「上記のうち普通会計内の会計間繰入れ」には、普通会計に属する各会計（一般会計を含む。）から普通会計に

属する他会計（一般会計を含む。）へ繰入れた額（純計の際に控除される。７頁参照）を計上する。 

７ 「歳計現金貸付金回収金又は他会計借入金」には、決算に含まれないもので、歳計現金の流用として貸し出し

た現金の回収金及び公営事業会計からの資金繰りのための借入額を計上する。 

８ 「一時借入金等借入額」には、財調資金借入（歳入歳出外現金、政府資金及び金融機関からの借入金を含む。）

を計上する。 

９ 「上記のうち普通会計内の会計間繰出し」には、普通会計に属する各会計（一般会計を含む。）から普通会計に

属する他会計（一般会計を含む。）への繰出金（純計の際に控除される。７頁参照）を計上する。なお、この額は

「上記のうち普通会計内の会計間繰入れ」と各期とも突合する。 

１０ 「令和４年度又は令和６年度に係る収支」には、令和(ｎ－１)年度及び令和(ｎ＋１)年度に属する収入又は支

出（一時借入金等を含む。）のみを表頭第１・四半期及び出納整理期にそれぞれ計上する。なお、第１・四半期の

収入、支出額は、前年度において報告済の出納整理期（令和ｎ年４月、５月）の収入額（１３行５列）、支出額（１

９行５列）の数値と一致する。ただし、前年度に報告した数値に誤りがあった場合には正しい数値を計上する。 

１１ 「財政融資資金・旧郵政公社資金」には、財政融資資金特別会計及び旧日本郵政公社（旧郵便貯金資金及び旧

簡易生命保険資金）から借入れたものを計上する。なお、財政融資資金特別会計については、旧資金運用部から

の借入れを、旧郵便貯金資金については、旧郵便貯金特別会計からの借入れを、旧簡易生命保険資金については

旧簡易生命保険特別会計からの借入れを含むものである。 

 

 地方債現在高の状況（３３表）  

この調査表は、普通会計に係る地方債の現在高等の状況を調査するものであり、また、交付公債及び枠外債は、

それぞれの項目に分別して計上することになっているので注意すること。 

なお、「地方公営企業決算状況調査」の対象となるものについては、本調査（地方財政状況調査）の対象とはなら

ない。 

１ 「１公共事業等債」には、補助事業に係る地方負担額に係るもの及び国の直轄事業による負担金に係るもの並

びに独立行政法人水資源機構の行う河川事業及び農業農村整備事業並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構

の行う農業農村整備事業及び林道事業の法令に基づく負担金に係るものを計上する。（ただし、他の事業債の対象

となるものを除く。） 

  また、平成２３年度までに一般公共事業債として同意、許可を受けたものも本欄に計上する。 
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なお、「うち財源対策債等」には、平成６～２０年度における地方財源の不足額及び平成５年度における公共事

業等の国庫補助負担率の恒久化に伴う平成６～１３年度地方財政への影響額に対処するため臨時的に対象事業

が拡大された地方債（臨時拡大分）について計上する。なお、昭和６２年度、平成６～令和５年度に財源不足対

策として発行された地方債は「19財源対策債」に計上する。 

２ 「２防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」には、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令

和２年 12月 11日閣議決定。以下「５か年加速化対策」という。）に基づく補助事業に係る地方負担額及び国の直

轄事業に係る負担金並びに５か年加速化対策に基づく独立行政法人水資源機構の行う農業農村整備事業に係る

法令に基づく負担金を対象とするものとする（「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成 30年 12

月 14日閣議決定）に基づく補助事業に係る地方負担額及び国の直轄事業に係る負担金で、国において繰り越され

た事業に係るものを含む。）。 

３ 「３公営住宅建設事業債」には、公営住宅法に基づく公営住宅建設事業（災害復旧事業に係るものを除き、用

地取得事業に係るものを含む。）及び住宅地区改良法に基づく住宅地区改良事業等に係るものを計上する。 

(1) 「うち復旧・復興事業分」には、地方債計画（東日本大震災復旧・復興事業）に基づいて発行したものを計

上する。 

(2) 「うち（旧）緊急防災・減災事業分」には、地方債計画（緊急防災・減災事業）に基づくものであって、平

成２４年度以前に同意等を受けたものを計上する。 

４ 「４災害復旧事業債」には、降雨、暴風、洪水、高潮、津波、地震その他の異常な天然現象により被害を受け

た施設及び火災により焼失した公用、公共用の建物を原形復旧するための事業に係るものを計上する。 

(1) 「(1)単独災害復旧事業債」には、「４災害復旧事業債」のうち、「(2)補助災害復旧事業債」以外のものを計

上し、次に掲げるものを含めて計上する。 

ア 小災害債（「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づいて同意又は許可された公

共土木等の小災害債又は農地等の小災害債） 

イ 歳入欠かん等債（災害を受けたことにより、地方税、使用料等の減免に伴う財政収入の不足及び災害対策

に要する経費に充てるため災害対策基本法及び災害特例法により発行されたもの） 

ウ 火災復旧事業債（火災によって焼失した公用又は公共用の施設の復旧事業に係るもの） 

(2) 「(2)補助災害復旧事業債」には、次に掲げる災害復旧事業に係るものを計上する。 

ア 直轄災害復旧事業 

イ 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第３条に基づき国がその事業費の一部を負担する災害復旧事業 

ウ 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律第３条に基づき国がその経費を補助す

る災害復旧事業 

エ 公立学校施設災害復旧費国庫負担法第３条に基づき国がその経費の一部を負担する災害復旧事業 

オ 公営住宅法第８条第３項に基づき国がその費用の一部を補助する災害復旧事業 

カ 国庫補助の対象となる都市災害復旧事業 

キ その他立法措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業（(1)のイを除く。） 

ク その他特別の予算措置によって国がその事業費等の一部を負担又は補助する災害復旧事業及び上記イ～

キまでに準ずるもの 

５ 「５（旧）緊急防災・減災事業債」には、平成２４年度以前の地方債計画に基づいて発行された緊急防災・減

災事業債を計上する。 

(1) 「(1)補助・直轄」には、平成２３年度一般会計補正予算により追加された全国防災対策費に係る事業及び平
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成２４年度東日本大震災復興特別会計予算における全国防災対策費に係る事業（公営住宅建設事業及び公営

企業会計負担分を除く。）を計上する。 

(2) 「(2)継ぎ足し単独事業」には、緊急防災・減災事業（補助）に伴って実施する地方単独事業に係るものを計

上する。 

(3) 「(3)緊急防災・減災事業計画に基づく単独事業」には、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実

施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律（平成 23 年法律第 118 号）

の公布日（平成 23年 12月 2日）以降に地方公共団体の予算に計上された緊急防災・減災事業計画に基づき実施

する事業で、以下に係るものを計上する。 

ア 防災拠点施設 

イ 防災資機材等備蓄施設 

ウ 非常用電源 

エ 拠点避難地 

オ 津波避難タワー 

カ 避難路 

キ 避難所において防災機能を強化するための施設 

ク 防災行政無線のデジタル化 

ケ 全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

コ 地域防災計画上の避難所とされている公共施設又は公用施設の耐震化 

サ 不特定多数の者が利用する公共施設等の耐震化 

シ 消防救急無線のデジタル化 

ス 災害時に災害対策の拠点となる公共施設又は公用施設の耐震化 

セ 津波浸水区域内にあり、地域防災計画上、津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施設又 

は公用施設の移転 

６ 「６全国防災事業債」には、平成２５年度から平成２７年度までの地方債計画に基づいて発行された全国防災

事業債を計上する。 

７ 「７教育・福祉施設等整備事業債」の内訳として次に掲げるものを計上する。 

(1) 「(1)学校教育施設等整備事業債」には、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第３条第１

項に規定する施設、学校施設環境改善交付金を受けて実施する学校教育施設等並びにこれらのほか国庫補助を

受けて実施する学校教育施設等及び単独事業として行う学校教育施設等の整備事業に係るものを計上する。 

(2) 「(2)社会福祉施設整備事業債」には、老人福祉施設や児童福祉施設等の社会福祉施設（他の事業債で同意

又は許可されたものを除く。）及びこれに準ずる施設として通知により設置運営が定められている施設の整備

事業に係るものを計上する。 

(3) 「(3)一般廃棄物処理事業債」には、し尿処理施設、ごみ処理施設及び清掃運搬施設等整備事業に係るもの

を計上する。 

(4) 「(4)一般補助施設整備等事業債」には、次に掲げる事業を計上する。 

ア 原則として、国庫補助金を伴う事業のうち次に掲げる事業 

(ｱ)  原子力発電施設等立地地域振興特別事業 

(ｲ)  甘味資源作物・砂糖製造業緊急支援事業 

(ｳ)  沖縄振興特別推進交付金事業 
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(ｴ)  沖縄離島活性化推進事業 

(ｵ)  沖縄製糖業体制強化対策整備事業 

(ｶ)  沖縄振興特定事業推進事業 

(ｷ)  沖縄北部連携促進特別振興事業 

(ｸ)  奄美群島振興交付金事業（農業創出緊急支援事業に限る。） 

(ｹ)  未買収道路用地取得事業（沖縄県に限る。） 

(ｺ)  防災集団移転事業 

(ｻ)  豪雪対策整備事業 

(ｼ)  認定こども園整備事業（他の事業区分に属する事業の対象となるものは除く。） 

(ｽ)  児童相談所一時保護施設整備事業 

(ｾ)  有明海・八代海等再生事業 

(ｿ)  地震対策緊急整備事業等 

(ﾀ)  活動火山対策避難施設整備事業 

   (ﾁ)  住宅資金等貸付事業 

   (ﾂ)  庁舎整備事業 

   (ﾃ)  特定地域再生事業（公共施設又は公用施設の除却事業に限る。） 

   (ﾄ)  特定間伐等促進対策事業 

(ﾅ)  まち・ひと・しごと創生交付金事業(地域再生法(平成１７年法律第２４号)第５条第４項第１号イ及び

第１３条の規定に基づく交付金事業) 

(ﾆ)  地方大学・地域産業創生事業 

(ﾇ)  文化財保存・活用事業（国宝重要文化財等保存・活用事業、重要文化財等防災施設整備事業及び史跡

等購入事業に限る。） 

(ﾈ)  アイヌ政策推進交付金事業 

   (ﾉ)  地域公共交通再構築事業（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）

第２条第９号に規定する鉄道事業再構築事業に係るものに限る。） 

 イ 国庫補助（交付金を含む。）を受けて市町村が実施する施設整備事業 

 ウ 国庫補助金を伴う出資金・貸付金（チッソ分） 

 エ 特別転貸債 

(5) 「うち転貸債」には、市町村が公社等へ転貸するためにおこした地方債で、年金積立金還元融資によるもの

及び特別転貸債として発行された地方債を計上する。 

(6) 「(5)施設整備事業債（一般財源化分）」には、三位一体の改革に伴い、平成１７年度及び平成１８年度に

廃止・税源移譲された施設整備費補助金等に係るものを計上する。 

８ 「８一般単独事業債」の内訳として次に掲げるものを計上する。 

(1) 「うち地域総合整備事業債」には、広域行政圏計画等に基づき、計画的に行う公共施設の整備事業、その他

の施設の整備に資する事業等で、平成１３年度以前に実施した分に係るものを計上する。 

(2) 「うち旧地域総合整備事業債（継続事業分）」には、平成１３年度までに既に着手した事業であって、平成

１５年度までに起債の許可を受けて開始した事業に係るものを計上する。 

(3) 「うち地域活性化事業債」には、地域の活性化に向けた喫緊の政策問題である地域経済循環の創造、人材力

の活性化、地域の歴史文化資産の活用、いのちと生活を守る安心の確保、地方消費者行政、DV対策・自殺予防
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等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり、連携中枢都市圏構想の推進、定住自立圏構想の推進、ホストタウ

ンの取組の推進、合併の円滑化、少子・高齢化対策、地域資源活用促進、都市再生、情報通信基盤整備、公共

施設等の転用を行う事業に係るものを計上する。 

  なお、「(1)転用事業分」には、既存の公共施設等の転用に係るものを計上する。(4) 「うち防災対策事業債」

には、単独事業として行う災害等に強い安心安全なまちづくりを推進するための防災基盤の整備事業、公共施

設等の耐震化事業及び自然災害を未然に防止するために行う事業に係るものを計上する。 

(5) 「うち旧合併特例事業債」には、平成２１年度以前の合併特例事業債を含み、「旧市町村合併特例事業債」

（旧法分）と「旧市町村合併推進事業債」（旧法分・改正前現行法分）とを合わせて計上する。 

(6) 「うち地方道路等整備事業債」には、単独事業として行う道路、農道及び林道の整備事業に係るものを計上

する。 

(7) 「うち一般事業債（河川等分）」には、単独事業として行う河川管理施設、砂防施設、治山治水事業、水質

浄化事業及び都市下水路の整備事業に係るものを計上する。 

(8) 「うち一般事業債（臨時高等学校改築等分）」には、高等学校の老朽施設の改築事業（施設の移転による改

築の事業を含む。）に係るものを計上する。 

(9)  「うち一般事業債（被災施設復旧関連事業分）」には、東日本大震災により被災した公共・公用施設のうち、

庁舎などの建築基準法に定める建築物とおおむね一致する施設を地方単独事業により建て替える場合に、被

害区分が全壊・半壊又は一部損壊の場合で、原形復旧（相当）部分を超える部分について対処するために発

行された地方債について計上する。 

(10) 「うち一般事業債(除却事業分)｣には、公共施設等総合管理計画に基づく除却事業のために発行された地

方債について計上する。 

(11) 「うち地域再生事業債」には、地方単独事業の事業量について一定の要件を満たす地方公共団体が行う当

該事業に対処するために発行された地方債について計上する。 

(12) 「うち日本新生緊急基盤整備事業債」には、単独事業として行う日本新生のための新たな発展基盤を緊急

に整備するために自主的に実施されるＩＴ革命推進のための基盤整備、少子・高齢化、教育・青少年育成、

環境対応、技術開発・振興、景観・都市環境整備の各分野に係るものを計上する。 

(13) 「うち臨時経済対策事業債」には、前年度を上回って地方単独事業量の確保を図る等の場合に、その上回

る事業量に対処するために発行された地方債について計上する。 

(14) 「うち復旧・復興事業分」には、地方債計画（東日本大震災復旧・復興事業）に基づいて発行したものを

計上する。 

(15) 「うち（新）緊急防災・減災事業債」には、平成２５年度以降の地方債計画（通常収支分）に基づいて発

行された緊急防災・減災事業債を計上する。 

(16) 「うち公共施設最適化事業債」には、平成２８年度以前の地方債計画に基づいて発行された公共施設最適

化事業債を計上する。 

(17) 「うち公共施設等適正管理推進事業債」には、平成２９年度以降の地方債計画に基づいて発行された公共

施設等適正管理推進事業債を計上する。 

ア 「(1)集約化・複合化事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設等総合管

理計画に基づいて行われる集約化事業及び複合化事業のために発行された地方債を計上する。 

イ 「(2)長寿命化（公共用建築物）事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施

設等総合管理計画に基づいて行われる公共用建築物の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 
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ウ 「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施

設等総合管理計画に基づいて行われる社会基盤施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｱ) 「(ｱ)道路分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画に基

づいて行われる道路の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｲ) 「(ｲ)河川管理施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理

計画に基づいて行われる河川管理施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｳ) 「(ｳ)砂防関係施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理

計画に基づいて行われる砂防関係施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｴ) 「(ｴ)海岸保全施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理

計画に基づいて行われる海岸保全施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｵ) 「(ｵ)港湾施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画

に基づいて行われる港湾施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｶ) 「(ｶ)都市公園施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理

計画に基づいて行われる都市公園施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｷ) 「(ｷ)空港施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画

に基づいて行われる空港施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｸ) 「(ｸ)治山施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画

に基づいて行われる治山施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｹ) 「(ｹ)林道分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画に基

づいて行われる林道の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｺ) 「(ｺ)漁港施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画

に基づいて行われる漁港施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｻ) 「(ｻ)農業水利施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理

計画に基づいて行われる農業水利施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｼ) 「(ｼ)農道分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合管理計画に基づ

いて行われる農道の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

(ｽ) 「(ｽ)地すべり防止施設分」には、「(3)長寿命化（社会基盤施設）事業分」のうち、公共施設等総合

管理計画に基づいて行われる地すべり防止施設の長寿命化事業のために発行された地方債を計上する。 

エ 「(4)転用事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設等総合管理計画に基

づいて行われる転用事業のために発行された地方債を計上する。 

オ 「(5)立地適正化事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設等総合管理計

画に基づいて行われる立地適正化事業のために発行された地方債を計上する。 

カ 「（6）ユニバーサルデザイン化事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設

等総合管理計画に基づいて行われるユニバーサルデザイン化事業のために発行された地方債を計上する。 

キ 「(7)脱炭素化事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設等総合管理計画

に基づいて行われる脱炭素化事業のために発行された地方債を計上する。 

ク 「(8)市町村役場機能緊急保全事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設

等総合管理計画に基づいて行われる市町村役場機能緊急保全事業のために発行された地方債を計上する。 

ケ 「(9)除却事業分」には、「うち公共施設等適正管理推進事業債」のうち、公共施設等総合管理計画に基
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づいて行われる除却事業のために発行された地方債を計上する。 

(18)  「うち緊急自然災害防止対策事業債」には、地方単独事業として緊急に自然災害を防止するために行う事

業に基づいて発行された地方債を計上する。 

(19)  「うち緊急浚渫推進事業債」には、地方単独事業として緊急的に河川等の浚渫を実施するために行う事業

に基づいて発行された地方債を計上する。 

(20)  「うち脱炭素化推進事業債」には、地方単独事業として地域脱炭素の基盤となる重点対策を率先して実施

するために行う事業に基づいて発行された地方債を計上する。 

９ 「９辺地対策事業債」には、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第５

条に基づき同意又は許可されたものを計上する。なお、公営事業会計（簡易水道、病院等）に充当された額は、

直接公営事業会計において受け入れたこととし、本表には計上しないこととなっているので注意すること（過疎

対策事業債についても同様である。）。 

１０ 「１０過疎対策事業債」には、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第１４条に基づき同意又は許

可されたものを計上する（なお、上記９参照のこと。）。 

また、「うち過疎地域持続的発展特別事業分」には、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第１４条

第２項に規定する過疎地域持続的発展特別事業分（過疎債ソフト分）を計上する。 

１１ 「１１公共用地先行取得等事業債」には、公共事業等を効率的に執行し、又は国土の利用を総合的かつ計画的

に推進するために行う用地の先行取得事業に係るものを計上する。 

１２ 「１２行政改革推進債」には、自主的に行政改革を推進し、財政の健全化に取り組む地方公共団体が行う公共

施設の整備事業等について、行政改革の取組みによる将来の財政負担の軽減により元利償還を行うことができる

と見込まれる額の範囲内で発行された地方債を計上する。 

１３ 「１３厚生福祉施設整備事業債」には、特別地方債として同意又は許可された厚生福祉施設（保護施設、身体

障害者厚生援護施設、知的障害者援護施設、児童福祉施設、母子福祉施設、老人福祉施設、会館、公民館、火葬

場、体育施設等）整備事業に係るものを計上し、公営企業として経理する宿泊休養施設に係るものを除く。 

１４  

１４ 「１４退職手当債（～平成１７年度分）」には、平成１７年度までに発行を許可されたものを計上する。   

１５ 「１５退職手当債（平成１８年度分～）」には、地方財政法附則第３３条の５の５の規定により、発行を許可

されたものを計上する。  

１６ 「１６国の予算貸付・政府関係機関貸付債」には、中小企業高度化資金貸付金、災害援護資金貸付金（指定都

市のみ）、都市開発資金貸付金及び日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）資金貸付金等の貸し付けに必要な国

の予算又は政府関係機関等からの貸付金で普通会計に係るものを計上する。 

１７ 「１７地域改善対策特定事業債」には、地域改善対策特定事業債として許可されたもの（地域改善対策事業債

及び同和対策事業債として許可されたものを含む。）を計上し、「うち法第５条によるもの」には、これらの事業

債のうち、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第５条の規定に基づく総務大臣指定

分（旧地域改善対策特別措置法第５条及び旧同和対策事業特別措置法第１０条の規定に基づく総務大臣指定分も

含む。）を計上する。 

なお、地域改善対策として行われる住宅新築資金等貸付事業等について、公営住宅建設事業債で同意又は許可

されたものは、許可区分にしたがい「２公営住宅建設事業債」に計上する。 

１８ 「１８財源対策債」には、昭和６２年度、平成６～令和ｎ年度に財源不足対策として発行された地方債（いわ

ゆる充当率引上げ分のみ）を計上する。 
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１９ 「１９減収補塡債（昭和６１、平成５～７・９～３０・令和１～５年度分）」には、昭和６１年度、平成５～７

年度及び平成９～令和５年度の地方税の減収を補塡するために発行された地方債のうち地方財政法第５条の規

定により発行された地方債を計上する。 

   下欄の「うち令和２年度追加税目分」には、市町村たばこ税、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽

油引取税交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の基準財政収入額の算定基礎となった収入見込額に比

してそれぞれ実際の税収見込額が下回る額の範囲内の額を対象とし、令和２年度に発行された地方債を計上する。 

２０ 「２０臨時財政特例債」には、昭和６０年度～平成８年度に発行された臨時財政特例債を計上する。 

２１ 「２１公共事業等臨時特例債」には、「国の補助金等の整理及び合理化に関する法律」による投資的経費に係る

国庫補助負担率の恒久化に伴う国庫補助負担金等の減少相当額について平成５年度に許可されたものを計上す

る。 

２２ 「２２減税補塡債」には、平成６～８、１０～１８年度の個人住民税等に係る税制改正に伴う地方公共団体の

減収額を埋めるために地方財政法第５条の特例として発行された地方債を計上する。 

２３ 「２３臨時税収補塡債」には、平成９年度における地方消費税の未平年度化による影響を補塡するため、許可

された地方債を計上する。 

２４ 「２４臨時財政対策債」には、平成１３～令和ｎ年度における適正な財政運営を行うにつき、必要とされる財

源に充てるため、地方財政法附則第３３条の５の２の規定により発行された地方債を計上する。 

２５ 「２５調整債（令和１～５年度分）」には、令和元年度～５年度に発行された調整債を計上すること。 

２６ 「２６減収補塡債特例分（平成１４・１９～３０・令和１～５年度分）」には、平成１４・１９～令和５年度に

許可された地方税の減収補塡のための地方債のうち地方財政法附則第３３条の５の３及び第３３条５の１３の

規定により発行された地方債を計上する。 

   下欄の「うち令和２年度追加税目分」には、地方財政法附則第３３条の５の 13の規定により、令和３年度に発

行された地方債を計上する。 

２７ 「２７都道府県貸付金」には、都道府県から市町村振興対策等の目的によって貸付けを受けた額について計上

する。指定都市を除く市町村においては、災害援護資金貸付金の貸し付けに必要な貸付金で普通会計にかかるも

のについて計上する。 

なお、「うち予算貸付によるもの」には、都道府県の普通会計からの貸付金を計上し、基金等からの直接の貸付

金を含まないこと。 

２８ 「２９特別減収対策債」には、減収補塡債対象税目以外の税目や使用料・手数料の減収及び減免に対応するた

めに発行された地方債を計上する。 

２９ 「合計」欄の「うち財源対策債等」には、「１公共事業等債」欄の「うち財源対策債等」と「１８財源対策債」

欄の数値の合計を計上すること。また、「うち減収補塡債」には、昭和６０～６２年度、平成２～令和５年度の地

方税の減収を補塡するために発行された地方債を計上する。 

３０ 「他要因による変動」には、満括基金にこれまで積立てていた額の変動について、以下により計上すること。 

 (1) 「令和４年度末現在高」には、前年度末までの取崩し及び積立ての変動の状態を計上する。 

 (2) 「調整額Ⓒ」には、当該年度における取崩し額を計上する。 

 (3) 「元金」には、当該年度において積み戻した額を計上する。 

 (4) 「令和５年度末現在高」には、(1)に(2)を加え、(3)を差し引いた額を計上する。 

３１ 「令和４年度末現在高」には、前年度報告した額を計上する。ただし、当該数値を変更する必要がある場合は、

「調整額Ⓒ」の欄で処理する。 
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３２ 「令和５年度元利償還額」には、満期一括償還に備えた減債基金の積立額も算入する。 

ア 額面より低い価格で発行された公募債等に係る差額は元利償還金（利子）に含めて計上する。 

イ 額面より高い価格で発行された公募債等に係る差額は元利償還金（利子）から控除する。 

３３ 「Ⓔの財源内訳」の欄中「特定財源」には、転貸債に係る回収金、農地及び公共土木施設等小災害債元利補給

金、地方債を財源として充てた事業からの収入金（公営住宅使用料、出資に対する配当金等）等を計上する。 

３４ 「（参考）満期一括償還地方債に係る減債基金積立額を償還額に含めない場合の現在高」には、「令和５年度元

利償還額」で算入した満期一括償還地方債の元金償還に充てるための減債基金への積立額を償還額に含めない場

合の地方債残高（実際の残高）を計上する。 

３５ 「令和５年度末財源対策債現在高」には、昭和６２年度、平成６～令和５年度に財源不足対策として発行され

た地方債の令和ｎ年度末現在高を計上する。したがって、表頭「令和５年度末財源対策債現在高」、表側「合計（１

～３０）」の数値は、表頭「差引現在高Ⓕ」、表側「１８財源対策債」の数値と一致する。 

３６ 「Ⓕの借入先別内訳」の欄中「財政融資資金・旧郵政公社資金」には、財政融資資金特別会計及び旧郵政公社

（旧郵便貯金資金及び旧簡易生命保険資金）から借入れたものを計上する。なお、財政融資資金特別会計につい

ては、旧資金運用部からの借入れを、旧郵便貯金資金については、旧郵便貯金特別会計からの借入れを、旧簡易

生命保険資金については旧簡易生命保険特別会計からの借入れを含むものである。 

なお、この「合計（１～３０）」の額は、３４表：地方債借入先別及び利率別現在高の状況の「１財政融資資金」

及び「２旧郵政公社資金」の「差引現在高」の合計に一致する。 

３７ 減収補塡債（昭和６１年度分、平成５～７年度分及び平成９～令和５年度分を除く。）及び財政の健全化措置に

伴う所要額に係る地方債（財政健全化債）は、事業目的（許可された地方債の区分）別に計上する。 

 

 地方債借入先別及び利率別現在高の状況（３４表）  

１ 「令和４年度末現在高」には、前年度報告した額を計上する。ただし、当該数値を変更する必要がある場合は、

「調整額Ⓒ」の欄で処理する。 

２ 「うち旧還元融資資金」には、年金積立金還元融資について計上する。 

３ 「４国の予算貸付・政府関係機関貸付」の範囲は５０頁３３表：地方債現在高の状況の「１６」を参照。 

４ 「６市中銀行」とは、都市銀行、地方銀行及び長期信用銀行をいう。 

５ 「７その他の金融機関」とは、信託銀行、信用金庫、各種協同組合、その他金銭の貸付を業とする者で「市中

銀行」以外のものをいう。 

６ 「９保険会社等」には、損害保険協会及び生命保険協会を含めるものである。 

７ 「１０交付公債」には、用地買収費、補償費等に係るものを計上する。 

８ 「１１市場公募債」には、市場で公募して資金調達している地方債（住民参加型市場公募債を含む。）について

計上する。なお、「（１０）その他」については、「（１）個別発行債１０年債」～「（９）外国債」以外のものを計

上する。 

９ 「１２共済等」には、各種共済組合（恩給組合、全国市有物件災害共済会、全国自治協会、消防団員等公務災

害補償等共済基金、市町村振興協会、北海道市町村備荒資金組合、その他市町村が関係している各種機関を含む。）

積立金から、その運用として資金の融資を受けたものを計上する。 

１０ 「１４その他」には、一般住民や特定の会社等から資金の融資を受けたものを計上する。 

１１ 「証書借入分」には、「証券発行分」に該当するもの以外のものについて計上する。 

１２ 「証券発行分」には、地方財政法第５条の５の規定により発行した地方債を計上する。 
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 地方債年度別償還状況（３６表）  

この表は、令和ｎ年度末における地方債現在高について令和(ｎ＋１)年～(ｎ＋１１)年度までの償還状況を調査

するものである。なお３６表においても借換債は含まない。 

１ 借入先については、３４表：地方債借入先別及び利率別現在高の状況の作成要領によること。 

２ 「○A のうち財源対策債等（広義）」には、財源対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、調整債（令和

元～５年度分）、減収補塡債、財源対策債等、減税補塡債、臨時税収補塡債及び臨時財政対策債について計上する

こと。 

３ 「うち復旧・復興事業分」には、地方債計画（東日本大震災復旧・復興事業）に基づいて発行したものを、そ

れぞれ計上する。 

４ 「うち全国防災事業分」には、地方債計画（緊急防災・減災事業）に基づくものであって、平成２４年度以前

に同意等を受けたものと、地方債計画（全国防災事業）に基づくものであって、平成２５年度から平成２７年度ま

でに同意等を受けたものを、それぞれ計上する。 

 

 一時借入金の状況（９３表）  

１ この表は、地方自治法第２３５条の３に基づく一時借入金について、普通会計及び公営企業会計を除く公営事

業会計に区分し、調査するものである。なお、地方公営企業法の適用を受ける公営企業が他会計から借り入れる

場合を除き、同一地方公共団体内における会計間の現金運用は一時借入金に含まない。 

２ 「その１（普通会計の合計）」には、普通会計に属する一般会計及び特別会計の合計額を計上し、「その２（公

営企業を除く公営事業会計）」には、公営企業会計に属する会計以外の公営事業会計の合計額を計上する。 

３ 「月末残高」欄には、各会計年度別に各月ごとに一時借入金の月末残高を計上する。 

４ 「借入金残高のピーク」欄には、令和ｎ年度会計に属する一時借入金について、各月ごとに各会計の一時借入

金の残高の合計が最高額となった日の残高を計上する。 

５ 「一時借入金利子」欄には、令和ｎ年度会計に係る一時借入金の利子を計上する。 

６ 「予算で定めた一時借入金の借入の最高額」には、地方自治法第２３５条の３第２項に基づき、令和ｎ年度予

算に計上された額の合計を計上する。 

 

 債務負担行為の状況（３７表）  

この表は、地方自治法第２１４条に規定する債務負担行為に基づいて令和(ｎ＋１)年３月３１日までに負担した

債務及び予算（歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為）に基づかず契約等を行って負担した債務で令和

(ｎ＋１)年度以降において普通会計の負担により支払うべき義務を負うものの状況を計上する。 

１ 「１物件の購入等に係るものⒽ」には、土地、建造物及びその他の物件の購入に係るもの並びに製造・工事の

請負に係るものについて、その合計額を記載する。 

２ 「２債務保証又は損失補償に係るものⒾ」には、地方三公社及びその他の法人に係るもの並びに共同発行債（住

民参加型市場公募債による共同発行を含む。）の発行に伴う連帯債務に係るものについて、その合計額を記載す

る。なお、履行すべき額が未確定なものは、「債務負担行為限度額○A 」には含めるが、「令和６年度以降の支出予

定額○B 」及び「令和５年度支出額Ⓔ」には含めない。また、共同発行債の発行に伴う連帯債務に係るものについ

て、「債務負担行為限度額○A 」には、共同発行団体による共同発行総額から当該団体の負担額及びこれに対する利
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子相当額を控除した額を計上する。 

３ 「３その他Ⓙ」には、１及び２に記載した以外のものについて記載する。 

４ 「その他実質的な債務負担に係るもの」の欄の「債務負担行為限度額○A 」欄には、本来予算に基づいて行われ

るべき契約等（支出を伴うもの）を予算に基づかずに行った場合につき、その額を計上する。 

５ 「債務負担行為限度額○A 」には、当該年度末までに決定された債務負担行為の限度額を入力する。この場合、

令和(ｎ＋１)年度以降の支出予定額はないが、令和ｎ年度に支出額があったものに係る限度額を含めて計上する。 

６ 「○B のうち令和５年度末までに相手方の行為の履行があったもの等○C 」の欄の「１物件の購入等に係るものⒽ」

にあっては、契約上、支払時期が令和(ｎ＋１)年度以降とされるものであっても令和(ｎ＋１)年３月３１日まで

に相手方の行為の履行があったもの（部分払を行う契約がなされている場合には既納部分又は既済部分に係る履

行の確認を終えたもの）について計上する。 

７ 「○C のうち、表番号０３表（繰越額等）に計上した額○D 」には、○C に計上したもののうち、０３表：繰越額等

の状況に事業繰越額又は支払繰延額として計上したものがあれば、そのものにつき０３表「翌年度に繰り越すべ

き財源」の欄の「事業繰越額」、「支払繰延額」欄に算入した額を計上する。 

８ 「○a のうち公債費に準ずる債務負担行為に係るもの」には、地方財政法第５条各号に規定する経費の支出にあ

たる債務負担行為に係る一般財源等の額を入力するものであり、次の点に留意すること。 

(1)   物件の購入等で令和(ｎ－１)年度までに相手方の行為の履行があったものに対し複数年度にわたる債務

負担行為を設定して支払いを行っているもの及び公共的団体等への元利補給金等を計上すること。 

(2)   用地及び教職員住宅等の年賦購入で所有権の移転の有無を問わず、実質的に相手方の行為の履行があった 

ものについても含めて計上すること。 

(3)   「２債務保証又は損失補償に係るものⒾ」（０２行）については、「○ａのうち公債費に準ずる債務負担行為

に係るもの」には計上を要しない。 

(4)  土地開発公社からの用地の買い戻しに係る経費のうち、単年度で買い戻しを行うものは計上を要しない。 

９ 「Ⓕのうち公債費に準ずる債務負担行為に係るもの」は、地方財政法第５条各号に規定する経費の支出にあた

る債務負担行為に基づく令和ｎ年度支出額の一般財源等の額を計上するものであり、次の点に留意すること。 

(1)  物件の購入等で令和(ｎ－１)年度までに相手方の行為の履行があったものに対し、複数年度にわたる債務

負担行為を設定して支払を行っているもの及び公共的団体等への元利補給金等を計上すること。 

(2)  用地及び教職員住宅等の年賦購入で、所有権の有無を問わず、実質的に相手方の行為の履行があったもの

についても上記に含めて計上すること。 

(3)  「２債務保証又は損失補償に係るものⒾ」（０２行）については、「Ⓕのうち公債費に準ずる債務負担行為

に係るもの」には計上を要しない。 

(4)  土地開発公社からの用地の買い戻しに係る経費のうち、単年度で買い戻しを行ったものは計上を要しない。 

１０ 「ⒻのうちＰＦＩ事業における債務負担行為に係るもの」には、ＰＦＩ事業（「民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１１７号）に基づいて行う事業）における債務負担行為

に係る支出に充てられた一般財源等の額（施設整備費、用地取得費に相当するものに限る。）を計上するものであ

る。 

１１ 「Ⓕのうち五省協定・負担金等における債務負担行為に係るもの」には、次に掲げる債務負担行為に係る支

出に充てられた一般財源等の額（施設整備費、用地取得費に相当するものに限る。）を計上するものである。なお、

内訳として平成１４年度以降に債務負担行為を設定し、支出を行ったものについて計上すること。 

(1) 「宅地開発又は住宅建設に関連する利便施設の建設及び公共施設の整備に関する了解事項（建設事務次官、
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大蔵事務次官、文部事務次官、厚生事務次官、自治事務次官）」等により、独立行政法人都市再生機構（旧住

宅・都市整備公団、旧地域振興整備公団、旧日本住宅公団及び旧宅地開発公団を含む）又は住宅金融支援機構

の宅造融資を受けたものが行う公共施設等の建設事業費のうち、地方公共団体が負担する費用（割賦支払の方

法によるものに限る。）に係る経費の支出 

(2) 国営土地改良事業並びに独立行政法人水資源機構及び独立行政法人環境再生保全機構の行う事業に対する

負担金 

(3) 一部事務組合又は広域連合の事業に対する負担金 

(4) 地方公務員等共済組合が建設した職員住宅等の無償譲渡を受けるために支払う賃借料 

(5) その他これらに準ずると認められるもの（他団体の行う事業に対する負担金等） 

 

 道路交通安全対策の状況（４０表）  

１ 「交通安全のための施設設置費」の「道路管理者分」「一種」及び「二種」には、交通安全施設等整備事業の推

進に関する法律（昭和４１年法律第４５号）第２条第３項第２号に規定する費用を計上する。 

(1) 「一種」とは、横断歩道橋（地下横断歩道を含む。）、歩道、自転車道、自転車歩行者道、登坂車線等、中央

帯、自転車専用道路、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路、路肩の改良又は視距の改良及び交差点改良等

である。 

(2) 「二種」とは、道路標識、区画線、さく、街灯、道路照明灯、道路情報提供装置、視線誘導標等である。 

２ 「踏切」には、踏切道の交差部分の拡幅・舗装、勾配・交差角の改良に要する費用を計上する。 

３ 「救急自動車」には、救急自動車の設置に要する費用を計上する。 

４ 「交通安全のための施設補修費」の「道路管理者分」「(1)道路反射鏡等」には、道路反射鏡及び区画線の補修

に要する費用を計上する。 

５ 「交通安全運動」には、交通安全運動推進費、交通安全協会の負担金等を計上する。 

６ 「交通整理隊」には、学童擁護員の給与費、児童の交通安全のための交通整理等に要した経費を計上する。 

７ 「交通事故相談」には、交通事故相談所の運営費、交通事故傷害者の救済相談等に要した経費を計上する。 

８ 「救急業務」には、救急自動車購入費は含まない。 

９ 「人件費」には、交通安全対策を推進するために設置された交通安全対策課（室、係）の職員の人件費を計上

する。 

 

 施設の管理費等の状況（４６表）  

１ この表は、当該団体の管理する施設（管理運営を委託している施設を含む。）について入力する。したがって、

一部事務組合により設置、運営されている施設は除く。 

２ 調査時点は、別に指定するものを除くほか、令和ｎ年４月１日から令和(ｎ＋１)年３月３１日までとする。 

３ 「年間所要経常経費」には、建設事業費、補助金等の臨時的経費、経常経費である地方債元利償還金を除いた

管理運営に係る経常経費のみを入力する。 

なお、「○A の財源内訳」には、年間経常経費に実際に充当された額を計上するものとし、使用料等で過充当分の

額は除いて入力し、一般財源等欄での△計上はしないこととする。また、いくつかの施設をまとめて管理してい

る場合にあっては、各施設に区分し、当該施設分について計上する（区分が明確でない場合は実態に応じて按分

する。）。 

４ 「公園」における「年間所要経常経費」には、土木費・都市計画費・公園費のほか、農林水産業費（農林公園
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等）、商工費（観光を主たる目的とする公園等）、教育費（都市公園のうち運動公園内にある体育施設（体育館、

陸上競技場、野球場を除く。））等の費目に計上される公園に係る経常経費についても集計のうえ計上すること。 

５ 「公営住宅等」には、公営住宅法第２条第２号に基づくもの（公営住宅）のほか、住宅地区改良法第２条第６

項に基づくもの（改良住宅）及び公営住宅及び改良住宅以外の住宅で、市町村が一般住民に賃貸するもの（単独

住宅）を含むこととし、「人件費」については、専らこれら住宅の管理に従事するものについて入力する。なお、

住宅管理人に対する手当は人件費に計上する。 

６ 「し尿処理施設」及び「ごみ処理施設」には、処理場施設分のみを入力する。 

７ 保育所、養護老人ホーム、児童遊園、老人福祉センター、老人憩の家、児童館の「年間所要経常経費」には、

０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の支出科目に準拠して入力する。 

８ 「本庁舎」には、地方自治法第４条の規定により設置された本庁舎を入力する。本庁舎の「人件費」について

は、専ら本庁舎の管理に従事する者について入力する。 

９ 「支所・出張所」には、地方自治法第１５５条第１項の規定により設置された支所、出張所及び同法第１５６

条第１項の規定により設置された行政機関のうち保健所を除く他の行政機関並びに分課として設置された事務

所（土木出張所、林業指導所及び物産あっせん所等）について入力する。ただし、消防署及び仮設物は含めない

ものとする。また、支所・出張所の「人件費」については、専ら支所・出張所の管理に従事する者について入力

する。 

１０ 「図書館」には、学校施設は入力しない。 

１１ 「博物館」には、博物館法の規定に基づく施設について入力する。 

１２ 各調査項目の入力に当たっては、単位及び桁数の誤りがないように注意して入力すること。 

 

 道路関係経費の状況（７０表）  

この表は、道路関係経費の歳出内訳及び財源内訳について調査するものである。 

１ 表側の目的別区分は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の区分による。「道路橋りょう費」及び「街路費」

を除く各目的別区分には、道路に係るものに要した経費を計上する。 

なお、「道路に係るものに要した経費」には、農道又は林道に係る経費及び橋りょう、トンネル等道路と一体と

なってその効用を全うする施設、工作物、付属物等に係る経費を含むものである。 

２ 「経常的経費」には、１４表：性質別経費の状況における経常的経費の区分にかかわりなく人件費、物件費、

維持補修費、補助費等、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金並びに繰出金を計上する。 

３ 目的別区分において、「３都市計画費（３）その他」には、都市計画費のうち、「（１）街路費」及び「（２） 

区画整理費等」以外の経費を計上する。主に想定しているのは、下水道関連事業費である。 

  また、「８その他」については、１～７に掲げる経費以外の経費を計上する。主に想定しているのは、水道関連

事業費である。 

 

 選挙費の内訳（９６表）  

１ 本表は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳のうち、「二総務費 ４選挙費」の決算額を「国政選挙分」、

「都道府県選挙分」及び「市区町村選挙分」別に調査するものである。 

２ 「１国政選挙分」には、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査等（以下「国政選

挙」という。）の管理執行に要した経費を記載すること。一の年度で複数の国政選挙が執行された場合には、合

計額を記載すること。 
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３ 「２都道府県選挙分」には、都道府県の知事及び議会議員の選挙（以下「都道府県選挙」という。）の管理執行

に要した経費を知事又は議会議員選挙の別に記載すること。 

一の年度で複数の都道府県選挙が執行された場合には、知事又は議会議員の選挙の別に合計した額を記載する

こと。 

ただし、知事と議会議員の選挙を同日に実施し、選挙経費を同一の節で管理しているため経費を明確に分別で

きない場合は、一括して知事選挙に計上すること（選挙経費を同一の節で管理している場合であっても、経費を

明確に分別できる場合は、知事又は議会議員選挙の別に記載すること。）。 

４ 「３市区町村選挙分」には、市区町村の長及び議会議員の選挙（以下「市区町村選挙」という。）の管理執行に

要した経費を長又は議会議員選挙の別に記載すること。 

一の年度で複数の市区町村選挙が執行された場合には、長又は議会議員の選挙の別に合計した額を記載するこ

と。 

ただし、長と議会議員の選挙を同日に実施し、選挙経費を同一の節で管理しているため経費を明確に分別でき

ない場合は、一括して長選挙に計上すること（選挙経費を同一の節で管理している場合であっても、経費を明確

に分別できる場合は、長又は議会議員選挙の別に記載すること。）。 

５ 「計（１～４）」欄の額は、０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳「二総務費 ４選挙費」の各該当する性

質別区分の額と一致するものである。 

 

 財産区の決算状況（４８表）  

１ 調 査 団 体 

令和(ｎ＋１)年３月３１日現在の財産区について調査する。なお、財産区の事務を共同管理する一部事務組合

の決算についても、この調査の対象となるものである。 

２ 調 査 期 日 

令和ｎ年度の決算について令和(ｎ＋１)年５月３１日現在で調査する。 

３ 調査表及び集計表の提出等 

各市町村は管内の財産区分の調査表を取りまとめ、集計のうえ、集計表（調査表と同一様式のもの）２部を都

道府県市町村担当課に提出する。この場合の「地方公共団体コード」は、調査表を取りまとめた市町村の「地方

公共団体コード」を入力する。 

なお、集計結果の計数は、財産区の数に大きな変動がない限り、前年度調査した決算額と大差がないものと考

えられるので留意のこと。 

４ 調査表作成上の留意事項 

(1) 「財産区」とは次に掲げるものである。 

ア 市町村の一部で財産を有し、又は公の施設を設けているもの 

イ 市町村の廃置分合又は境界変更の場合における地方自治法又はこれに基づく政令の定める財産処分に関

する協議に基づき市町村の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けているもの 

(注) 具体的事例について、財産区であるか否か明らかでないものについては、当該事例の歴史的沿革、登

記の状況、会計経理の状況、所有財産に対する固定資産税の課税状況、所有財産から生ずる収益に対す

る市町村民税の課税状況等により判断すること。 

なお、市町村の廃置分合又は境界変更の結果、財産区の区域が２以上の市町村の区域にわたることと

なった場合において、市町村の廃置分合又は境界変更に伴う財産処分の一環として財産区が所有し、又
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は設置する財産又は公の施設の分割が行われていない財産区については、関係市町村の協議によって、

そのいずれかの市町村において本調査表を作成すること。 

(2) この調査表は、財産区が、令和ｎ年度分の当該財産区の収支の状況について入力すること。 

この場合において、 

ア 収入、支出とも市町村の予算に計上されているもののみでなく、財産区の財産又は公の施設からの収入の

全部又は一部を慣習的に財産区独自で経理しているものも含めて入力すること。 

イ １財産区に係る会計が２以上ある場合には、７頁「二普通会計の算定方法」の例によりこれらの会計の純

計をしたものを入力する。 

ウ この表においては、公営事業会計も含めて全会計を純計するものであること。 

(3) 調査表各欄の入力は次によること。 

ア 「収支」は、１１頁０２表：決算収支の状況により入力すること。なお、財産区の財産又は公の施設から

の収入の全部又は一部を慣習的に財産区独自で経理しているものについてもこれに準じて記入すること。 

イ 「収入内訳」は、次に特記するものを除き、１２頁０４表：歳入内訳により入力すること。 

(ｱ) 「２財産収入」 

(ⅰ) 「(1)財産運用収入」には、基金から生ずる収益、借地料、株式配当金、公社債利子等を計上するこ

と。 

(ⅱ) 「(2)財産売払収入」には、普通財産として売却処分された財産に係るもの（土地及びその従物、建

物及びその従物、立木竹、船舶、地上権等の売払処分に係るもの）、不用物品の売払収入、旅館等にお

ける土産物の売払収入、生産物の売払収入等を計上すること。 

(ⅲ) 「(3)分収交付金」には、分収造林契約に基づく分収交付金を計上すること。 

(ｲ) 「３繰入金」「(1)市町村からのもの」には、当該市町村から財産区に支出された補助金等を入力するこ

と。この場合において、財産区の建設事業費等の財源に充てるために市町村が起した地方債について、市

町村から繰入れたものも含めて計上すること。 

(ｳ) 「４その他の収入」には、区分欄に掲げる他の収入科目に計上されない分担金、負担金、使用料、手数

料、寄附金、繰越金等の一切の収入を計上すること。この場合において、 

(ⅰ) 条例に基づかない使用料又は手数料であっても、使用料又は手数料的なものは、ここに計上するこ

と。 

(ⅱ) 前年度の決算において剰余金を生じた場合、その剰余金のうち、基金に編入されたもの以外で、翌年

度に繰越されたものは、ここに計上すること。なお、剰余金のみでなく事業の繰越しに伴う財源も含め

て計上すること。 

ウ 「支出内訳」は、次の特記するものを除き１９頁以下の０７表～１３表：歳出内訳及び財源内訳の作成要

領により入力すること。 

(ｱ) 「１総務費（議会費を含む。）」には、一般総務費のほか、財産区の総会、議会若しくは管理会に要した

経費（報酬、費用弁償、会議費等）及び財産区又は組合の議会の議員の選挙費を計上すること。 

(ｲ) 「２財産費」「(1)山林」には、造林又は林道用地の目的で山林を取得した経費並びに植林費、林道の開

設、改良等の経費、立木伐採費、火災保険料、借地料、分収交付金、木材引取税等の山林の管理等に要し

た経費を計上すること。 

(ｳ) 「２財産費」「(2)その他」には、山林以外の財産（原野、田、畑、宅地、家畜等）の取得管理等に要し

た経費（ただし、庁舎に係るものは、「１総務費（議会費を含む。）」に計上すること。）及び公民館、公会
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堂、水道、旅館、火葬場等の営造物の運営管理等に要した経費を計上すること。 

(ｴ) 「３市町村財政への寄与」には、当該市町村に対する繰出金、寄附金、負担金、補助金、交付金等予算

の支出項目の如何を問わず、直接的に支出したもの（財産区関係職員の人件費、財産区事務に係る需用費

及び前記「(3)イ収入内訳」(ｲ)に記した地方債に係る元利償還金の財源として支出されたものを除く。）

のみでなく、間接的に市町村財政に寄与した支出（市町村立学校、幼稚園、保育所等の備品購入費に充当

するためＰＴＡ等に支出したもの、財産区が消防自動車購入のために支出したもの、市町村道を財産区が

独自に改良、補修するため支出したもの等）をも併せて計上すること。 

(ｵ) 「４住民等への補助金等」には、予算の支出項目の如何を問わず、財産区の財産又は公の施設からの収

益を関係住民に分配したもの、関係住民を社員とする社団法人又は財産区若しくは市町村の財源をもっ

て設立した財団法人に支出したもの及び部落会、遺族会、婦人会等財産区住民を構成員とする団体に支出

したもの等を計上すること。 

(ｶ) 「６その他の支出」には、前記「(3)イ収入内訳」(ｲ)に記入した地方債に係る元利償還金及び財産区が

借入れた一時借入金の利子を含めて計上すること。 

 

 

決算統計における「復旧・復興事業」は、以下の事業を対象とする。 

   １ 東日本大震災に係る国の平成２３年度補正予算及び予備費において計上された復旧・復興に関する事業 

  ２ 東日本大震災に係る国の平成２４年度から令和ｎ年度の東日本大震災復興特別会計予算において計上され

た復旧・復興に関する事業 

   ３ 東日本大震災に係る復旧・復興に関する単独事業 

なお、「復旧・復興事業」にはいずれも他団体への支援事業を含む。 

    また、取崩し型復興基金事業については、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す

る法律（平成 23 年法律第 40 号）に定める特定被災地方公共団体である県が平成 23 年 10 月 17 日以降に造

成又は積み増した取崩し型復興基金（特別交付税措置分）を充てた事業を対象とする。 

 

 

この表は、０３表：繰越額等の状況に計上された額のうち、「復旧・復興事業」に係る繰越額を内数として計上

する。 

 

 

この表は、０４表：歳入内訳に計上された額のうち、「復旧・復興事業」に係る歳入を内数として計上する。こ

の表と８０表の「歳入合計」（４１行）は一致する。 

 

 

１ この表は、０７表～１３表に計上された額のうち、「復旧・復興事業」の経費をそれぞれ内数として計上す

る。８０表の「歳入合計」（４１行）は、４１表と一致する。 

２ それぞれの区分については、平成２３年６月１日付事務連絡「東日本大震災に関する計上方法について」を

参考にすること。 

 

４３表、４１表、７４表～８０表、９７表 復旧・復興事業 

４３表 繰越額等の状況（復旧・復興事業分） 

４１表 歳入の状況 歳入内訳 （復旧・復興事業分） 

７４表～８０表 復旧・復興事業経費の歳出内訳及び財源内訳 

９７表 基金の状況（復旧・復興事業分） 
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この表は、２９表：基金の状況に計上された額のうち、「復旧・復興事業」に係る基金を内数として計上する。 

１ 「令和４年度末現在高」には、復旧・復興事業に係る積立金について、令和(ｎ－１)年度末における現在高

を計上する。（財政調整基金等に追加で積み立てを行っている場合については、復旧・復興事業相当分のみを計

上する。） 

２ 令和ｎ年度の「歳出決算額」は、８０表の「積立金」と一致する。 

 

 

決算統計における「全国防災事業」は、東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即

効性のある防災、減災等のための事業として、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のため

の施策に係る以下の事業を対象とする 

１ 公営住宅建設事業 

２ 全国防災事業 

東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災等のための事

業として、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に

係る地方税の臨時特例に関する法律（平成２３年法律第１１８号）等により確保される財源により実施する次

に掲げる事業を対象とする。 

（１）全国防災事業 

  国の平成２５年度以降の東日本大震災復興特別会計に計上された東日本大震災を教訓として、全国的に

緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災・減災等のための事業 

（２）緊急防災・減災事業（補助事業・国直轄事業） 

    国の平成２３年度一般会計補正予算により追加された全国防災対策費に係る事業及び平成２４年度東

日本大震災復興特別会計予算における全国防災対策費に係る事業 

（３）緊急防災・減災事業（単独事業） 

各地方公共団体の平成２４年度以前の予算に計上された住民の避難、行政・社会機能の維持及び災害に

強いまちづくりに資する単独事業で次に掲げる事業を対象とする。 

    ① 緊急防災・減災事業計画に基づき実施する事業のうち次に掲げるもの 

 ア 防災拠点施設 

 イ 防災資機材等備蓄施設 

 ウ 非常用電源 

 エ 拠点避難地 

 オ 津波避難タワー 

 カ 避難路 

 キ 避難所において防災機能を強化するための施設 

 ク 防災行政無線のデジタル化 

 ケ 全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

 コ 地域防災計画上の避難所とされている公共施設又は公用施設の耐震化 

 サ 不特定多数の者が利用する公共施設等の耐震化 

 シ 消防救急無線のデジタル化 

 ス 災害時に災害対策の拠点となる公共施設又は公用施設の耐震化 

４４表、４２表、８１表～８７表、９８表 全国防災事業 
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  セ 津波浸水区域内にあり、地域防災計画上、津波対策の観点から移転が必要と位置づけられた公共施

設又は公用施設の移転 

    ② （２）の緊急防災・減災事業（補助事業・国直轄事業）に伴って実施する地方単独事業（継ぎ足し単

独事業） 

    ③ 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法（平成 23年法律第 76号）

第２条に定める基本理念に基づき実施する施策のうち、全国的にかつ緊急的に実施する防災・減災のた

めの施策に要する非適債経費 

 

 

この表は、０３表：繰越額等の状況に計上された額のうち、「全国防災事業」に係る繰越額を内数として計上す

る。 

 

 

この表は、０４表：歳入内訳に計上された額のうち、「全国防災事業」に係る歳入を内数として計上する。「一

般財源等」については一括して計上することとする。この表の「歳入合計」と８７表の「歳入合計」（４１行）は

一致する。 

 

 

この表は、０７表～１３表に計上された額のうち、「全国防災事業分」の経費をそれぞれ内数として計上する。

８７表の「歳入合計」（４１行）は、４２表と一致する。 

 

 

この表は、２９表：基金の状況に計上された額のうち、「全国防災事業」に係る基金を内数として計上する。 

１ 「令和４年度末現在高」には、全国防災事業に係る積立金について、令和(ｎ－１)年度末における現在高

を計上する。（財政調整基金等に追加で積み立てを行っている場合については、全国防災事業相当分のみを計

上する。） 

  ２ 令和ｎ年度の「歳出決算額」は、８７表の「積立金」と一致する。 

４４表 繰越額等の状況（全国防災事業分） 

４２表 歳入の状況 歳入内訳 （全国防災事業分） 

８１表～８７表 全国防災事業関連経費の歳出内訳及び財源内訳 

９８表 基金の状況（全国防災事業分） 
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第三 公営事業会計作成要領 

 一 調 査 事 項  

 

調査表 

ページ 

電算用 

表番号 
調   査   表   名 

作成要領 

ペ ー ジ 

１ 00 表紙（一部事務組合のみ該当） 10 

2 01 一部事務組合への加入等の状況（一部事務組合のみ該当） 10 

95 50 収益事業会計決算の状況 62 

96 51 収益金の使途状況 63 

97 52 国民健康保険事業会計（事業勘定）決算の状況 64 

98 53 〃     （直診勘定）  〃 67 

99 56 農業共済事業会計決算の状況（法適を含む。） 72 

100 94 後期高齢者医療事業会計決算の状況（市町村） 67 

101 95 後期高齢者医療事業会計決算の状況（広域連合） 68 

102 63 介護保険事業会計（保険事業勘定）決算の状況 70 

103 64 介護保険事業会計（介護サービス事業勘定）決算の状況 72 

104 57 交通災害共済事業会計決算の状況（直営分のみ） 73 

105 60 事業債現在高等の状況 74 

 

 二 調査表入力上の一般的注意事項  

「第二 普通会計作成要領」の「三 調査表入力上の一般的注意事項」を参照のこと。（１０頁） 

 

 三 各調査表入力上の留意事項  

 収益事業会計決算の状況（５０表）  

この表は、地方公営企業法の全部又は一部を適用しているものについても調査するものである。 

１ 「歳入」の「４繰越金」の「(2)繰越事業費等繰越財源充当額」には、地方自治法施行令第１４５条第１項（継

続費の逓次繰越）、同令第１４６条（繰越明許費）又は同令第１５０条第３項（事故繰越）に基づいて令和(ｎ－

１)年度から令和ｎ年度に繰り越された事業費に充当すべき財源を計上し、「(１)純繰越金」には、その他の繰越

金を計上する。 

２ 「歳入」の「５地方公共団体金融機構納付金還付金」には、地方公共団体金融機構から還付を受けた金額を計

上する。 

３ 「歳入」の「７その他」には、「１入場料」、「２車馬券等売上金」、「３繰入金」、「４繰越金」、「５地方公共団体

金融機構納付金還付金」及び「６地方債」のいずれにも該当しないすべての収入を計上する。 

４ 「歳出」の「１開催費」には、「(1)払戻金」「(2)返還金」「(3)常勤職員人件費」「(4)会計年度任用職員（フル

タイム）人件費」「(5)会計年度任用職員（パートタイム）報酬等」「(6)施設等使用料」及び「(7)その他の開催経

費」の合計額を計上する。なお、この場合、「(3)常勤職員人件費」には任期の定めのない常勤職員、任期付職員

及び再任用職員に支払われる給料、手当等すべての労務費を、「(4)会計年度任用職員（フルタイム）」には会計年

度任用職員（フルタイム）に支払われる給料、手当等すべての労務費を計上する。また「(5)会計年度任用職員（パ

ートタイム）報酬等」には会計年度任用職員（パートタイム）に支払われる報酬、期末手当を計上する。「(6)施

設等使用料」には競技場借上料、用地使用料等の使用料を計上し、「(7)その他の開催経費」には(1)～(6)以外の

すべての経費、すなわち旅費、会議費、警備費、競技実施法人・競走実施機関等への委託金等競技の開催に要し

た経費のうち(1)～(6)に計上した経費以外のすべての経費を計上する。 

５ 「歳出」の「２交付金」には、法の規定により(財)ＪＫＡ等に交付する交付金を、交付根拠法令に基づく交付
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区分ごとに計上する。 

６ 「歳出」の「３地方公共団体金融機構納付金」には、地方財政法附則第３２条の２の規定に基づき地方公共団

体金融機構に納付した納付金の額を計上する。 

７ 「歳出」の「５繰出金」の会計区分は受入団体の会計区分による。 

８ 「歳出」の「７前年度繰上充用金」には、地方自治法施行令第１６６条の２の規定により前年度の歳入不足額

に充当するために支出された金額を計上する。 

９ 「歳出」の「８その他」には、「１開催費」、「２交付金」、「３地方公共団体金融機構納付金」、「４地方債償還金」、

「５繰出金」、「６設備改善費」及び「７前年度繰上充用金」のいずれにも該当しないすべての支出を計上する。 

１０ 「翌年度に繰り越すべき財源」には、継続費逓次繰越額、明許繰越額、事故繰越額、事業繰越額及び支払繰延

額から未収入特定財源を控除した額を計上する。 

１１ 「未収金」、「未払金」には、当該収益事業会計が地方公営企業法の財務規定等を適用している場合で、発生主

義のために令和ｎ年度予算執行が行われるが、令和ｎ年度末貸借対照表上で未収金、未払金となるものをそれぞ

れ計上する。 

１２ 人件費の状況 

(1) 「１職員給」には、任期の定めのない常勤職員、任期付職員、再任用職員及び会計年度任用職員（フルタイ

ム）の給料等を計上する。内訳の「(1)基本給」には給料、扶養手当及び地域手当を計上し、「(2)その他の手

当」には地方自治法第２０４条第２項に規定する各種手当のうち、扶養手当、地域手当及び退職手当を除いた

ものを計上する。 

(2) 「２会計年度任用職員（パートタイム）報酬等」には、会計年度任用職員（パートタイム）に係る報酬、期

末手当を計上する。 

(3) 「３地方公務員共済組合等負担金」には、地方公務員等共済組合法による都職員共済組合（東京都の特別区

のみ）、指定都市職員共済組合、都市職員共済組合及び市町村職員共済組合（連合会を含む。）に対する短期給

付、長期給付、福祉事業及び組合の事務に要する費用の負担金並びに団体が負担すべき新制度切替えのための

追加費用について計上する。また、健康保険法による健康保険組合が組織されている団体にあっては、事業者

負担金を計上する。 

(4) 「４退職金」には、退職手当及び退職手当組合負担金を計上する。 

(5) 「５その他」には、恩給及び退職年金、災害補償、職員互助会補助金、会計年度任用職員（パートタイム）

に係る社会保険料等を計上する。 

１３ 「職員数」の「常勤職員」には、当該団体が直接その給与を負担する任期の定めのない常勤職員、任期付職員、

再任用職員について、令和(ｎ＋１)年４月１日現在の実人員を入力する。 

１４ 「職員数」の「会計年度任用職員（フルタイム）」、「会計年度任用職員（パートタイム）」には、当該団体が直

接その給与または報酬を負担する会計年度任用職員（フルタイム）、会計年度任用職員（パートタイム）につい

て、それぞれ令和(ｎ＋１)年４月１日現在の実人員を入力する。 

１５ 「開催回数」には、令和ｎ年度において開催した回数を入力する。 

１６ 「宝くじ事業会計」については、収益金及び運用利益金を「歳入」の「７その他」に計上する。 

 

 収益金の使途状況（５１表）  

(1) この表は、競馬事業、自転車競走事業、小型自動車競走事業、モーターボート競走事業及び宝くじ事業のそ

れぞれの事業別に市町村側（０４表：歳入状況の「２６(6)収益事業収入」が計上されている団体）において
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作成すること。 

(2) 「収益金繰入額」には、当該団体が「事業名」欄記載の事業から収入した収益事業収入（繰入金は除かれる。）

について計上すること。 

(3) 「公営事業会計へ繰出し」には、収益金を財源にして普通会計から公営事業会計へ繰出した額（法適用事業

会計への負担金、補助金、出資金及び貸付金を含む。）を計上する。 

 (4) 11行の宝くじ事業の状況は、当せん金付証票法第４条の特定市のみ作成する。 

 

国民健康保険事業会計決算の状況（５２表～５３表）  

１ この調査表は、国民健康保険法（以下「法」という。）第３条第１項の規定により、国民健康保険の保険者とな

っている市町村（一部事務組合及び特別区を含む。以下同じ。）の国民健康保険事業の決算状況を調査するもので

ある。 

２ この調査表のうち「直診勘定」は、法第８２条第１項の規定により設置される保健施設のうち、療養の給付を

取り扱うための診療所又は薬局（以下「直営診療施設」という。）を設置している保険者が入力するものである。 

なお、療養の給付を取り扱うために設置された病床数２０床以上の施設を有する病院については、この調査表

の対象外となるものであり、別に公営企業会計の「病院事業」で調査される。 

３ 直営診療施設の設置及び運営に係る収支は、一切「直診勘定」で直接に収入し、支出したこととして扱うもの

であり、次の点に特に留意すること。 

(1) 直営診療施設の新設事業を、「直診勘定」が設定されていないために「事業勘定」で行っている場合であっ

ても、「直診勘定」が設置されているものとして扱う。この場合、新設事業費に対する国、県支出金及び一般

会計からの繰入金は、勿論「直診勘定」に直接収入したこととされるが、「事業勘定」の一般財源を充当して

いる分については、事業勘定からの繰入金として扱う。 

(2) 保険給付費等交付金のうちの直営診療施設に係るものは、他の交付金から分離して「直診勘定」に直接計上

する（この額は、「直診勘定」の歳入中「３都道府県支出金」欄に計上する。）。 

 

 事業勘定（５２表）  

この表は、地方自治法施行令第１４２条、第１４３条の規定による令和ｎ年度の国民健康保険事業勘定の歳入、

歳出の額等を計上するものである。 

１ 歳  入 

(1) 「１保険税（料）」には、地方税法第７０３条の４第１項の規定に基づく国民健康保険税又は法第７６条の

規定に基づく保険料を計上し、「うち退職被保険者等分」には、退職者医療制度による退職被保険者に係る保

険税（料）を内書する。 

(2) 「２一部負担金」には、療養取扱機関が被保険者から徴収すべき一部負担金を、保険者が療養取扱機関に代

って被保険者から直接徴収した額を計上し、「うち退職被保険者等分」には退職者医療制度による退職被保険

者に係る一部負担金を内書する。 

(3) 「３国庫支出金」には、災害臨時特例補助金等の国からの補助金を計上する。 

(4) 「４都道府県支出金」には以下のとおり計上すること。 

ア 「(1)保険給付費等交付金」には、法第７５条の２第１項の規定に基づく国民健康保険保険給付費等交付金 

の額を計上する。なお、このうち直営診療施設分として交付される交付金は含めない。 

・ 「①普通交付金」には、都道府県からの保険給付費等交付金における普通交付金の額を計上する。 
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 ・ 「②特別交付金」には、「（ｱ）保険者努力支援制度分」、「（ｲ）特別調整交付金分」、「（ｳ）都道府県繰入

金（２号）分」、「（ｴ）特定健康診査負担金分」として交付された特別交付金の額を計上する。なお、「(ｲ)

特別調整交付金分」として交付された中に保険者努力支援制度分が含まれている場合であっても、その

分を切り分けて「(ｱ)保険者努力支援制度分」には計上しないこととする。 

イ 「(2)財政安定化基金交付金」には、法第８１条の２第１項第２号の規定に基づく交付金の額を計上する。 

ウ 「(3)財源補塡的なもの○Ａ」には、上記ア～イ以外のもので、財政の再建や国庫負担金の補完的な補助金

又は貸付金を計上するものであり、例示すると次のとおりである。（事務費補助金、施設費補助金、療養給付

費補助金、低所得者保険料調整分補助金） 

エ 「(4)その他のもの」には、上記ア～ウ以外のものを計上する。（被保険者の健康保持増進（直診勘定に係

るものを除く。）を目的とした疾病等予防活動補助金など） 

(5) 「５他会計繰入金」には、基金の取崩し以外の繰入金を計上し、直診勘定からの繰入金を含む。なお、一部

事務組合については、加入市町村から徴収した分賦金（ただし保険税（料）については保険税（料）の欄に記

入すること。）を「他会計繰入金」として扱う。 

「（1）財源補塡的なもの○Ｂ」、「（2）保険基盤安定制度に係るもの」及び「（3）その他のもの」の区分は次

によること。 

ア 「(1)財源補塡的なもの○Ｂ」には、国保財政の財政収支の健全化を目的とした他会計からの繰入金や財源

補塡等目的の法定外繰入にかかる額を計上する。将来返還する資金繰り的なものも含める。なお国保財政安

定化支援事業に係る繰入金はここに含めて計上する。 

イ 「(2)保険基盤安定制度に係るもの」には、第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項、第７２条の３

の３第１項及び第７２条の４第１項の規定に基づく一般会計からの繰入金を計上する。 

  なお、その内訳については、第７２条の３第１項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項

に基づくものは「保険料軽減分」に、第７２条の４第１項に基づくものは「保険者支援分」に計上する。 

ウ 「(3)その他のもの」には、ア、イ以外のもの（他の会計に属する事務を事業勘定で実施している場合の費

用を負担するために繰入れられたもの）を計上する。なお、人件費及び出産育児一時金に係る繰入金はここ

に含まれる。 

(6) 「６基金繰入金」には、基金の取崩し額を計上し、利子等基金から生ずる果実は含めない。 

(7) 「７繰越金」には、国民健康保険事業会計の決算上で剰余金が生じた場合、地方自治法第２３３条の２の規

定による繰越金の額を計上する。 

(8) 「８地方債」の「うち財政安定化基金貸付金」には、法第８１条の２第１項第１号の規定に基づき借り入れ

た額を計上する。 

(9) 「９その他の収入」には、上記１から８に計上した以外の収入について計上する。なお、利子等基金から生

じた果実も含める。「うち保険給付費等交付金過年度分」には、過年度分として令和ｎ年度に収入した額を計

上する。 

２ 歳  出 

 (1) 「１総務費」は、昭和３８年１２月２０日付厚生省保険局長通知「国民健康保険特別会計の予算様式等につ

いて」（以下「保険局長通知」という。）で示されている事業勘定歳出の第一款総務費を計上するものであるが、

その内容区分上注意すべき点は次のとおりである。 

ア 「(1)一般管理費」には、国保事業の運営を統括する上において通例的に必要とする事務費で、事務費国

庫負担金の対象費目であったものを計上する。 
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なお、職員給については、保険税（料）の賦課徴収に従事している職員に係るものは「(2)賦課徴収費」に

計上する。 

イ 「(2)賦課徴収費」には、保険税（料）の賦課徴収に要する経費のうち、事務費国庫負担金の対象費目であ

ったものを計上し、納税（入）奨励費及び滞納処分費については、「(4)その他の総務費」に計上する。 

(2) 「２保険給付費○a 」の「(1)療養諸費等」には、療養給付費、療養費、高額療養費及び移送費を計上し、診

療報酬審査支払手数料は含めない。「(2)その他の給付費」には、法第５８条の規定に基づく、当該団体の条例

又は規則によって定められている出産及び死亡についての給付、あるいは傷病手当金等の給付費について記

入する。 

なお、「再掲」には、「２保険給付費○a 」のうち退職者医療制度による退職被保険者等に係る保険給付費を内

書きとして計上する。 

 (3) 「３国民健康保険事業費納付金」には、法第７５条の７の規定に基づき市町村が都道府県に対して納付する 

国民健康保険事業費納付金の額を計上する。 

(4) 「４共同事業拠出金」には、市町村が国民健康保険団体連合会へ納付する退職者医療事業（年金受給者一覧

表作成）に係る経費について計上する。 

 (5) 「５財政安定化基金拠出金」には、法第８１条の２第５項及び第６項の規定に基づき、財政安定化基金に充

てるために都道府県に納付する財政安定化基金拠出金の額を計上する。 

(6) ｢６保健事業費」には、法第８２条第１項及び第９項の規定に基づく保健事業のうち、直営診療施設以外の

ものに要した経費を計上し、保健師活動費があればここに計上する。 

(7) 「７基金積立金」には、保険給付費の準備金等、当該団体の条例で定めた基金に対して、予算をとおして積

み立てられた額を計上する。 

(8) 「８公債費」おける「(1)元利償還金」には、国民健康保険広域化等支援基金における償還金や財政安定化

基金貸付金償還金等を含めて計上する。「うち財政安定化基金貸付金償還金」には、都道府県から財政安定化

基金の借入れを行った場合における償還金の額を計上する。 

(9) 「９繰出金」には、一部事務組合が加入市町村に対して配分する分配金をも含めて計上する。 

なお、「(1)財源補塡的なもの○Ｄ」及び「(2)その他のもの」の区分は次によること。 

ア 「(1)財源補塡的なもの○Ｄ」には、資金繰りのために繰入れた他会計繰入金の返還のための繰出金や直診

勘定等の財政援助を目的として繰出されたものを計上する。 

イ 「(2)その他のもの」には、事業勘定に属する事務を他の会計において執行していることに伴い、その費用

の負担の目的で繰出されたもののような、「(1)財源補塡的なもの○Ｄ」以外のものを計上する。 

(10) 「11その他の支出」には、上記以外で、下記のものを含み計上する。 

  「うち保険給付費等交付金償還金」には、前年度において保険給付費等交付金の額の実績報告額が概算交付

額を下回った場合、余剰分として調査対象年度に返還する額について計上する。   

３ 収  支 

(1) 「繰越又は支払繰延等」の「療養諸費等○Ｇ」には、当該年度の年度末までに診療されたものに対する診療

報酬請求でその翌年度の５月までに支払いを決定した療養給付費と、当該年度の年度末までに支払を決定し

た療養費、高額療養費及び移送費で、当該年度において決算しなかったものを計上する。 

なお、「○I のうち退職被保険者等分」には、退職被保険者等に係る繰越又は支払繰延等額を内書きすること。 

(2) 68列の「○G に対する保険給付費等交付金（一般）」には、「繰越又は支払繰延等」の「療養諸費等○Ｇ」に対

応する一般被保険者に係る保険給付費等交付金を計上する。この額は、一般被保険者に係る療養の給付、療養
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費、高額療養費及び移送費の未払額の合算額に対して保険給付費等交付金を充てる場合の充当予定額を計上

する。なお確定後は速やかに確定値の報告を行うこと。 

 (3) 69 列及び 70 列にかかる「保険給付費等交付金精算額」には、当該年度の事業実績に基づく都道府県に対

する精算予定額（国分も含める）を計上する。当該精算額については、退職被保険者分は除く。なお、精算額

が確定した際は速やかに確定値を報告すること。 

 (4) 71列の「○G に対する保険給付費等交付金（退職）」には、「繰越又は支払繰延等」の「療養諸費等」に対応

する退職被保険者等分として充当する予定の保険給付費等交付金の額を計上する。なお、金額確定後は速やか

に確定値を報告すること。 

 (5) 72 列及び 73 列にかかる「保険給付費等交付金（退職分）精算額」には、当該年度の事業実績に基づく退

職被保険者分にかかる保険給付費等交付金としての都道府県に対する精算予定額を計上する。なお、精算額が

確定した際は速やかに確定値を報告すること。 

 (6) 収支における保険給付費等交付金については、普通交付金分及び特別交付金分を合算したものを計上する

こと。 

４ 「人件費の状況」については、「収益事業会計決算の状況（５０表）」の「１２人件費の状況」を参照すること。 

５ 「令和６年４月１日現在職員数」には、「人件費」に記入された職員の数を「１事務職員数」、「２保健師数」、

「３会計年度任用職員（フルタイム）数」及び「４会計年度任用職員（パートタイム）数」に分別して計上する。

「１事務職員数」及び「２保健師数」には、それぞれ任期の定めのない常勤職員、任期付職員及び再任用職員の

合計数を計上する。なお、「２保健師数」には、国保会計で単独の保健師を設置している場合に計上する。 

６ 参  考 

 「うち退職被保険者等数（人）」には、法附則第６条第１項の退職被保険者数と同条第２項の退職被保険者の被

扶養者数の合計を計上する。 

 

 直診勘定（５３表）  

１ 「１診療収入」には、被保険者から直接徴収する一部負担金も含めて計上する。 

なお、「事業勘定」から支払われる診療収入は、他会計繰入金として収入している団体についても、すべて「診

療収入」として扱う。 

２ 「２国庫支出金」には、事業勘定の収入から控除された直営診療施設に係る額を計上する。 

３ 「３都道府県支出金」において、「保険給付費等交付金」を計上する際は、事業勘定の収入から控除された直営

診療施設に係る額を計上する。 

４ 「医業費」には、「給食費」も含めて計上する。 

５ 「人件費の状況」については、５０表：収益事業会計決算の状況の「１２人件費の状況」を参照すること。 

 

 後期高齢者医療事業会計決算の状況（９４表・９５表） 

市町村（９４表） 

この表は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下、この調査表の説明において「法」

という。）に基づき、市町村が実施する保険料徴収の状況や後期高齢者医療広域連合への繰出金の状況等を調査する

ものである。したがって、法に基づかず市町村が単独で行うもの及び都道府県の単独の補助を受けて実施した事業

にかかる額は、ここには計上せず、普通会計に計上するものである。 

なお、人件費については、市町村が計上している広域連合派遣職員分の人件費と、広域連合から市町村に広域連
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合派遣職員分の人件費として歳入している負担金等を規模控除すること。 

１ 歳  入 

(1) 「１後期高齢者医療保険料」には、法第１０４条の規定に基づく保険料を計上し、｢うち特別徴収保険料｣に

は、法第１０７条の規定に基づき徴収した保険料のうち、特別徴収の方法により徴収した保険料を内書きする。 

なお、保険料の滞納分の徴収に付随して収入される督促手数料・延滞金等については、「４その他の収入」に

記入するものであり、ここには含めない。 

(2) 「２繰入金」の内容は、次のとおりである。 

「（１）一般会計繰入金」には、後期高齢者医療事業に関する事務の執行に要する費用等に充てるための市

町村の普通会計からの繰入金を計上し、「うち保険基盤安定繰入金」については、法第９９条に基づく繰入金

を計上する。 

(3) ｢４その他の収入｣には、上記の歳入科目のいずれにも属さない収入を計上する。 

   （例）督促手数料、延滞金、預金利子、過誤払金還付金、法第５８条第１項に基づく損害賠償金、法第５９ 

条第１項に基づく不正利得の徴収金 

２ 歳  出 

(1) 「１総務費」は、平成１９年９月２８日付厚生労働省保険局高齢者医療制度施行準備室通知「後期高齢者

医療制度における会計の款項目節区分について」（以下「保険局通知」という。）で示されている歳出の第１款

総務費を計上するものであるが、その内容区分上注意すべき点は次のとおりである。 

(ｱ) 「(1)総務管理費」は、保険局通知で示された歳出科目の、第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一

般管理費に相当するものであり、「うち人件費」については、後期高齢者特別会計において負担している職

員に係る人件費を計上する。 

(ｲ) 「(2)徴収費」は、保険局通知で示された歳出科目の、第１款総務費、第１項徴収費に相当するものであ

る。 

(2) 「２後期高齢者医療広域連合納付金」は、保険局通知で示された歳出科目の、第 2款後期高齢者医療広域

連合納付金、第１項後期高齢者医療広域連合納付金、第１目後期高齢者医療広域連合納付金に相当するもので

ある。 

(3) 「３繰出金」には、前年度における市町村（普通会計）負担分の精算に伴う償還額や資金繰りのために繰り

入れられた他会計繰入金の返還のための繰出金を計上する。 

(4) 「４前年度繰上充用金」には、前年度決算において、歳入が歳出に不足する金額を計上する。 

(5) 「５その他の支出」には、上記の歳出科目のいずれにも属さない歳出を計上する。 

３ 人件費の状況 

(1) この項目は、市町村負担分の人件費の内訳を調査するものである。したがって、市町村から人件費として支

出されているものであっても、広域連合が当該職員分の人件費として市町村へ負担金等を支出し、実質、広域

連合が負担しているものを除いた人件費について計上するものである。 

(2) 計上にあたっては、５０表：収益事業会計決算の状況の「１２人件費の状況」を参照すること。 

４ 参  考 

 「令和６年４月１日現在の事務職員数○L 」は、任期の定めのない常勤職員、任期付職員、再任用職員及び会計年

度任用職員（フルタイム）に加え会計年度任用職員（パートタイム）数を含めて計上する。なお、会計年度任用職

員（フルタイム）数及び会計年度任用職員（パートタイム）数は内数として別途計上すること。 
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広域連合（９５表） 

この表は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下、この調査表の説明において「法」

という。）に基づき、後期高齢者医療広域連合が実施する後期高齢者医療事業の決算状況を調査するものである。

したがって、法に基づかず広域連合が単独で行うもの及び都道府県又は市町村の単独の補助を受けて実施した事

業にかかる額は、ここには計上せず、普通会計に計上するものである。 

また、一般会計において、費目が負担金等となっており、実質、市町村へ人件費として歳出されているものを

事業会計の総務費へ振替し、人件費の状況について記入する。なお、一般会計に計上されていても、事業会計の

事務を行っている職員も本表に計上する。 

１ 歳  入 

(1) 「１市町村支出金」の「（１）市町村負担金」には、保険給付に係る人件費等の「事務費負担金」、保険料及

びその他納付金の「保険料等負担金」、法第９８条の規定に基づく「療養給付費負担金」を計上する。 

(2) 「２国庫支出金」の「（１）国庫負担金」には、法第９３条の規定に基づく「療養給付費負担金」及び「高

額医療費負担金」を計上する。 

(3) 「２国庫支出金」の「（２）国庫補助金」には、支出義務が法に明記されている補助金を計上する。 

(4) 「３都道府県支出金」の「（１）都道府県負担金」には、法第９６条の規定に基づく「療養給付費負担金」

及び「高額医療費負担金」を計上する。 

(5) 「３都道府県支出金」の「（２）財政安定化基金支出金」には、法第１１６条第 1項の規定に基づく都道府

県からの交付金を計上する。 

(6) 「４支払基金交付金」には、法第１００条の規定に基づく社会保険診療報酬支払基金からの交付金を計上す

る。 

(7) 「６繰入金」には、国庫からの交付金により造成した基金及び決算剰余金を管理する基金からの繰入金を計

上する。 

２ 歳  出 

 (1) 「２保険給付費」の「（１）療養諸費」には、①療養給付費に計上する、法第６４条の規定に基づく療養の

給付、法第７４条の規定に基づく入院時食事療養費、法第７５条の規定に基づく入院時生活療養費、法第７６

条の規定に基づく保険外併用療養費、③その他に計上する、法第７７条の規定に基づく療養費、法第７８条の

規定に基づく訪問看護療養費、法第８２条の規定に基づく特別療養費、法第８３条の規定に基づく移送費及び

②審査支払手数料をそれぞれ計上する。 

(2) 「２保険給付費」の「（２）高額療養費」には、法第８４条の規定に基づく高額療養費及び法第８５条の規

定に基づく高額介護合算療養費を計上する。 

(3) 「３都道府県財政安定化基金拠出金」には、法第１１６条第４項の規定に基づく拠出金を計上する。 

(4) 「７公債費」には、他会計からの借入金及び借入金的繰入金の元利償還金及び都道府県財政安定化基金への

元利償還金を計上する。 

３ 収  支 

(1) 「繰越又は支払繰延等」の「療養諸費等」には、当該年度末までに支出負担行為をした療養諸費等で年度内

に支出を終わらなかったものを計上する。 

(2) 「翌年度負担金等精算予定額」には、療養給付費負担金等及び事務費負担金等について、負担金等の過不足

額に係るものを計上する。 

４ 人件費の状況 
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(1) この項目は、広域連合負担分の人件費の内訳を調査するものである。したがって、市町村から人件費として

支出されているものであっても、広域連合が当該職員分の人件費として市町村へ負担金等を支出し、実質、広

域連合が負担している人件費相当分についても広域連合分に計上するものである。 

(2) 計上にあたっては、５０表：収益事業会計決算の状況の「１２人件費の状況」を参照すること。 

５ 参  考 

「令和６年４月１日現在の事務職員数○L 」は、任期の定めのない常勤職員、任期付職員、再任用職員及び会計年

度任用職員（フルタイム）に加え会計年度任用職員（パートタイム）数を含めて計上する。なお、会計年度任

用職員（フルタイム）数及び会計年度任用職員（パートタイム）数は内数として別途計上すること。 

６ 再  掲 

この項目は、後期高齢者医療広域連合の一般会計に対する繰出金及び市町村の後期高齢者医療事業会計への繰

出金を計上する。 

 

 介護保険事業会計決算の状況（６３表～６４表）  

１ この調査表は、介護保険法（以下「法」という。）第３条第１項の規定により、介護保険の保険者になっている

市町村（一部事務組合及び特別区を含む。以下同じ。）の介護保険事業の決算状況を調査するものである。 

２ この調査表のうち「介護サービス事業勘定」は、法施行令第１条の規定により介護保険に係る特別会計を保険

事業勘定と介護サービス事業勘定に区分しなければならない保険者が入力するものである。 

なお、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、指定訪問

看護ステーションの５つの施設により介護サービスを提供する事業については、この調査表の対象外となるもの

であり、別に公営企業会計の「介護サービス事業」で調査される。 

 

 保険事業勘定（６３表）  

１ 歳  入 

(1) 「１保険料」には、法第１２９条の規定に基づく保険料を計上する。 

(2) 「２国庫支出金」の入力に当たっては、次の点に注意すること。 

ア 「(1)介護給付費負担金」には、法第１２１条の規定に基づく介護給付費及び予防給付費に対する国の負担

金を計上する。また、前年度の精算分を含める。 

イ 「(2)調整交付金」には、法第１２２条の規定に基づく調整交付金を計上する。 

ウ 「（3)地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）」には、法第１２２条の２第１から第３項

の規定に基づく交付金を計上する。また、前年度の精算分を含める。 

エ 「（4)地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）」には、法第１２２条の２第４項の規定に基づく

交付金を計上する。また、前年度の精算分を含める。 

(3) 「３支払基金交付金」の入力に当たっては、次の点に注意すること。 

ア 「（1)介護給付費交付金」には、法第１２５条の規定に基づく支払基金からの介護給付費交付金を計上する。

また、前年度の精算分を含める。 

イ 「（2)地域支援事業支援交付金」には、法第１２６条に基づく支援基金からの地域支援事業支援交付金を計

上する。また、前年度の精算分を含める。 

(4) 「４都道府県支出金」の入力に当たっては、次の点に注意すること。 

ア 「(1)財源補塡的なもの」には、財政の再建や国庫負担金の補完的な補助金又は貸付金を計上する。 
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イ 「うち財政安定化基金支出金」には、法第１４７条の規定に基づく県の交付金を計上する。 

ウ 「(2)介護給付費負担金」には、法第１２３条に基づく介護給付及び予防給付に係る費用を計上する。また、

前年度の精算分を含める。 

エ 「(3)地域支援事業負担金」には、法第１２３条第３項に基づく介護予防事業に要する費用及び法第１２３

条第４項に基づく包括的支援事業等支援額を計上する。また、前年度の精算分を含める。 

(5) 「５相互財政安定化事業交付金」には、法第１４８条の規定に基づく交付金を計上する。 

(6) 「６他会計繰入金」には、基金の取崩し以外の繰入金を計上し、介護サービス事業勘定からの繰入金を含む。

なお、一部事務組合については、加入市町村から徴収した分賦金を「他会計繰入金」として扱う。 

なお、「(1)財源補塡的なもの」、「(2)一般会計からのもの」の区分は次によること。 

ア 「(1)財源補塡的なもの」には、介護保険の財政収支の健全化を目的とした他会計からの繰入金を計上し、

将来返還する資金繰り的なものも含まれる。 

イ 「(2)一般会計からのもの」の入力に当たっては、次の点に注意すること。 

(ｱ)「①介護給付費繰入金」には、法第１２４条の規定に基づく介護給付及び予防給付に要する費用を計上

する。 

(ｲ)「②地域支援事業繰入金」には、法第１２４条第３項の規定に基づく介護予防事業に要する費用及び包

括的支援事業等支援額を計上する。 

 (ｳ）「③その他一般会計繰入金」には、上記（ア）、（イ）以外のもので一般会計から繰り入れられたものを

計上する。なお、人件費に係る一般会計からの繰入金についてはここに含まれる。 

ウ 「(3)その他のもの」には、ア、イ以外のもの（他の会計に属する事務を保険事業勘定で実施している場合

の費用を負担するために繰入れられたもの）を計上する。 

なお、人件費に係る繰入金はここに含まれる。 

(7) 「７基金繰入金」には、基金の取崩し額を計上し、利子等基金から生じる果実は含めない。 

(8) 「９地方債」の「うち財政安定化基金貸付金」には、法第１４７条の規定に基づく県の貸付金を計上する。 

２ 歳  出 

(1) 「１総務費」には、「介護認定審査会費」も含めて計上する。 

(2) 「２保険給付費」の「(1)介護諸費等」には、介護サービス等諸費、支援サービス等諸費、高額介護サービ

ス等費、市町村特別給付費及び特定入所者介護サービス等費を計上し、審査支払手数料は含めない。 

(3) 「３財政安定化基金拠出金」には、法第１４７条の規定に基づく財政安定化基金拠出金を計上する。 

(4) 「４相互財政安定化事業負担金」には、法第１４８条の規定に基づく負担金を計上する。 

(5) 「５地域支援事業」には、法第１１５条の４５の規定に基づく地域支援事業に要した経費を計上する。 

(6) 「６保健福祉事業費」には、法第１１５条の４８の規定に基づく保健福祉事業のうち、指定居宅サービス及

び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業以外のものに要

した経費を計上する。 

(7) 「７繰出金」には、一部事務組合が加入市町村に対して配分する分配金をも含めて計上する。 

ア 「(1)財源補塡的なもの」には、資金繰りのために繰入れた他会計繰入金の返還のための繰出金や介護サー

ビス事業勘定等の財政援助を目的として繰出されたものを計上する。 

イ 「(2)その他のもの」には、保険事業勘定に属する事務を他の会計において執行していることに伴い、その

費用の負担の目的で繰出されたもののような、「(1)財源補塡的なもの」以外のものを計上する。 

３ 収  支 
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(1) 「繰越又は支払繰延等」の「介護諸費等」には、当該年度末までに支払を決定した介護給付費等で、当該年

度において決算しなかったものを計上する。 

(2) 「○G に対する介護給付費負担金等」には、「繰越又は支払繰延等」の「介護諸費等」に対応する介護給付、

予防給付及び地域支援事業に係る国庫負担金、都道府県負担金及び一般会計からの繰入金を計上する。 

(3) 「介護給付費負担金、事務費及び地域支援事業交付金精算額」には、当該年度の事業実績に基づく厚生労働

省及び都道府県に対する精算予定額を計上する。 

(4) 「○G に対する支払基金交付金」には、「繰越又は支払繰延等」の「介護諸費等」に対応する支払基金交付金

を計上する。 

(5) 「支払基金交付金精算額」には、当該年度の事業実績に基づく社会保険診療報酬支払基金への精算予定額を

計上する。 

４ 「人件費の状況」については、５０表：収益事業会計決算の状況の「１２人件費の状況」を参照すること。 

 

 介護サービス事業勘定（６４表）  

１ サービス事業勘定を設けず一般会計内で経理している場合について、その部分を分別し、サービス事業勘定と

して取り扱うものとする。 

２ 「１サービス収入」には、利用者から徴収する自己負担金を含めて計上する。 

  なお、「事業勘定」から支払われるサービス収入は、他会計繰入金として収入している団体についても、すべて

「サービス収入」として扱う。 

３ 「２サービス事業費」には、居宅サービス事業費と施設介護サービス事業及び居宅介護支援事業費等を計上す

る。 

 

 農業共済事業会計決算の状況（５６表）  

１ この調査は、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業についても調査するものである。 

２ この表は、共済勘定及び業務勘定の各勘定ごとにそれぞれの歳入歳出科目に分別して計上する。 

３ 「共済勘定」とは、法で定められた農作物共済勘定、蚕繭共済勘定及び家畜共済勘定並びに条例で定められた

任意共済勘定に係るものをいい、調査表に計上するときは、これら各勘定間の重複額を控除した「純計」額とす

る。 

４ 「収支」欄の「支払準備金積立額」には、決算期において決算期前に生じた共済事故により翌会計年度以降に

おいて支払わなければならない共済金の引当金として積み立てたものを計上し、「責任準備金積立額」には、毎会

計年度の終りにおいて現に存する共済会計から生ずる責任を果すために必要な金額として積み立てた金額を計

上する。 

５ 共済勘定 

(1) 収入の「１共済掛金及び交付金」には、水陸稲、麦及び春秋夏蚕繭並びに家畜の死廃病傷、生産等に係る共

済掛金について現年、過年、滞納繰越分を一括計上し、事故等により農業者に支払われた額は支出の「２共済

金」に計上する。なお、「交付金」には、組合員等が納付すべき共済掛金のうち国庫が負担したものを計上す

る。 

(2) 「２保険金及び診療補塡金」には、農業共済組合連合会より農業者に支払うため還付されてきた保険金額及

び家畜共済において市町村の有する家畜診療所並びに開業医等により家畜の診療を農業者が受けたことによ

る連合会負担分の診療費を計上し、支出の「１保険料及び技術料」には、市町村から連合会へ納付した水陸稲、
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麦、家畜の死廃、生産保険の保険金及び家畜共済において農業者から徴収した共済掛金で病傷保険のため連合

会に掛金乙に相当する部分として納入したものを計上する。 

(3) 「連合会無事戻金」には、事故等がなかったこと等から農業者に掛金を払い戻すため連合会より受け入れた

ものを計上し、農業者に支払ったときは支出の「無事戻金」に計上する。 

６ 業務勘定 

(1) 収入の「１賦課金」には、一般、特別及び防災賦課金の現年、過年及び滞納繰越分の収入を一括計上し、連

合会への納付額は支出の「２連合会支出金」に計上する。 

(2) 収入の「２都道府県支出金」には、事務費等に係る補助金について計上する。なお、事務費国庫負担金につ

いて都道府県より間接補助方式によって交付されたものもすべて含まれる。 

(3) 支出の「１総務及び業務費」には、共済事業を行うために必要な費用を「(1)人件費」と「(2)その他」に区

分して計上する。なお、「(1)人件費」には、共済事業に従事する職員の給料、各種手当、退職給与金等及び会

計年度任用職員（パートタイム）の報酬等の費用を計上する。 

７ 「人件費の状況」については、５０表：収益事業会計決算の状況の「１２人件費の状況」を参照すること。 

 

 交通災害共済事業会計決算の状況（５７表）  

１ この表は、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）が、直接、交通災害共済事業を実施した会計の状況を、

団体ごとに調査するものである。 

（特別会計を設けず一般会計内で経理している場合について、その部分を分別し、交通災害共済事業会計として取

り扱うものである。） 

２ 歳  入 

(1) 「１共済掛金収入」には、交通災害共済の掛金として個人から納付されたものに限り計上する。したがって、

生活保護法適用者又は、小・中学校児童生徒等の掛金を、条例等により減免し、これに相当する額を普通会計

から繰入れた場合は、「５繰入金」の「(1)普通会計からのもの」に計上する。 

(2) 「２分担金及び負担金」の「(1)市町村分賦金」には、一部事務組合で事業を実施している場合、歳出の「１

総務及び業務費」に係る経費を加入団体が負担し、一部事務組合に納付した額を計上する。 

(3) 「３預金利子等」には、準備金積立金、基金運用及び歳計現金から生ずる預金利子等を計上する。 

(4) 「５繰入金」の「(2)その他からのもの」には、準備金積立金及び基金の取崩し額を計上する。 

３ 歳  出 

(1) 「１総務及び業務費」には、交通災害共済の事務の実施に必要な経費を、「(1)人件費」、「(2)物件費」及び

「(3)その他」に分けて計上する。 

(2) 「２共済見舞金」には、死亡等の事故により給付した見舞金を計上する。なお、生活保護法適用者等につい

て、普通会計のみで給付を行っている場合は計上しない。 

(3) 「３繰出金」「(2)その他へのもの」には、準備金積立金及び基金への積立額を計上する。 

４ 「収支」の「未経過共済掛金」には、加入者に係る共済責任期間が年度をまたがって継続する場合、その決算

時点以降の未経過に係る期間に相当する額を月割によって計上する。 

５ 「見舞金基準及び給付の状況」には、傷害の程度の等級により給付する見舞金の基準額及び給付の状況を入力

する。 

６ 「人件費の状況」については、５０表：収益事業会計決算の状況の「１２人件費の状況」を参照すること。 

７ 「参考」の「事業実施年月日」には、次の記載例により年月日を入力する。（令和５年４月１日の場合） 
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 ０ ５ ０ ４ ０ １  

８ 「参考」の「契約期間」の欄には、いずれか該当の欄に「１」と入力する。 

 

  事業債現在高等の状況（６０表）  

この表は、公営事業会計における事業債現在高等、普通建設事業費及び維持補修費について、その決算額と財源

内訳を計上する。 

 

 


